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宇部市議会予算決算委員会後期全体会会議録 

 

 

１ 日  時  令和７年９月１９日（金） 

午前９時５７分から午後２時５８分まで 

２ 場  所  議場 

３ 事  件  （１）令和６年度一般会計決算及び特別会計決算総括説明 

        （２）令和６年度一般会計決算及び特別会計決算概要説明（決算内容及び普

通会計決算財政分析） 

        （３）令和６年度企業会計決算説明(下水道事業、水道事業及び交通事業) 

        （４）令和６年度一般会計決算、特別会計決算及び企業会計決算に係る審査意 

見の説明 

（５）一般会計決算、特別会計決算総括説明及び概要説明並びに一般会計決 

算、特別会計決算に係る審査意見に対する質疑 

４ 出席委員（２６名） 

委 員 長  猶   克 実 君   副委員長  岩 村   誠 君 

委  員  青 谷 和 彦 君   委  員  芥 川 貴久爾 君 

委  員  浅 田   徹 君   委  員  荒 川 憲 幸 君 

委  員  五十嵐 仁 美 君   委  員  射 場 博 義 君 

委  員  笠 井 泰 孝 君   委  員  唐 津 正 一 君 

委  員  河 崎   運 君   委  員  甲 谷 理 温 君 

委  員  木 原 大 介 君   委  員  鴻 池 博 之 君 

委  員  志 賀 光 法 君   委  員  重 枝 尚 治 君 

委  員  城 美   暁 君   委  員  真 宅 宣 昭 君 

委  員  時 田 洋 輔 君   委  員  新 村 秀 雄 君 

委  員  林   豊 廣 君   委  員  早 野   敦 君 

委  員  松 岡 伸 一 君   委  員  三 好 保 雄 君 

委  員  山 下 則 芳 君   委  員  吉 松   剛 君 

５ 欠席委員（１名）    委 員  西 村 享 平 君 

６ その他の出席者（１名） 議 長  山 下 節 子 君 

７ 説明のため出席した者 

    市    長  篠 﨑 圭 二 君    副 市 長  藤 崎 昌 治 君 

    常勤監査委員  廣 中 昭 久 君    教 育 長  野 口 政 吾 君 
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水道事業管理者  秋 田 浩 二 君    交通事業管理者  大 谷 唯 輝 君 

    総 務 部 長  大 畑 秀 幸 君    総合政策部長  古 林   学 君 

    観光スポーツ文化部長  青 山 佳 代 君    市民環境部長  床 本 晋 二 君 

健康福祉部長  中 村 淳 一 君    こども未来部長  濱 田 修 二 君 

産業経済部長  林   孝 之 君    都市政策部長  磯 中 克 文 君 

土木建設部長  宗 野 行 展 君    教 育 部 長  濱 原 貴 宏 君 

  会計管理者  中 村 香奈恵 君 

  総合政策部 

  次    長  上 田 優 作 君    財 政 課 長  入 江 慎 一 君 

  政策企画課長  正 司 優 子 君    政策企画課副課長  石 原 紀 子 君 

健康福祉部 

  次    長  島 田 伸 弘 君    次    長  内 田 明 美 君 

  介護保険課長  穂 積 紀 子 君    介護保険課副課長  山 本 直 樹 君 

  保険年金課長  田 中 晶 子 君    保険年金課副課長  幸 明 幸 雄 君 

監査委員事務局 

  局    長  原 田 研 治 君    監 査 課 長  福 岡 俊 昭 君 

  監査課副課長  中 野   篤 君 

８ 事務局職員出席者 

局    長  谷   寛 子 君    次    長  岩 﨑   勝 君 

議事総務課長  重 村 一 郎 君    議事調査課副課長  橋 本 佳 子 君 

議事調査係長  木 村 美 紀 君    書    記  高 木 徹 也 君 

書    記  真 鍋 幸 恵 君 

─────────────────────────────────────────── 

─── 午前９時５７分開議 ─── 

委員長（猶  克実 君）  おはようございます。 

ただいまから、予算決算委員会後期全体会を開きます。 

なお、西村委員は、欠席の旨の届出がありました。 

次に、本委員会の傍聴についてですが、現在、申込みはありません。随時、申込みがあれば、

許可します。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  それでは、決算議案の審査に入ります。 

まず、令和６年度一般会計決算及び特別会計決算について、総括説明を求めます。 

篠﨑市長、座ったままお願いします。 
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市 長（篠﨑 圭二 君）  皆さん、おはようございます。 

令和６年度一般会計及び特別会計の決算認定を受けるに当たり、令和６年度中に実施した主要

施策・事務事業の成果を御説明いたしますので、御審査のほどよろしくお願い申し上げます。 

令和６年度は、第五次宇部市総合計画前期実行計画の４つのプロジェクト、暮らし安心・安全

プロジェクト、たくましい産業育成プロジェクト、子ども未来応援プロジェクト、まちの賑わい

創出プロジェクトを中心に、本市の将来都市像「ひとが輝き 交流ひろがる わたしたちの宇部

（まち）」の実現に向けて、効果的な施策を推進してまいりました。 

また、物価高騰対策や新型コロナワクチン定期接種化に係る費用など、年度途中に発生した緊

急の行政需要にも適切に対応しました。 

その結果、令和６年度における一般会計の決算額は、歳入８１０億２，６１０万８，０００円、 

歳出７８７億５，１２７万６，０００円、差し引き２２億７，４８３万２，０００円となり、 

ここから令和７年度へ繰り越すべき財源５億８，６４８万１，０００円を控除した実質収支は、 

１６億８，８３５万１，０００円となりました。 

また、特別会計全体では、歳入４０８億１，３９１万８，０００円、歳出４０２億１，３３２

万５，０００円、差し引き６億５９万３，０００円となり、ここから令和７年度へ繰り越すべき

財源６３０万７，０００円を控除した実質収支は、５億９，４２８万６，０００円となりました。 

財政状況については、いずれの指標も健全性を保っていますが、依然増加傾向にある社会保障

経費や近年のインフレに伴う人件費アップにより義務的経費が増加しており、また、燃料費や光

熱水費、工事請負に伴う労務単価や資材単価なども上昇してきています。 

引き続き、ＥＢＰＭや共創の考え方を活用しながら効果的・効率的な行財政運営を推進すると

ともに、自主財源の確保や市債残高を適切にコントロールするなど、財政の持続性にしっかり留

意していきます。 

それでは、令和６年度の主要な取組について、御説明いたします。 

まず、物価高騰対策関連事業としては、物価高騰支援給付金や定額減税補足給付金の支給のほ

か、市独自の取組として、市内事業者の経済的負担を軽減するため、燃料代や電気代、ガス代を

支援しました。 

また、小中学校における食材費の高騰による給食の質・量の低下と保護者負担の増加を防ぐた

め、食材費の増加分に対する補助を行いました。 

次に、第五次宇部市総合計画前期実行計画に掲げる重点プロジェクトに沿って、主な取組を御

説明いたします。 

まず、暮らし安心・安全プロジェクトにおいては、災害に強いまちづくりに向けて、災害時の

迅速な対応と情報発信ができるよう、内水氾濫の危険性のある河川に監視カメラや水位計を設置

したほか、宇部西消防署の建て替え工事や宇部中央消防署東部出張所の建て替えに向けた敷地測
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量を行いました。 

また、休日・夜間救急診療所に受診待ち人数の確認ができるシステムを新たに導入し、混雑発

生時の受診者の不安解消を図るとともに、高齢者の生きがいづくりや健康づくりを推進するため、 

高齢者に独自の優遇サービスを提供する事業者と連携して、高齢者のおでかけを応援するシニア

おでかけ応援事業を実施しました。 

さらに、地域活動等の輪を広げていくため、地域活動の参加者等にポイントを付与し、取得さ

れたポイント数に応じてデジタルギフトを進呈するうべポイント事業を新たに開始しました。 

なお、第五次宇部市総合計画前期実行計画の目標指標として掲げた地域計画に基づく取組支援

件数は、累計で、令和６年度目標１２７件に対し、２１２件、地域活動人材の活動件数は、累計

で、令和６年度目標１４，６００件に対し、５９，８５４件となっています。 

次に、たくましい産業育成プロジェクトにおいては、大学等の研究開発シーズをもとに事業化

を目指す取組に対し、起業前からのハンズオン支援に加え、創業段階、研究開発推進段階、実証

段階の各フェーズに対応した補助制度による支援を行うとともに、先端的な研究開発の拠点化に

つながる取組への支援を行うなど、成長産業の創出や育成に向けた取組を推進しました。 

この結果、医療機器開発に関連するスタートアップ企業１社が誕生するとともに、再生医療分

野において、大きな市場規模を生み出す可能性のあるプロジェクトがスタートするなど、市内企

業の成長産業分野への進出が進みました。 

また、中小企業等における後継者の確保や育成等、事業継続に向けた取組を推進するため、 

宇部商工会議所やくすのき商工会と連携して、中小企業等の経営計画の策定を支援しました。 

この結果、目標指標として掲げた成長産業の起業・事業化件数は、累計で、令和６年度目標３

件に対し、４件、事業継続・承継に取り組んだ企業数は、累計で、令和６年度目標２４社に対し、

４１社となりました。 

そのほか、積極的に企業誘致に取り組み、小野田・楠企業団地の完売につなげるとともに、 

新たな産業団地の誘致に向けて、企業の立地ニーズの把握をはじめ、インフラや交通アクセスな

ど様々な観点から適地の選定調査等を実施しました。 

また、持続可能な農林水産業の振興として、担い手不足の解消や生産性の向上、農業経営の安

定化等を図るための補助を行うとともに、うべ産水産物の消費拡大につなげるため、うべ地魚フ

ェア～レンチョウまつり～の開催などに取り組みました。 

次に、子ども未来応援プロジェクトにおいては、子ども医療費の助成対象を高校生年代まで拡

大したほか、生後間もない赤ちゃんに実施する、新生児聴覚検査の費用の助成を新たに開始する

など、子育て家庭の経済的負担の軽減に取り組みました。 

また、母子保健と児童福祉の機能を一体化した、うべこども家庭センターＵｂｅハピを開設し、 

妊娠期から子育て期の切れ目ない支援を実施するとともに、産後ケア事業の利用者負担額を無償
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化するなど、安心して子供を生み育てられる環境の充実に取り組みました。 

さらに、困難な状況に置かれた子供や若者の自立に向けた支援として、こどもコーディネータ

ーによる相談対応やアウトリーチ活動などの取組を推進するとともに、子供や若者が安心して過

ごせる場所である若者ふりースペースにユースワーカーを配置し、自発性や社会性を育む活動を

支援するなどの体制強化を図りました。 

また、全ての子供たちが将来に夢を持ち、健やかに育つことができるとともに、安心して子供

を生み育てることができる環境づくりを推進するため、令和７年３月に、宇部市こども計画を策

定しました。 

なお、目標指標については、子育て支援拠点施設の利用者数は、令和６年度目標５６，０００

人に対し、６５，８２０人、子どもの居場所開設箇所数は、令和６年度目標２０か所に対し、２

５か所となりました。 

教育面では、中学校にデジタル採点システムを導入し、採点業務を自動化するとともに、その

結果をデータ分析により学習指導に活用することで、教員が教材研究や授業等に専念できる環境

を整え、きめ細かな指導の充実を図りました。 

また、新たに小学校３校に校内ふれあい教室を設置し、不登校傾向にある児童について、多様

な学びの機会や居場所の確保を図るとともに、特別な支援が必要な児童生徒が安心安全に学校生

活を送ることができるよう、教育支援員を各校に配置し、支援体制の強化に取り組みました。 

さらに、幅広い学びの場を提供する取組として、プラネタリウム投影会や移動天文教室等の開

催、山口大学やＪＡＸＡ等と連携した宇宙教育の実施といった宇宙への興味や関心を高める取組

や、高校生の語学力や多文化理解の向上を目指した、姉妹都市であるニューカッスル市への短期

留学の支援などを行いました。 

なお、目標指標については、英検３級程度以上の英語力を身に付けた生徒の割合は、令和６年

度目標４６．０％に対し、５４．６％、宇宙教育関連講座等の参加者数は、令和６年度目標４，

４００人に対し、４，５４２人となりました。 

次に、まちの賑わい創出プロジェクトにおいては、居心地がよく歩きたくなるまちなかの形成

に向けて、市民交流棟（新庁舎２期棟）の新築工事を進めるとともに、庁舎広場と一体的となる

真締川公園等の整備に着手しました。 

また、旧山口井筒屋宇部店跡地に整備する常盤通りにぎわい交流拠点施設「ときわスクエア」

の実施設計を行うとともに、市役所前のウオーカブル化の工事等を実施しました。 

さらに、恩田スポーツパークリニューアル事業として、アーバンスポーツが楽しめるエリアや

屋根付きグラウンド、にぎわい交流施設等を新設し、全市的なスポーツの拠点として整備を進め

ました。 

また、第３０回ＵＢＥビエンナーレ（現代日本彫刻展）では、オープニングイベントや都市部
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でのプロモーションを充実・強化することで、市内外から多くの方々に御来場いただきました。 

さらに、市全域でアニメの世界観を感じることができる、まちじゅうエヴァンゲリオン第４弾

を実施し、誘客の促進と地域経済の活性化を推進するとともに、ＭＩＣＥ誘致の促進やインバウ

ンド向けの情報発信を強化するなど、交流人口や関係人口の拡大に取り組みました。 

なお、目標指標として掲げた中心市街地イベント参加者数は、令和６年度目標５４，０００人

に対し、５８，０００人、観光交流人口は、令和６年度目標１６０万人に対し、１８８万人とな

っています。 

そのほか、北部オープンプラットフォームラボの運営やうべＫＩＴＡまつりの開催など北部地

域の振興、また、市民の文化活動を支える拠点施設である宇部市文化会館の改修などに取り組み

ました。 

最後に、持続可能なまちづくりの基盤としては、さらなる行財政改革の推進に向け、事務事業

の見直しを進めました。 

また、ＤＸによる業務の効率化や市民サービスの向上を図るため、専門的知見を有するＣＩＯ

補佐官の支援を受けながら宇部市ＤＸ推進計画やアクションプランに基づく事業を推進したほか、 

職員の働き方改革による働きやすい職場環境の整備を行いました。 

さらに、市公式ＬＩＮＥの機能を拡充し、登録者数の大幅な増加につなげるなど、広報・広聴

活動の充実に取り組みました。 

以上、令和６年度に実施した諸施策の成果については、ひとえに、市議会議員各位をはじめ、 

市民の皆様の御理解と御支援の賜であり、深く感謝を申し上げます。  

引き続き、決算内容について、副市長に説明をさせますので、御審査のほど、よろしくお願い

いたします。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、一般会計決算及び特別会計決算についての総括説明は終

わりました。 

次に、令和６年度一般会計・特別会計決算内容及び普通会計決算財政分析について、概要説明

を求めます。 

藤崎副市長、座ったままお願いします。 

副市長（藤崎 昌治 君）  それでは、引き続き、歳入歳出決算の状況について、御説明しま

す。 

令和６年度主要施策の成果説明書の３０ページ、３１ページをお開き願います。 

まず、歳入歳出決算総括表についてですが、表の一番下の合計欄のとおり、一般会計、特別会

計を合わせ、歳入総額は１，２１８億４，００２万６，０００円、歳出総額は１，１８９億６，

４６０万１，０００円で、収支差引額は２８億７，５４２万５，０００円となりました。 

会計ごとの歳出決算規模は、大きいものから一般会計、介護保険事業会計、国民健康保険事業
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会計の順となっており、上位３会計で全体の９６．７％を占めています。 

なお、一般会計から各特別会計への繰出金は、表の下側（注）のとおり、総額５３億９，１５

０万９，０００円で、その主なものは、介護保険事業会計、国民健康保険事業会計及び後期高齢

者医療会計に対する民生関係繰出金であり、これらで、全体の９４．２％を占めています。 

次に、一般会計歳入決算状況について御説明しますので、３３ページをお開きください。 

歳入決算図表のとおり、市税が２４１億６，０３０万７，０００円で、構成比は２９．８％と

最も高く、以下、構成比で申し上げますと、国庫支出金が２０．５％、地方交付税が１３．８％、 

県支出金が７．０％、繰入金が６．５％の順となっています。 

次に、３４ページの対前年度比較ですが、令和５年度を上回った主な科目は、１１地方特例交

付金が、定額減税減収補塡特例交付金の皆増等により、６億６，６６５万３，０００円の増、 

１２地方交付税が、基準財政需要額（個別算定経費）の増等による普通交付税の増により、６億

８，８９６万１，０００円の増、１７県支出金が、障害福祉サービス費等負担金や子供のための

教育・保育給付交付金の増等により、４億３，１０８万７，０００円の増、２０繰入金が、減債

基金繰入金や退職金基金繰入金の増等により、１０億６，１８５万８，０００円の増となってい

ます。 

一方、令和５年度を下回った主な科目は、１市税が、定額減税の実施に伴う個人市民税の減等

により、２億９，４０３万７，０００円の減、２３市債が、ごみ処理施設整備事業債の皆減等に

より、３億７，０８０万円の減となっています。 

歳入の内容や増減内訳については、３５ページから４３ページにかけて款別に記載しています

ので、御参照ください。 

次に、一般会計歳出決算状況について御説明しますので、４４ページをお開き願います。 

歳出決算図表のとおり、民生費が３３９億９，１２６万３，０００円で、構成比は４３．２％

と最も高く、以下、構成比で申し上げますと、総務費が１６．２％、教育費が１０．４％、土木

費が９．３％、公債費が７．３％の順となっています。 

また、４５ページの対前年度比較ですが、令和５年度を上回った主な費目は、２総務費が、 

本庁舎建設事業費や退職手当の増等により、１６億４，５８０万１，０００円の増、３民生費 

が、低所得者支援及び定額減税補足給付金の皆増等により、２０億６，８９０万８，０００円の

増、７土木費が、まちなかウオーカブル推進事業費の増等により２億３，１２２万６，０００円

の増となっています。 

一方、令和５年度を下回った主な費目は、４衛生費が、ごみ処理施設基幹的設備改良事業費の

皆減等により１５億２，６０５万円の減、６商工費が、プレミアム付商品券事業経費の皆減等に

より２億７，４６８万円の減となっています。 

歳出の増減内訳については、４６ページに款別に記載していますので、御参照ください。 
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次に、部・課等別の歳出の内容説明については、成果説明書の４７ページから２０４ページに

かけて記載していますので、御参照ください。 

続いて、一般会計及び特別会計を合わせた給与費について御説明します。２０６ページ、２０

７ページをお開き願います。 

特別職、一般職、再任用職員の表になりますが、上半分が令和６年度、下半分が令和５年度と

なっています。合計で申し上げますと、２０７ページの一番右の欄、 表の上半分（令和６年

度）の下から２段目のとおり９１億２，７９６万３，０００円となっています。令和５年度と比

較してみますと、下がって一番下の段にありますように８億２，５２６万６，０００円の増で、

９．９％の増となっています。その主な要因は、退職手当の増となっています。 

続いて、２０８ページ、２０９ページをお開き願います。 

これは、臨時的任用職員及び会計年度任用職員の給与費を示した表になります。こちらも、上

半分が令和６年度、下半分が令和５年度となっています。職員の区分については、「フル」の欄

が臨時的任用職員、「パート」の欄が会計年度任用職員の各年度４月１日時点での任用人数とな

っています。合計で申し上げますと、２０９ページの一番右の欄、表の上半分（令和６年度）の

下から２段目にありますように１８億９，４７１万９，０００円となっています。令和５年度と

比較してみますと、下がって一番下の段にありますように３億７，２３７万５，０００円の増で、

２４．５％の増となっています。その主な要因は、期末勤勉手当の増となっています。 

次に、本市の財政状況を普通会計決算に基づいて、御説明します。 

令和６年度決算(普通会計）財政分析資料の６ページをお開き願います。 

まず、２財政収支の傾向の（１）形式収支及び（２）実質収支と単年度収支についてですが、 

歳入総額８０９億５，２９１万１，０００円から、歳出総額７８６億７，８０７万９，０００円

を単純差引した形式収支は、２２億７，４８３万２，０００円となっています。 

ここから、繰越明許費等に係る令和７年度へ繰り越すべき財源５億８，６４８万１，０００円

を除いた実質収支は、１６億８，８３５万１，０００円となりました。 

次に、７ページの（３）債務要素について御説明します。 

ア地方債の現在高等及びイ債務負担行為額の推移についてですが、まず、地方債現在高は、 

令和６年度末で、６４０億４，８７０万１，０００円となり、令和５年度末から１２億５，１２

９万７，０００円、１．９％の減となっています。また、地方債現在高倍率は１６７．７％と、 

令和５年度末から６．４ポイント低下しました。 

次に、債務負担行為額は、令和６年度末で２６５億６，５３２万円となっており、令和５年度

末から８８億３，１２１万９，０００円、４９．８％の増となっています。 

これは、新火葬場整備運営事業や公共施設包括管理業務の増等によるものです。 

続いて、歳入構成の分析について御説明しますので、８ページ、９ページをお開き願います。 
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まず、（１）自主財源と依存財源の構成割合については４５．２％対５４．８％となっており、

自主財源の構成比が０．７ポイント低下しました。これは、定額減税の実施に伴い、自主財源で

ある市税が減少し、依存財源である地方特例交付金が増加したため、自主財源の構成比が低下し

たものです。 

（２）財政力指数（単年度）は０．６８７で、令和５年度と比較し、０．０１５ポイント低下

しています。これは、分母となる基準財政需要額が増加したことによるものです。 

また、（３）一般財源と特定財源の構成割合は６２．９％対３７．１％となっており、令和５

年度の構成割合と変わりませんでした。 

次に、歳出構成の分析について御説明しますので、１２ページ、１３ページをお開き願います。 

まず、（１）義務的経費と任意的経費の構成割合は５０．８％対４９．２％となっており、 

義務的経費の構成比が２．０ポイント上昇しています。これは、扶助費の増等により、義務的経

費が増加したことによるものです。 

また、（２）消費的経費と投資的経費の構成割合は６６．９％対１０．８％となっており、 

消費的経費は０．８ポイント上昇し、投資的経費は０．６ポイント低下しています。 

これは、消費的経費については、人件費や扶助費の増等によるもので、投資的経費については、 

ごみ処理施設基幹的設備改良事業費の皆減や小学校施設耐震化事業費の減等によるものです。 

続きまして、１４ページ、１５ページをお開き願います。（３）経常収支比率の状況について

ですが、令和６年度の経常収支比率は９６．０％で、令和５年度と比較し、２．１ポイント上昇

しています。 

これは、扶助費の増や定年延長に伴う退職手当の隔年支給などによる人件費の増等により、 

分子となる経常経費充当一般財源の額が増加したことによるものです。 

最後に、他都市の状況及び比較について、２０ページから２５ページにかけて掲載しています

ので、後ほど、御参照ください。 

また、参考として、２７ページから３１ページにかけて健全化判断比率及び公営企業の資金不

足比率を、３２ページから４０ページにかけて一般会計等における財務書類４表を掲載していま

すので、あわせて御参照ください。 

以上で、歳入歳出決算の概要説明を終わります。 

御審査の程、よろしくお願いいたします。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、一般会計決算及び特別会計決算についての概要説明は終

わりました。 

次に、令和６年度下水道事業会計決算について、説明を求めます。 

藤崎副市長。 

副市長（藤崎 昌治 君）  議案第６９号令和６年度宇部市下水道事業会計決算について、御



 - 10 - 

説明します。 

令和６年度の下水道事業の運営については、快適な生活環境の確保、公共用水域の水質保全 

及び雨水浸水被害の軽減を図るため、施設の維持管理及び計画的かつ効率的な施設整備等を実施

しました。 

主な事業としては、玉川ポンプ場建設工事、八王子雨水準幹線工事及び汚水の面整備等を実施

しました。 

汚水処理状況については、令和５年度と比較しますと、汚水整備戸数が４０．３％減の１０８

戸で、普及率７９．７％となり、年間総処理水量は５．５％増の約２，１４４万４，０００立方

メートル、年間有収水量は０．６％減の約１，２４３万７，０００立方メートルとなりました。 

経営成績については、事業収益は６８億４，６４１万１，０００円に、事業費用は６６億１，

６７３万４，０００円となり、収支差引の結果、当年度純利益は２億２，９６７万７，０００円 

に、また、当年度未処分利益剰余金は８億６，３２８万７，０００円となりました。 

一方、資本的収支については、翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する２億３，７２２万

６，０００円を除いた資本的収入額は、１９億４８３万８，０００円に、資本的支出額は、４９

億８，６２２万６，０００円となり、差引不足額は、３０億８，１３８万８，０００円となりま

したが、これは、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５，１４６万２，０００円、 

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額８，００４万１，０００円、繰越工事資金４，

４０９万１，０００円、減債積立金２億円、建設改良積立金３億７，８００万円、過年度分損益

勘定留保資金８，３３９万４，０００円及び当年度分損益勘定留保資金２２億４，４４０万円 

で補塡しました。 

以上、令和６年度の下水道事業の決算について、御説明しましたが、人口減少等により、使用

料収入は、減少局面を迎えています。 

このような経営状況の中にありますが、経営の効率化を図りながら、老朽化した施設の改築更

新を計画的に実施し、安定した事業運営に努めてまいります。 

よろしく御審査を賜りますよう お願い申し上げます。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、下水道事業会計決算についての説明は終わりました。 

次に、令和６年度水道事業会計決算について、説明を求めます。 

秋田水道事業管理者。 

水道事業管理者（秋田 浩二 君）  それでは、議案第７０号令和６年度宇部市水道事業会計

決算について御説明します。 

令和６年度の水道事業の運営については、安定給水の確保と住民福祉の向上を図るため、施設

の維持管理、改良整備、更新等を実施しました。 

主な事業としては、浄水場の施設整備工事や配水管の耐震化を図る管路更新工事等を実施しま
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した。 

給水状況については、令和５年度と比較しますと、給水戸数が０.５％減の７万２，０５５戸

で、給水量は０.７％減の１，９３６万３，０００立方メートルとなり、有収水量は１.０％減の 

１，６９３万３，０００立方メートルとなりました。 

経営成績については、事業収益は３５億２，５８８万４，０００円に、事業費用は３３億２，

５２３万８，０００円となり、収支差引の結果、当年度純利益は、２億６４万６，０００円に、 

また、当年度未処分利益剰余金は１１億１，８０９万２，０００円となりました。 

一方、資本的収支については、収入額は４億９，９９２万９，０００円に、支出額は１８億９，

１４８万円となり、差引不足額は１３億９，１５５万１，０００円となりましたが、これは、当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１億２９４万円、建設改良積立金４億５，０００

万円、過年度分損益勘定留保資金５億１，１４２万６，０００円、及び当年度分損益勘定留保資

金３億２，７１８万５，０００円で補塡しました。 

以上、令和６年度の水道事業会計の決算について御説明しましたが、人口減少等により、料金

収入は、今後も減少が避けられないところです。 

このような厳しい経営見通しを踏まえ、水道事業本来の使命を安定的に担っていくため、的確

な需要予測の下、経営規模の適正化と事業の効率化に努めてまいります。 

よろしく御審査を賜りますようお願い申し上げます。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、水道事業会計決算についての説明は終わりました。 

次に、令和６年度交通事業会計決算について、説明を求めます。 

大谷交通事業管理者。 

交通事業管理者（大谷 唯輝 君）  それでは、議案第７１号令和６年度宇部市交通事業会計

決算について御説明します。 

令和６年度は、安定した事業運営・事業継続に向けて、 ２０２４年問題への対応を踏まえた

運転士の労働環境の改善、ハローワーク実施の会社説明会への参加やバス運転未経験者を対象と

した運転体験会の年４回の定期開催を継続し、運転士不足の解消に取り組みました。 

また、一人でも多くの人に路線バスを利用していただくため、高齢者を対象とした乗り方教室

を実施し、バスの利用及びＩＣカードの普及促進に取り組みました。 

乗合事業の業務量については、令和５年度と比較しますと、稼働バス台数が２．４％増の１万

７，１１６台で、走行キロ数は０．８％減の２６０万７，０００キロメートル、輸送人員は４．

３％減の１８０万人となりました。 

貸切事業の業務量については、令和５年度と比較しますと、稼働バス台数が４８．４％増の 

１，００３台で、走行キロ数は５０．７％増の１０万２，０００キロメートル、輸送人員は４７．

１％増の２万１，０００人となりました。 
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経営成績については、事業収益は９億５，９７６万８，０００円に、事業費用は９億７，１１

１万４，０００円となり、収支差引の結果、当年度純損失は１，１３４万６，０００円に、また、

当年度未処分利益剰余金は１億７９７万４，０００円となりました。 

一方、資本的収支については、 資本的収入額は１７５万６，０００円に、資本的支出額は、 

１億１６６万３，０００円となり、差引不足額は９，９９０万７，０００円となりましたが、 

これは、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７３８万１，０００円及び過年度分損

益勘定留保資金９，２５２万６，０００円で補塡しました。 

以上、令和６年度の交通事業会計の決算について御説明しましたが、今後の事業運営に当たり

ましては、経営を取り巻く環境の変化に適応しながら、経営基盤の強化を図り、引き続き、安心

安全で利便性の高い輸送サービスの提供を行ってまいります。 

以上で、説明を終わります。 

よろしく御審査を賜りますようお願い申し上げます。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、交通事業会計決算についての説明は終わりました。 

次に、令和６年度一般会計決算、特別会計決算及び企業会計決算に係る審査意見について、説

明を求めます。 

廣中常勤監査委員。 

常勤監査委員（廣中 昭久 君）  それでは、令和６年度宇部市一般会計及び特別会計並びに 

公営企業会計の決算に係る審査結果について、御説明いたします。 

まず、一般会計及び特別会計歳入歳出決算についてですが、地方自治法第２３３条第２項の規

定により審査に付されました各会計の歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書 

及び財産に関する調書について、宇部市監査基準に準拠し、関係帳簿その他の書類により審査し

た結果、各会計の歳入歳出決算書、同事項別明細書等については、関係法令に準拠して作成され、

その計数は正確であり、予算の執行についても適正に行われていることが認められました。 

それでは、令和６年度宇部市一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見書の８ページから１

１ページまでに記載しています審査意見の中で、意見、要望を述べているところを中心に御説明

いたします。 

はじめに、総括としまして、普通会計決算額による主な財政指標については、令和５年度との

比較で、財政力指数は同率の０.７０、経常収支比率は２.１ポイント上昇の９６.０％、地方債

残高は約１２億５,０００万円減少の６４０億４,８７０万１，０００円、実質公債費比率は同率

の２.５％となっており、実質公債費比率が近年、改善傾向を示す一方、経常収支比率は前年度

から大きく上昇しています。 

今後、公共施設の長寿命化、耐震化等への対応に加え、新火葬場や中心市街地のまちづくり等

へ多額の投資が見込まれ、実質公債費比率などへの影響も懸念されることから、新たな財源確保



 - 13 - 

に積極的に取り組むとともに、市債残高、起債のコントロールや公共施設等保全管理基金その他

の基金残高に配慮し、さらに、財政指標の動向や現下の人口減少、物価高騰、社会保障経費の増

大などの社会経済情勢を見据えながら、引き続き、持続可能な行財政運営と住民サービスの質の

向上に取り組んでいただくよう要望しています。 

次に、一般会計について、まず、歳入では、市税及び主な使用料等の収納状況について、収入

未済額は、令和５年度に比べ、市税で２.８％増加、保育料で５７.４％減少、住宅使用料で１４.

１％増加、学校給食費収入で４４.５％減少し、現年度分の収入率は、市税は０.１ポイントの減、 

保育料は０.４ポイントの増、住宅使用料は０.７ポイントの減、学校給食費収入は０.３ポイン

トの増となっており、引き続き、負担の公平性及び財源の確保の観点から、収入率の向上に加え、

使用料・手数料などの受益者負担の見直しにも取り組んでいただくよう要望しています。 

そして、歳出については、令和５年度に比べ、公債費は減少したものの、職員給や退職手当の

増等による人件費の増加や低所得者支援及び定額減税補足給付金の皆増等による扶助費の増加に

より、義務的経費は７.６％増加しています。 

投資的経費は、ごみ処理施設基幹的設備改良事業費の皆減等により２.５％減少し、その他の

経費については、水道料金減免事業費補助金の皆減やごみ焼却施設整備事業費の減等により、 

主に、補助費等及び維持補修費が減少したことにより０.３％減少しており、不用額は１３.０％

増加しています。 

このような状況を踏まえ、今後の事業展開においては、限られた財源の中で、引き続き、本市

の持続的発展につながる未来志向の多様な施策を展開できるよう、人口動態、物価高騰の影響な

どを注視しながら、予算見積の段階から内容を十分精査し、計画的・効果的な執行に努めるとと

もに、事業効果の検証や手法の見直しにも不断に取り組んでいただくよう要望しています。 

次に、特別会計の主なものとして、介護保険事業会計及び国民健康保険事業会計の決算の状況

についてですが、滞納繰越分を加えた保険料の全体の収入率は、令和５年度に比べ、介護保険事

業会計で０.３ポイント向上、国民健康保険事業会計で０.３ポイント低下しており、引き続き、 

新たな未収債権の発生防止と滞納長期化の未然防止に努めるとともに、関係課等との連携を強化

し、積極的に滞納整理に取り組み、収入率の向上と収入未済額の一層の縮減を図っていただくよ

う要望しています。 

なお、決算の概要につきましては、審査意見書の１２ページから１９ページに総括を、一般会

計については２０ページから４８ページに、各特別会計については４９ページから６１ページに、

また、財産に関する調書については６２ページから６４ページにそれぞれ記載していますので、

御参照願います。 

続きまして、公営企業会計決算についてですが、地方公営企業法第３０条第２項の規定により

審査に付されました宇部市下水道事業会計、宇部市水道事業会計及び宇部市交通事業会計の決算
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について、宇部市監査基準に準拠し、会計帳簿その他の書類により審査した結果、各事業会計の

決算諸表については、関係法令に準拠して作成され、経営成績及び財政状態を適正に表示してあ

り、計数についても正確なものと認められました。 

それでは、令和６年度宇部市公営企業会計決算審査意見書の１０ページから１２ページまでに

記載しています審査意見の中で、意見、要望を述べているところを中心に御説明いたします。 

はじめに、総括として、経営成績については、令和５年度と比べ、全ての事業会計で減益とな

りました。 

また、下水道事業会計と水道事業会計は純利益を計上したものの、交通事業会計は前年度の純

利益計上から一転して純損失が生じました。 

各事業会計においては、経営の基本原則である経済性の発揮と公共の福祉の増進のため、各経

営指標の動向を注視しながら、引き続き増収対策、経費削減等経営改善のための取組を強化し、

経営の安定化を図るとともに、経営環境の変化を見据えながら、最少の経費で最良のサービスが

継続的に供給できるよう、さらなる努力をお願いしています。 

３事業会計について、個別に説明しますと、まず、下水道事業会計については、今後も、持続

可能な事業運営に向け、市民の理解を得ながら最適な汚水処理を実現していくとともに、企業債

残高の抑制と民間活力の活用を図りつつ、宇部市下水道事業総合計画の着実な推進、管渠の長寿

命化などにより、経営の効率化と経営基盤の強化を図り、下水道事業を安定的に継続されるよう

要望しています。 

次に、水道事業会計については、依然として厳しい経営環境が続くことが予測されるため、 

持続可能な事業運営に向け、宇部市水道事業総合計画を着実に推進するとともに、事務負担の軽

減や将来の財政負担軽減の観点から、民間活力導入や浄水場の適正規模への更新の検討をはじめ、 

経営の効率化と経営基盤の強化を図り、安全で安心な水の安定供給が継続されるよう要望してい

ます。 

そして、交通事業会計については、事業収益は令和５年度に比べ減少し、加えて、人件費、物

件費の増加等により事業費用は増加傾向にあり、経営環境は、今後さらに厳しさが増すことが予

測される中にあって、高齢化が進む市民の安心で安全な移動手段としての公共交通の維持・確保

を目指し、引き続き、バランスのとれた人材の確保及び事故の再発防止など安全運行の徹底を図

るとともに、宇部市交通事業経営戦略及び宇部市地域公共交通計画の着実な推進を図り、市の交

通政策と緊密な連携の下で経営の安定に取り組まれるよう要望しています。 

なお、各事業会計の業務実績、予算の執行状況、経営成績及び財政状態については、下水道事

業会計は１７ページから４０ページに、水道事業会計は４３ページから６６ページに、交通事業

会計は６９ページから９２ページにそれぞれ記載していますので、御参照願います。 

以上で、令和６年度宇部市一般会計及び特別会計並びに公営企業会計の決算に係る審査結果に
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ついての説明を終わります。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  以上で、各会計決算に係る審査意見についての説明は終わりまし

た。 

以上で、各会計決算についての説明は終わりました。 

これより、一般会計決算、特別会計決算に係る総括説明及び概要説明並びに審査意見に対する

質疑の通告を受け付けるため、休憩に入ります。 

質疑の通告受付時間は、ただいまから正午までとなっています。 

なお、本日の質疑は、総括説明等について大所高所の見地から疑義をただすものとします。 

一般会計及び特別会計決算の個別・具体的な事業、経費等についての質疑は、２２日（月曜

日）以降に行っていただきますようお願いします。 

それでは、暫時休憩します。 

 再開は、庁内放送でお知らせします。 

─── 午前１０時４４分休憩 ─── 

─────────────────────────────────────────── 

─── 午後２時７分再開 ─── 

委員長（猶  克実 君）  休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

これより、一般会計決算、特別会計決算に係る総括説明及び概要説明並びに審査意見に対する

質疑を一括して行います。 

質疑は、質問席で行い、質疑時間は、答弁を含め１人３０分以内としますが、時間厳守でお願

いします。 

ただし、委員長が特に必要があると認めるときには、質疑時間を延長することができるものと

します。申し出てもらうようにお願いします。 

関連質疑がある場合には、挙手の上、自席にて、どなたの関連質疑か、また、何についての関

連質疑かを述べていただき、委員長の許可を受けて、質問席で、質疑をしていただくようお願い

します。 

関連質疑の質疑時間は、答弁を含め１５分以内とします。 

ただし、関連質疑については、執行部の入替えが生じない範囲で行うものとします。 

なお、既に、関連質疑を含め、質疑が終結した項目についても、委員の申出により、委員長が

重要案件と認めた場合は、関連質疑を認めるものとします。 

審査は簡潔、明瞭に進めてまいりたいと思いますので、委員、執行部の皆様には、的確に質疑、

答弁されますようお願いいたします。 

特に、年度に関しては、「前年度」「今年度」ではなく、「令和６年度」「令和７年度」とい
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う表現で、錯誤が生じないよう、お願いします。 

また、質疑は議題となっているものについて不明確な点をただすものですので、一般質問とな

らないよう十分御留意願います。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  それでは、３名の委員から質疑の通告がありますので、通告順に

より、発言を許します。 

まず、順位第１番、重枝尚治委員の発言を許します。重枝尚治委員。 

    〔委員 重枝 尚治 君 質問席へ移動〕 

委 員（重枝 尚治 君）  皆さん、こんにちは。誠和会の重枝尚治です。早速、総括質疑を

行いたいと思います。 

まず初めに、午前中、市長から、そして副市長からそれぞれ令和６年度の決算の概要について、

説明がありました。それについて、少し感想を述べさせていただきたいと思います。 

御案内のとおり、まず一般会計ですが、当初、令和６年度は７３４億円でスタートし、あいだ

で、補正予算等を追加し、最終予算が８４４億円という額になりました。 

そして、収支としては、最終的には、実質収支の黒字額が１６億８，８００万円、この黒字に

ついても過去にどれぐらいの規模が適正かというお話もしてきましたが、少なからず多からず。

少なければ、逆に、令和７年度に繰越予算として間接的な影響が出てきますし、多ければ、もう

少し、事業がたくさんできたのではないかなということになりますが、まさに、ちょうど程よい

適正な黒字額だったと思っております。 

これは、やはり１年を通して、歳入歳出それぞれ見立てながら、細かくコントロールをしなが

ら、でき得た決算額ではないかなと思っております。 

そのあと、事業の内容についても細かく実績の説明がありましたが、これについても感想とし

ては、いろいろな分野に目配せをして、目標額以上に多くの項目で成果を出していらっしゃると。

そういったことで、この８００億円という額に見合う中身のある事業をされた決算ではないかな

と思っておりますので、率直に評価をさせていただきます。 

それでは早速、質疑に入ります。 

今回は、令和６年度歳入歳出予算の財務執行管理についてということで、お題目を挙げました

が、もう少し平たく言えば、今言った一般会計で８００億円、特別会計を合わせて１，２００億

円、そして企業会計も見れば、かなりの額の予算の執行、出入りがあるわけです。 

そういった中で、預け入れと借入れも相当額ありますので、そういったところに少し着目をし

て、どういった考えの下で、金融機関を選択したり、利率が決まったりされているのか、そうい

った観点で、以下の３点について、お尋ねをいたします。 

まず、決算附属書の３８８ページから３９１ページにありますが、これを参考にして、社会事
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業基金をはじめとする２９基金の運用と管理状況ということで、合計額で１２５億円ありますが、

これについてまずお尋ねします。 

そして、次に、一般会計における市債（借入金）の新規調達先と利率について、そして最後に、

全体の話になりますが、一般会計・特別会計・企業会計全体としての管理体制について。 

ここであえて、企業会計のことを入れましたが、本来、審査ルールにのっとっていけば、企業

会計は企業会計のところで質疑という話になりますが、企業会計の個別の話ではなくて、さっき

言った、念頭にあるのは、宇部市全体でかなり大きな額が動いて預け入れ・借入れがあると。そ

の辺に含めて、全体としての話で、あえて企業会計も挙げさせていただきました。 

以上、お尋ねをいたします。 

執行部  重枝委員の質疑にお答えいたします。 

御質問の第１点ですが、社会事業基金を初めとする２９基金の運用と管理状況についてのお尋

ねです。 

基金に属する現金の管理につきましては、地方自治法及び同法施行令により、金融機関への預

金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないこととされています。 

このため本市では、宇部市資金管理運用方針及び宇部市基金の債券運用細則に基づき、金融機

関への預金に加え、債券の中でも、比較的安全とされている国債や地方債及び財投機関債で運用

することとしております。 

さらに、令和７年度からは、年度当初に購入計画を定め、対応しているところです。 

また、これらの債券の購入に当たっては、長期保有が可能な額の範囲内かつ満期保有を原則と

することで、元本割れのリスクを回避しております。 

令和６年度末時点では、基金全体で残高約１２６億円、このうち、約１０６億円を金融機関で

の大口定期預金等により運用し、令和６年度における利子収入は１，１５３万３，０００円、利

回りは０．１０９％となっております。 

また、残りの約２０億円を債券により運用し、令和６年度における利子収入は１，５６５万１，

０００円で、利回りは０．７８７％となっています。 

今後も財政運営上支障のない範囲で利回りが高い債券での運用を図りながら、運用益収入の獲

得に努めてまいります。 

続きまして、第２点、一般会計における市債（借入金）の新規調達先と利率についてのお尋ね

です。 

市債は、単年度に多額の財源を必要とする公共施設の建設事業や災害復旧事業等について、発

行が認められるもので、資金の調達を円滑にし、財政負担を後年度に平準化する機能を有してお

ります。 

また、特例として、地方交付税を補塡する臨時財政対策債の発行も認められているところです。 
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一方、市債の発行に当たりましては、将来的な財政負担の増加につながることから、中長期的

な市債残高や基金残高の推移に留意し、また、後年度に地方交付税に算入される有利な市債の発

行を優先するなど、公債費負担の軽減に努めているところです。 

令和６年度における市債発行額は、一般会計ベースで４３億１，８８０万円、借入先の内訳は、

公的資金である財政融資資金が９億１，１４０万円、地方公共団体金融機構が８億５，２８０万

円、そして民間等資金が、残りの２５億５，４６０万円となっております。 

また、借入利率の実績につきましては、借入方式や償還年限によって違いがありますが、財政

融資資金が０．６％から１．１％、地方公共団体金融機構が０．９％、民間等資金が１．２％か

ら１．６２１％となっております。 

なお、民間等資金のうち、金融機関からの調達につきましては、全体の６０％を、預金残高等

を踏まえて、山口銀行及び西京銀行から借入れを行い、残りの４０％は、入札により、福岡銀行

及び西京銀行からそれぞれ借入れを行っております。 

続きまして、第３点、一般会計・特別会計・企業会計全体としての管理体制はとのお尋ねでご

ざいます。 

地方公共団体の行う活動は多岐にわたっております。このため、特定の事業を行う場合や特定

の収入をもって経理する必要がある場合、特別会計や企業会計の設置が認められております。 

一方で、一般会計と特別会計の事業は、関連性が深く、特別会計等で支出する経費のうち、一

般会計が負担すべきものについては、一般会計からの繰出金により対応することとなります。 

また、会計を運営する予算については、公営企業会計も含め、市長が議会へ予算を提出するこ

とになります。 

このため、特別会計、公営企業会計の運営、経営状況は、一般会計と併せて、適切に管理して

いく必要があり、事業計画の策定、予算編成に当たっては、公営企業管理者とも十分に協議を行

い、進めているところです。 

一方、預け入れ・借入れにつきましては、事業会計ごとに適切に管理する必要がございます。 

そのため、それぞれの会計において事務作業は行っております。 

令和６年度における公営企業会計の借入れにつきましては、下水道事業会計は７億７，５８０

万円、水道事業会計は４億円で、借入先については、いずれも財政融資資金で、借入利率はそれ

ぞれ１．１％、２．０％となっております。 

なお、交通事業会計については、借入れは行っておりません。 

以上でございます。 

委 員（重枝 尚治 君）  詳しく答弁をいただいたので、ほぼほぼ理解ができました。 

若干確認をしたいことがあります。 

まず、最初の基金の関係なのですが、全部で２９基金あって、この関連資料を見ると、以前は、
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基金のことをお尋ねしたときに、全くその増減がゼロの基金があって、休眠状態になっているの

ではないかという御指摘をさせていただきました。 

その後、ほかの議員からも指摘があって、それを整理されたから、今回改めて見てみると、全

ての基金の出入りがあるわけですから基金は生かしていらっしゃると、活用していらっしゃると

いうことは理解できるのですが、この基金の預け入れとして、２９基金も財布があって、出納管

理自体はきちんと個別にやるのでしょうけれども、例えば、くくって預けて、より有利な預け入

れをするという形にはなっているのでしょうか。 

執行部  御指摘のとおり、一括して運用していくほうがメリットが高いという判断のもと、令

和５年４月１日から一括運用を行っております。これも、宇部市資金管理運用方針の中で定めて、

行っております。 

メリットといたしましては、一括で行うことで、ある程度のロットが確保されて、そして、長

期運用が可能となること。それぞれの基金だけでやっていきますと、それぞれの需要があります

ので、出し入れが頻繁になってきて、長期になかなか運用ができない。全体を通して、これだけ

のロットは確実に保有できるという線を見定めて、一括で長期運用を図っているところです。 

それによって、運用収入の増加を図っておりますし、これに伴い、預託解約の事務作業も非常

に軽減されております。 

以上です。 

委 員（重枝 尚治 君）  ありがとうございました。 

まさにそこを確認したかったのです。 

一般的に、個人の銀行取引も、やはり大口であれば、それなりのスケールメリットがあります

し、小口で少しずつ分けてというリスクを考えて分散という考え方もありますけれども、最低限、

リスクに対して対応する範囲で、またそういった手だてをするということは非常に重要なことだ

と思っております。 

令和５年度から実施をされているということで安心をしました。 

あと、もう１点だけ、今度は逆に借入れのほうですが、成果説明書の２２４ページ、ここに今

答弁にも出てきた内容が出ております。上２段が答弁でおっしゃった政府系の金融機関、これが

主なところになりますが、あと、市中銀行の取引先を見ると、いわゆる宇部市内に支店を置くと

か、やはり何か縛りがあるのでしょうか。 

無制限に全ての金融機関と取引をする必要もないし、最低限その辺の何かルールがあって、こ

ういった取引先になっているのか、そこだけ確認をさせてください。 

執行部  民間等資金のうち、金融機関からの調達につきましては、市内に支店等を有している

ことを条件としております。 

以上です。 
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委 員（重枝 尚治 君）  御存じのように、金利のほうも長らく低金利で続いていたものが、

若干動き出しが見えて、銀行によっては、スタートを少しずらして、どこかの銀行が上げてくる

と、それに一緒にあわせてという話になってきますので、その辺の変動をしっかり見極めながら、

まず安全大優先の中で、できるだけ手持ちの資金が生きるような対策で、これからも続けてやっ

てほしいということをお願いしまして、終わりたいと思います。 

ありがとうございました。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、重枝委員の質疑は終わりました。 

次に、順位第２番、河崎委員の発言を許します。河崎委員。 

    〔委員 河崎  運 君 質問席へ移動〕 

委 員（河崎  運 君）  清志会の河崎でございます。通告に従いまして、１点ほど質疑さ

せていただきます。 

財政分析資料の２７ページ、将来負担比率が４７．２％ということで、令和４年度が２６．

５％、令和５年度が３４．８％からして、令和６年度は４７．２％ということで、近年急激に上

昇している要因と今後の見通しと対策について、少し詳しく教えていただければと思います。 

常勤監査委員からは特に御指摘もなかったので、大丈夫かなとは思いますけれども、なかなか

理解ができない数字なので、御説明いただければと思います。 

よろしくお願いします。 

執行部  河崎委員の質疑にお答えいたします。 

将来負担比率が４７．２％と、近年急激に上昇している要因と今後の見通しと対策についての

お尋ねでございます。 

よろしければ、今、河崎委員がお示しされた財政分析資料の３０ページ、３１ページの辺りを

少し開いて参照していただけると助かります。 

それではお答えいたします。 

将来負担比率は、将来的に財政悪化が生じないよう、地方公共団体の実質的な負債を捉えた、

いわゆるストック指標で、健全化判断比率の１つとされています。 

基本的には、当該地方公共団体の標準財政規模、これは一般財源の標準的な大きさを示すもの

ですが、この標準財政規模を分母として、一方で、地方債残高をはじめとした将来負担から、基

金をはじめとした充当可能財源等を差し引いた実質的な将来負担を分子として算出されます。 

今言った「差し引いた」というところが、３０ページ・３１ページの上のほうにある将来負担

額Ａから充当可能財源等Ｂを差し引いたものとなります。 

これにより算出した令和６年度の将来負担比率は４７．２％となり、令和５年度の３４．８％

に比べて１２．４ポイント上昇しております。 

これは、分子のうち将来負担となる地方債残高、３０ページの左上のほうにありますが、この
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地方債残高が将来負担の中で最も大きく占めるものです。 

こちらが１２億５，０００万円、令和５年度に比べて減少しておりますが、そこから差し引く

充当可能財源等、これは下の充当可能財源等Ｂのところですが、ここの計のところが６１億円と

逆に大きく減少したことで、結果、分子全体で４４億円の増となっております。 

この４４億円の増というのは、３１ページの下のほうにあるＡ－Ｂ、ここの金額が、令和５年

度と比べて４４億円増となったことが主な要因です。 

また、充当可能財源の減少について、３０ページの真ん中辺りを見ていただきたいのですが、

具体的には、地方債現在高等に対する基準財政需要額算入見込額が、交付税、算入率の高い臨時

財政対策債の返済等により、約３３億円減少しております。 

充当可能財源等Ｂのところの表の右側から２つ目のところです。 

これは、いわゆる地方債は将来負担になるけれども、その中で、のちのち交付税措置されるも

の、これは実質的な負担にならないという形でそれを差し引くと、その交付税措置分が減ったと

いう説明でございます。 

また、新庁舎建設のために積み立てていた庁舎建設基金の減少などにより、充当可能基金が約

２０億円減少しております。これはまた、充当可能財源等Ｂの表の一番左側でございます。こう

いった基金というのは、将来的には、将来負担の財源になるということで、これも、充当可能財

源とされております。こちらが２０億円減少しております。 

しかしながら、その将来負担比率、健全化判断比率の１つでございます。 

早期健全化基準としては３５０％が示されており、これは大きく下回っております。ですから、

この比率としては、財政の健全性の上では全く問題はございません。 

ただ、今後の見通しは非常に困難でございますが、主に地方債残高、基金残高、これがこの比

率に影響を与えるため、この推移を特に注視し、現在も財政運営に当たっているところです。 

引き続き、財政の持続性を捉える指標として、しっかりと管理してまいります。 

以上です。 

委 員（河崎  運 君）  ありがとうございました。 

健全性の問題はないという御説明だったと思います。 

何点か再質問したいと思います。 

充当可能基金１０６億円のうち、２０億円ほどが、前回より減っているというふうな御説明で

したけれども、市庁舎のお話は、基金の取崩しがあったのは分かるのですが、それ以外に、私が

思うにごみ焼却場とか、火葬場、この辺が含まれるのかなと思うのですが、もう少し詳細に教え

てください。 

委員長（猶  克実 君）  今の質問は、火葬場は債務負担行為がありますよね。その債務負

担行為も、将来負担に含まれるかという質問だと思います。 
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執行部  失礼いたしました。 

債務負担行為の一部につきましては、この将来負担比率に影響を与えます。３０ページ、将来

負担額Ａの左側から２番目のところにあります。 

ただ、ここで算出に反映する債務負担行為は公債費に準ずる債務負担行為になりますので、ご

み焼却施設については、その悪化の要因とはなっておりません。 

委 員（河崎  運 君）  今回の将来負担比率にはごみ焼却場も火葬場も影響がなかったと

いうふうな御回答でよろしいですか。 

執行部  そのとおりでございます。 

委 員（河崎  運 君）  今回の御説明で、国の臨時財政対策債、国の都合でつくった制度

ですけれども、償還が済んだということになるのかなと思うのですけれども、もう少し、この宇

部市においての臨時財政対策債の経過をもう少し説明いただけますか。 

委員長（猶  克実 君）  臨時財政対策債への経過を説明ですか。金額ですか。具体的にど

うなったかという説明ですか。 

もう一遍、質問をお願いします。 

委 員（河崎  運 君）  年度ごとの経過が分かれば助かります。償還のほうだけでいいで

す。 

年度ごとが難しいようなので、今回が幾らの金額で、また、ばっさり償還が済んだのが初めて

だったのか、令和５年度もあったけれども、額が少額だったのか、その辺をお聞かせいただけれ

ばいいのです。 

執行部  臨時財政対策債は普通交付税の補塡として措置されて、市は、上限額いっぱいでこれ

まで発行してまいりました。ただ、この近年、国が臨時財政対策債の上限枠を少しずつ減らして

きております。その分、普通交付税のほうに反映されてきたものと思っております。 

ですので、過去の発行よりも、近年この発行のほうは減ってきております。いつのものが減っ

たというわけではありませんが、過去から発行した臨時財政対策債、この償還に対して、発行の

ほうが、比較して低くなっていることで、結局、臨時財政対策債の残高が減少してくる。臨時財

政対策債は交付税措置が伴うものですから、先ほどの将来負担のほうに反映してくると、そうい

ったことでございます。 

委 員（河崎  運 君）  特典を下げて、国が臨時財政対策債の発行を減らすように、今、

仕組まれているというふうなことでしょうね。 

分かりました。 

問題は、今回の将来負担額の御説明では、健全化には影響がないという御説明ではありました

けれども、今回の高騰というか、この比率が、一気に、跳ね上がってきた理由というのが、国の

臨時財政対策債という新しい仕組みをつくったがためだけなのか、あるいは本市のいろいろな基
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金の取崩しの影響なのか、そこのところをちょっとお聞かせください。 

執行部  お答えいたします。 

この上昇の要因としては基金の取崩しも１つにございます。 

一方で、分子のほうでいえば、地方債残高は上昇しておりませんが、その内訳の中で、交付税

措置をされない市債残高が、若干増加傾向にあります。 

この２つが、将来負担比率を跳ね上げている要因だと捉えております。 

以上です。 

委 員（河崎  運 君）  今回のこの症状は、本市に限らず、ほかの市でも起きていること

かとは思うのですけれども、健全性に全く影響がないという御回答だったので、それほど気には

なりませんけれども、いろいろなところでの市の財政の指標として使われておりますので、よそ

の状況であるとか、あるいはいろいろなところでのこの指標の用いられ方について、ちょっと懸

念があるので、その辺どのようにお考えかお聞かせいただけると。 

執行部  お答えいたします。 

先ほど答弁の中で、早期健全化基準が３５０％を大きく下回っている。これだけで言えば、問

題はないと考えておりますが、委員が御指摘のように、これは少しずつ今上がってきております。 

その一因としては、やはり基金の残高、そして実際に負担すべき地方債の残高というのが、

徐々に上がってきていると。 

これは将来的には、市財政の負担に少し影を及ぼしてくる可能性がございますので、引き続き

しっかりと管理をしていきたいと思っております。 

以上です。 

委 員（河崎  運 君） 今、市長が一生懸命いろいろな新しいことをやろうとされているこ

とについて、水を差すつもりはありませんけれども、気をつけるべきところを気をつけて、やは

り、やっていくということだけお願いしまして、質疑を終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、河崎委員の質疑は終わりました。 

次に、順位第３番、浅田委員の発言を許します。浅田委員。 

    〔委員 浅田  徹 君 質問席へ移動〕 

委 員（浅田  徹 君）  日本共産党宇部市議会議員団の浅田徹でございます。 

では、総括説明及び審査意見に対しての質疑をさせていただきます。 

まずは、概要説明の６ページ、債務負担行為について、大変大きな額８８億円という額が増え

ておりますが、これは将来に負担を残す行為、これが大きく増えているということで、これに対

してどのような考えをお持ちかお聞きします。 

２番目に概要説明の１ページ目の中ほどに、特別会計への繰出金について、書かれております

が、この特別会計繰出金、国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢者医療
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特別会計が主な部分であると書いてありますが、国民健康保険などは、対象者が自営業やフリー

ランス、退職者、年金生活者など、やはり財政的に苦しい立場にいらっしゃるという方が多いと

いうことで、これに対し、独自の繰出しの予算措置などは行ったのかどうか、また、この繰出し

の内容についてお聞きします。 

３番目に受益者負担の見直しについて、審査意見書の１０ページ、上のほうになりますけれど

も、ここで受益者負担の見直しについてと書いてありますが、これが、唐突に出てきたように見

えますので、何でこんな話なのか、どういう意味かというのをお聞きします。 

執行部  浅田委員の質疑にお答えいたします。 

御質問の１、債務負担行為について、将来負担についての考えについてのお尋ねです。 

債務負担行為は、会計年度独立の原則の例外で、将来の支出を伴う契約行為を行うに当たり、

予算で、あらかじめ設定するものです。設定された債務は、後年度の各年度の歳出予算に、義務

的な経費として組み込まれ、履行されることとなります。このため、後年度の予算措置が予定さ

れ、予算編成が一定程度制約されることにつながります。 

その一方で、債務負担行為で設定した内容は、事業執行において必要となる後年度の支出を明

らかにしたもので、債務負担行為の設定いかんにかかわらず、いずれにしても、年度ごとに予算

に計上し、支出をいたします。したがって、債務負担行為の増加が直接的に財政負担の増加につ

ながるものではないととらえております。逆に必要となる義務的な経費が前提とされることで、

適切な予算編成、財政運営に寄与する側面もあると考えております。 

市の直近３か年の債務負担行為額は、財政分析資料の７ページのところにございますが、令和

４年度１０２億円、令和５年度が約１７７億円、令和６年度が約２６６億円と増加傾向で推移し

ております。 

このうち、令和４年度から令和５年度にかけて、約７５億円増加した主な要因は、令和５年度

に新規設定した常盤通りにぎわい交流拠点利活用事業が約６０億円、恩田スポーツパーク事業が

約１６億円となっております。 

また同様に、令和５年度から令和６年度にかけて約８９億円増加した主な要因は、新火葬場整

備運営事業が約６０億円、公共施設包括管理業務が約３９億円を令和６年度に新規設定したこと

によるものです。 

このうち、今お話ししました常盤通りにぎわい交流拠点利活用事業、恩田スポーツパーク事業、

新火葬場整備運営事業につきましては、いずれも大規模施設の建設・運営において導入が進んで

いるＤＢＯ方式を採用しております。 

これは設計、デザイン、建設施工、ビルド、運営、オペレーション、これらを一貫して、同じ

主体が責任を持って行ってまいります。 

このため、運営コストを考慮した設計・施工を行うことが可能で、また、長期間の運営による
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スケールメリットが働くことで、運営に要する費用負担が効率化されるなど、トータル的には、

ライフサイクルコストを抑えていくか、低減につながるものと考えております。 

こうした観点のもと、これら３つの事業のほか、公共施設包括管理業務につきましても、バリ

ュー・フォー・マネー、費用対効果を分析した上で、債務負担行為を設定したものでございます。 

したがって、これらによる債務負担行為額の増加をもって財政運営に支障を来すとは考えており

ません。 

また、この今申し上げましたものにつきましても、先ほどありましたが、将来負担比率には反

映されないものでございます。 

以上です。 

続きまして、第２点、特別会計への繰出金についてのお尋ねです。 

令和６年度につきましては、一般会計から特別会計への繰出金は、総額５３億９，１５０万９，

０００円で、その主なものは、民生関係で、内訳として、介護保険事業会計に対して約２７億円、

国民健康保険事業会計に対して約１５億円、そして後期高齢者医療会計に対して約９億円となっ

ております。 

これはいずれも法令等に従い、適切に繰出しを行っているところでございます。 

以上です。 

常勤監査委員（廣中 昭久 君）  続きまして、第３点、受益者負担の見直しについてのお尋

ねです。 

今後も人口減少や少子高齢化の進行により、税収の減少が予測される一方で、社会保障経費や

人件費の増加、また物価高騰も進んでいる昨今の状況を踏まえまして、また、負担の公平性とい

う観点からも、現行の使用料や手数料が適正であるかどうか、ここを改めて確認する必要がある

のではないかと考えております。 

そこで、今後の健全な行財政運営を進めていく上でも、使用料・手数料の見直しの必要性につ

いて、検討されることを要望したものです。 

なお、特に見直しや料の改定を決して強要するものでは当然ございませんし、取組の視点の１

つとして、言及をしたということでございます。 

以上です。 

委員長（猶  克実 君）  浅田委員、よろしいですか。終わりですか。 

委 員（浅田  徹 君）  では、再質問をしていきます。 

質問の１の債務負担行為について、将来的なコストの減少等も見込めるという考えのもとで、

財政的な負担にはならないというお答えでした。 

ただ金額として、大変大きなものではありますし、将来的な負担という意味では、現在、委託

や指定管理等、外部に対して市の仕事を任せるというようなことも増えています。それについて
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も、コストについては考えているとお答えされると思いますが、やはり外に任せていくというこ

とで、市民サービスの低下につながったりすることがないように、これは……。 

委員長（猶  克実 君）  質問ですか、今の。 

委 員（浅田  徹 君）  ないようにやっていっていただきたいというだけです。 

２番目の特別会計への繰出金について、細かく数字を言っていただきました。 

ただ、先に、様々な努力によって、黒字が達成されています。そうした中で、国民健康保険な

どは、やはり、財政的に厳しい人たちが多くおられるということで、こういったところに、やは

り思い切った繰出しを行っていっていただきたいと思います。 

３番目で、受益者負担の見直しについてのところですけれども、視点の１つとして、強要する

意図はないとおっしゃいましたが、やはりここに書かれているということ自体が、執行部に対し

てのプレッシャーになるのではないかと。執行権に対する介入になるのではないかと思います。 

でも、何か問題があって、こうしてくださいと要望するのなら分かるのですけれども、そうで

ないところで要望を言うというのは、これはこれを根拠に、発信元として、今後の使用料・利用

料の値上げにつながっていってはいけないと考えます。 

以前の公共施設の利用料の値上げの際にも、多くの市民サークル等の方たちが利用を断念して、

市民のそういった活動が縮小するというようなことが起きています。 

こういった市民に対して、不利益になるようなことがないように、こういった表現というのは

……。 

委員長（猶  克実 君）  浅田委員、質問に対する再質問をしていただけませんか、するの

なら、意見を述べるところではないのです。 

今の話だと受益者負担の見直しについて、根拠のないことを書いているという言い方をされた

ので、その根拠についてお聞きしたらいかがですか。私が聞くのも変ですが。 

再質問だから質問をしていただくようにお願いします。 

委 員（浅田  徹 君）  分かりました。 

乗っかるようで申し訳ないのですが、この根拠について、お伺いします。 

常勤監査委員（廣中 昭久 君）  お答えします。 

先ほど答弁させていただいたと考えているわけなのですが、本当に今の現行の額が、より適正

なのかどうかという検討を見直しという言葉で表現させていただいて、そういうことで誤解を招

いてしまったというところがあるかもしれませんけれども、決して、今これが過度に低いですよ

という意味ではなくて、これまでの近年の状況を勘案すると、見直しをするという必要性がある

のではなかろうかと考えまして、そのあたりの検討をしていただけたらということを要望という

形で書かせていただいたということでございます。 

以上です。 



 - 27 - 

委 員（浅田  徹 君）  御意見はよく分かりました。 

私の意見としては、書く必要はなかったのではないかなと思う次第でございます。 

以上で、私の質疑を終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、浅田委員の質疑は終わりました。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  これで、一般会計決算、特別会計決算に係る総括説明及び概要説

明並びに審査意見に対する質疑を終結します。 

 以上で、本日の予定は終了しました。 

次回は、来週、２２日（月曜日）午前１０時に委員会を再開し、一般会計歳出決算に対する質

疑を行います。 

なお、一般会計歳出決算に対する質疑の通告受付時間は、ただいまから本日の午後５時まで及

び２２日（月曜日）午前８時３０分から午前９時３０分までとなっています。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  本日は、これで散会します。 

─── 午後２時５８分散会 ─── 
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宇部市議会予算決算委員会後期全体会会議録 

 

 

１ 日  時  令和７年９月２２日（月） 

午前９時５７分から午後５時４８分まで 
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介護保険課副課長  山 本 直 樹 君    健康増進課長  井 上 篤 史 君 

健康増進課主幹  江 本 絹 世 君    健康増進課副課長  實 安 裕 美 君 

地域医療対策室長  塚 本 加勺里 君    地域医療対策室副室長  高 橋 智 宏 君 

こども未来部 

部    長  濱 田 修 二 君    次    長  上 村 圭 二 君 

こども政策課長  西 中 和 豊 君    こども政策課副課長  水 津 弘 幸 君 

こども政策課副課長  小 川 直 子 君    こども支援課長  盛 重 利 恵 君 



 - 3 - 

こども支援課副課長  綿 谷 和 久 君    保育幼稚園課長  西 村 昌 隆 君 

保育幼稚園課副課長  下 元 静 枝 君 

産業経済部 

部    長  林   孝 之 君    次    長  村 岡 和 弘 君 

次    長  久 村 和 行 君    商工振興課長  野 村 康 雄 君 

商工振興課副課長  上 田 梨 恵 君    農業振興課長  岡 本 賢一郎 君 

農業振興課副課長  江 本 賢 二 君    農林整備課長  元 井 繁 樹 君 

農林整備課副課長  大 道 浩 史 君    水産振興課長  谷   信 幸 君 

水産振興課副課長  池 森 圭 治 君 

都市政策部 

部    長  磯 中 克 文 君    次    長  渡 辺 一 正 君 

交通政策課長  新 原 英 宜 君    交通政策課副課長  和 田   裕 君 
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住宅政策課長  上 原   学 君    住宅政策課副課長  渡 邉 哲 文 君 
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書    記  真 鍋 幸 恵 君 

─────────────────────────────────────────── 

─── 午前９時５７分開議 ─── 

委員長（猶  克実 君）  おはようございます。ただいまから、委員会を再開します。 

なお、西村委員は、欠席の旨の届出がありました。  

次に、本委員会の傍聴についてですが、現在、申込みはありません。 
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─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  これより、一般会計歳出決算に対する質疑を行います。 

質疑は、款ごとに、通告順に行います。 

委員、執行部の皆様には、引き続き、的確に質疑、答弁されますようお願いします。 

なお、本日以降の一般会計歳出決算、一般会計歳入決算及び特別会計決算に対する質疑は、個

別・具体的な事業、経費等について疑義をただすものとします。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  それでは、まず議会費について、質疑を行います。 

質疑の通告はありません。 

これで、議会費に対する質疑は終わりました。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  次に、総務費について、質疑を行います。 

通告が５名あります。順に、発言を許可します。 

順位第１番、青谷委員の発言を許可します。青谷委員。 

    〔委員 青谷 和彦 君 質問席へ移動〕 

委 員（青谷 和彦 君）  皆さん、おはようございます。令心会の青谷でございます。 

それでは、通告に従いまして、順次質疑をしてまいります。 

最初に、第１点目、款１５総務費、項１０総務管理費、目１０一般管理費、決算附属書の９１

ページでございます。 

この役務費の決算額が４，１２４万４，０００円、不用額が７５１万４，０００円ほど計上さ

れております。 

まず、この理由をお聞かせください。 

執行部  お答えします。 

役務費の不用額７５１万４，０００円の内容については、郵便料となります。郵便料は、まと

めて発送することで料金が安くなることから、各課の郵便物については、総務課が取りまとめて

発送し、支払いを行っているところです。 

毎月の支払額は約５００万円から２，０００万円で金額に幅があり、支払いについては、総務

課の予算と各課で計上している予算の更正とで行っており、令和６年度の郵便料の総額は１億４，

０００万円でした。 

郵便料は、重量によって単価が変わること、また、発送数が少なく、予算計上していない課や、

計上していても制度改正や予期せぬ業務などにより、発送数が増加し、予算が不足する課につい

ては、総務課で支払うことから、年間の正確な郵便料の把握が困難となっています。 

これらのことから、見込みが立てにくく、減額補正も難しいことから、郵便料の不足による市
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民サービスの低下を避けるために、十分な予算額を確保した結果、不用額となったものです。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

全体の郵便料約１億４，０００万円、今様々な理由があるというお話でしたが、１億４，００

０万円にしても、不用額が７５０万円ということは、約５％です。 

例えば、緊急と言えば、国の事業や物価高騰で、いろいろな人に郵便を配送しなければいけな

いというときは補正予算で、郵便費は多分組まれると思うのです。 

それ以外に緊急とかというお話があったのですが、結果として不用額になったわけですけれど

も、どういうものを主に想定されていましたでしょうか。 

執行部  令和６年度の想定外のものですと、年度末に保険年金課から納付済証を発送しました

が、発行年月日が誤っておりましたので、そのまま使えますということで、再度通知を出し直し

た結果、３００万円ほどかかったという事例がございます。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

想定外で３００万円かかったとしても、まだ７００万円残っているということで、想定が少し、

何と言うのでしょうか、過度と言いますか、想定し過ぎではないかなと個人的に考えるのですが、

いかがでしょうか。 

執行部  先ほど申しましたように月の執行額が平均で取りにくく、金額が低いときは５００万

円ぐらい、多いときは本当に２，０００万円を超す月がありますので、それを見込んで、十分な

予算をある程度確保させていただいております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

そうは申しましても、ずっと長年やっている中で、調べると、やはりこのぐらいの金額が残っ

ているのですけれども、そのあたり毎年毎年いろいろなことが起きるから、いや絶対このぐらい

が要るということなのか、長年やってきても、なかなかその辺の見通しがつかないということで

すか。 

執行部  正直に言いますと、なかなか見込みがやはり立てにくいということがございます。 

総務課の予算については、過去の３か年の執行額の状況を見て、組むようにしておりますのと、

あと各課で予算計上してもらう予算については、予算編成前に、総務課から各課に次年度の郵便

物の発送予定数について、今年で言いますと１回の発送数量が１００通以上、もしくは１０万円

以上となる発送予定数、もしくは、各課で予算要求を行って総務課から科目更正をする郵便料に

ついて照会を行って所要額をなるべく算出するようにしております。 

以上です。 
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委 員（青谷 和彦 君）  古林総合政策部長にちょっと聞いてもよろしいでしょうか。 

当然できるだけその不用額を減らしましょうということで毎年話をされているわけですが、こ

の金額というのも致し方がないので、この不用額も予算に含みましょうということなのでしょう

か。 

執行部  今、総務課長が説明したとおり、庁内全体の調整の中で、なかなか年度で見込みにく

いところがございます。 

年度途中で状況を見て、補正で減額して、最終予算額を減らしていくという選択もございます

が、特にこの近年、国の動きも非常に年度末に向けていろいろなことがございますので、そうい

った不測の事態に備えるために、一定程度確保しておこうという調整を財政課と行っております。 

方法として、委員が御指摘のように、この近年の不用額の状況を見て、もう一段減らしていく、

その段階で、仮に何か不測の事態が起こった場合、予備費での対応も選択の１つにはございます

が、この予備費も、できるだけ執行すべきではないという気持ちもありますので、こういった調

整になっております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございました。 

それでは、時間もございますので、次の質疑に移ります。款１５総務費、項１０総務管理費、

目１６人財育成費、決算附属書の９５ページです。 

自主研究グループ補助金１０万円、当初予算には上がっておりましたが、決算書には項目が見

当たりません。もし、この事業をされていらっしゃいましたら、研究内容成果について教えてく

ださい。 

執行部  お答えします。 

自主研究グループ補助金につきましては、職員により自主的に結成された２人以上のグループ

による調査研究活動に対して、経費の一部を補助するものとして設けているものであります。 

主に、行政事務運営の効率化、または職員の資質向上につながるような活動、政策等の検討に

つながるような活動をその対象とするものとなっております。 

なお、令和６年度につきましては、先ほど御指摘のように、決算書には見当たらないというお

話でしたが、職員からの補助金の申請はなく、決算額はゼロとなっております。 

以上となります。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

大変いい取組だと思うのですが、本来であればしっかりとお金を使って研究していただきたい

ところなのですが、なぜそのもくろみから外れて申請がなかったのか、どういうふうにお考えで

しょうか。 

執行部  お答えします。 
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実績ゼロの背景としましては、特に、業務に必要な活動等に関する経費につきましては、本来、

各課で予算計上するというのが通常であること、また、コロナ禍以降につきましては、デジタル

化の進展もありまして、職員自らが現地に赴く、あるいは、講師の方にこちらに来ていただくこ

とがなくとも、経費をかけずに、オンライン上で学ぶ・研究するという機会も十分増えたのかな

と。取組を行いやすくなったということもあり、こういった補助金の申請がなかったと考えてお

ります。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

予算を執行せずに目的の成果が上がったということで、確認ですが、よろしいですか。 

はい、うなずいていただきましたので、お金をかけずに目的を達成することであれば大変うれ

しいことだと思います。 

それでは次の質疑に移ります。款１５総務費、項１０総務管理費、目２８財産管理費、決算附

属書の９７ページです。 

これも決算書には項目がないのですが、予算書で交通事故調査業務員報酬１２１万４，０００

円、決算が上がっています。この業務内容と件数等について教えてください。 

執行部  お答えをいたします。 

交通事故調査員につきましては、公用車が交通事故を起こした場合の示談交渉や関連する手続

を専門的に対応するために配置しております会計年度任用職員になります。 

市が所有しております公用車につきましては、全国市有物件災害共済会の任意保険に加入して

おりまして、保険料は民間会社に比べて低めに設定されておりますけれども、交通事故時の示談

交渉業務が附帯されていないために、事故を起こした職員本人や所属長が直接交渉を行う必要が

生じる場合がございます。 

その負担やリスクを軽減するために、交通事故調査員を配置しておりまして、主な業務としま

しては、事故調査の確認や記録、相手との示談交渉、修理業者との調整、保険手続などになりま

す。 

なお、近年の件数でございますけれども、過去３か年で申し上げますと、令和４年度の事故件

数が１５件、保険請求が１０件、令和５年度につきましては事故件数が１５件、保険請求が７件、

令和６年度につきましては事故件数が１５件、保険請求が６件となっております。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

おおむね１５件前後ということで、増えていないのはすごくいいのですが、減っていないのも

いかがかなと思います。民間より安いということで、それはよく理解できました。 

ありがとうございます。 
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それでは、次の質疑に移らせていただきます。款１５総務費、項１０総務管理費、目３５交通

対策費、決算附属書の１０５ページです。 

生活バス路線維持費補助金、決算で２億５，４４６万３，０００円となっております。当初予

算より２，３６６万３，０００円減額になった理由を教えてください。 

執行部  お答えします。 

生活バス路線維持費補助金は、市内で運行するバス路線を維持するために、バス事業費の経常

費用から経常収益を差し引いた決算額に対する補助金となります。本補助金の予算額はバス事業

者の見積りによる年間必要額で、バスを運行するための経費や利用者からの運賃収入、また、国

県からの補助金などから計算されます。 

また、令和６年度の当初予算額を見積もる際に参考となるのは、令和４年度の決算額となり、

そこから、物価変動や利用者数の見込みなどから算出します。 

令和６年度の決算において、当初予算より２，３６６万３，０００円の減額となった主な理由

としましては、事業者の収入となる経常収益が当初予算見積り時より増えたため、想定していた

欠損額が少なくなったことになります。 

当初予算より決算額が減少しましたが、路線バスによるサービスは当初想定していた水準で運

行されたことを申し添えます。 

以上であります。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

補助金が減ったということはそれだけ利用者が多かったということで、いい方向に事業を展開

したという理解でよろしいでしょうか。 

はい、ありがとうございます。 

それでは次の質疑です。款１５総務費、項１０総務管理費、目５５地域振興費、決算附属書の

１１３ページです。地域づくり支援業務委託料、決算ベースで２３０万５，０００円です。 

当初予算より４９万５，０００円ほど減額になっております。 

この理由と主たる業務内容について教えてください。 

執行部  お答えします。 

地域づくり支援業務委託料についてですが、当初予算２８０万円に対し、決算額２３０万５，

６００円となっております。 

これはプロポーザルを実施し、業者選定を行った結果、委託上限額より４９万４，４００円低

い２３０万５，６００円を提示した事業者に決定したことによるものです。 

この業務内容としましては、６５歳以上の方を対象にスマートフォンの基本操作等について説

明するスマホ講習会を全２４地区のふれあいセンターで実施し、５１９人の御参加をいただいた

ところです。 
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以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

予算減額になったことで、業務内容に仕様書があるので、特段別に影響はなかったという理解

でよろしいですか。はい。 

ぜひスマートフォンの操作は、私もなかなかうまくいかないので、令和７年度やられるなら、

私もぜひ参加をしたいと思います。 

それでは、次の質疑に移ります。款１５総務費、項１０総務管理費、目２８財産管理費、決算

附属書の９７ページで、光熱水費、決算ベースで４，０３５万４，０００円、不用額が７６９万

４，０００円、不用率が１６％。続いて、決算附属書の１１５ページ、目５８市民センター費の

光熱水費、決算ベースで４，４２６万３，０００円、当初予算が４，３２３万２，０００円です

ので、追加が１０３万１，０００円出ています。続きまして、決算附属書１１９ページ、目７０

総合支所費の光熱水費、決算ベースで７６８万円、当初予算で９３３万９，０００円、不用額が

１４１万９，０００円ということで、不用率が１８．３％。総務費の中でも光熱水費で約８００

万円の不用額が出ています。 

これも先行き見通しがなかなか厳しいから、多めに見ましたというヒアリング等のお答えでし

たが、市民センター費につきましては逆に予算を超えて１０３万円ほどオーバーしています。部

署によって大きな乖離があるわけですが、このあたりの光熱水費の積算をされるときに、どうい

う基準でされるのか。まず、なぜここまで差が出てくるのかと、古林総合政策部長、よろしいで

しょうか。 

執行部  お答えいたします。 

予算編成に当たっては、施設の光熱水費は令和６年度で言えば、令和４年度の決算状況、令和

５年度の執行状況を加味しながら、可能な限り精査してまいりますが、やはり見込みとは、ずれ

てくるというところはございます。 

また、冬場に光熱水費が発生する恐れがあったり、例えば、楠総合センターで言えば、改めて

執務室がそちらに移転して、そういった経費がかさんでくるか、なかなか見通せないというとこ

ろを考えて、若干その辺は備えていくといった計上の仕方はございます。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ということは、光熱水費を積算するときには、特に庁内全体で基

準というものはないわけですか。基準があれば、ここまでその差が出るのかなと。例えば前年比

が幾らだったら、今年度いろいろな要素を見込んでこのぐらいにしましょうみたいな、そういう

基準というものはないのでしょうか、教えてください。 

執行部  お答えします。 

基準は基本的にないですけれども、３か年の実績に基づいてやられることが多いですし、その
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年度ごとの単価の設定、調整率がある場合はそれを加味せず、通年として執行できる予算を組み

立てるような形にしております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  今３か年の平均というお話でしたよね。 

でも、そうは言いながらこれだけ担当で差が開くというのは、なかなか少し理解がしづらい。 

それぞれの部署の要因もあるのでしょうけれども、全体を見たときに、やはり乖離があったりし

ますし、不用額も全体を合計すると結構な金額になる。 

このあたりも、せめて例えば５％とかぐらいに少し抑えられるようなそういう工夫というか、

いろいろな気象条件も今の時代、ある一定程度予想できますでしょうし、やはり、余分をしっか

り持っていたいという気持ちは分かるのですが、少し私が見るに、１割を超えるような不用額と

いうのは多いかなという気が、今回の決算書を見て感じたところでございます。 

それでは、以上で終わります。 

ありがとうございました。 

委員長（猶  克実 君）  志賀委員。 

委 員（志賀 光法 君）  関連質疑をしたいのですけれども。 

委員長（猶  克実 君）  今のどの項目についてですか。 

委 員（志賀 光法 君）  最初の役務費です。 

委員長（猶  克実 君）  志賀委員の関連質問を許可します。 

    〔委員 志賀 光法 君 質問席へ移動〕 

委 員（志賀 光法 君）  令心会の志賀光法です。 

役務費について、各課で取りまとめてと言われたのですけれども、発送業務全体について確認

をさせていただきたいと思います。 

郵送料はかなり価格高騰しておりまして、恐らくいろいろな経費節減対策をされていると思い

ますが、まず各課でまとめられたものをそのまま各課で発送業務されているのか、それとも総務

課でまとめて、例えば１００通以上あるとか、１，０００通以上あるといろいろな割引制度があ

りますけれども、そういうことを活用されているのか確認させてください。 

執行部  各課の郵便物については、毎日時間までに印刷室で郵便の発送業務を行っております

ので、そちらにグラムや枚数を集計したものを出してもらうようにしています。そこで、市役所

の分で何グラムは何通以上というのを取りまとめて、なるべく安くなるようにはしております。 

以上です。 

委 員（志賀 光法 君）  よく分かりました。 

１００通以上でしたら区域内分郵便は安くなり、また１，０００通以上で郵便番号順に取りま

とめたらまた安くなるという制度がありますので、そういう活用をしていただきたい。 
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例えば、それを総務課がまとめて郵便局に持って行ってやるのか、それとも取りに来ていただ

いているのか、その辺を最終的に確認させてください。 

執行部  先ほどの取りまとめたものを、時間に郵便局に収集に来ていただいて、郵便局に持ち

込んでおります。 

以上です。 

委 員（志賀 光法 君）  終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、志賀委員の関連質疑は終わりました。 

時田委員、何についての関連ですか。 

委 員（時田 洋輔 君）  今の役務費の同じところです。 

委員長（猶  克実 君）  許可します。 

    〔委員 時田 洋輔 君 質問席へ移動〕 

委 員（時田 洋輔 君）  今の志賀委員とのやりとりで、さらなる疑義が生じたのですけれ

ども、郵便局は郵便の収集業務がないですが、どうやって収集してもらっているのかよく分から

ないです。特別な契約を結ばれているのですか。業務として、郵便局には収集がないので。持っ

て行っているのではないですか。 

執行部  委託はしていないのですけれども、市役所に郵便局の方に郵便物を取りには来ていた

だいております。 

以上です。 

委員長（猶  克実 君）  決算についての質問をしてもらうように。時田委員。 

委 員（時田 洋輔 君）  ないものをやってもらったらそれだけまたお金がかかって、持っ

て行ったほうが安いのではないかと思ったのです。ないものだから善意でやってもらっていると

いうことみたいですね、分かりました。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、時田委員の関連質疑は終わりました。 

ほかにはないですか。 

以上で、青谷委員の質疑は終わりました。 

次に、順位第２番、五十嵐仁美委員の発言を許します。五十嵐委員。 

    〔委員 五十嵐 仁美 君 質問席へ移動〕 

委 員（五十嵐 仁美 君）  日本共産党宇部市議会議員団の五十嵐仁美です。 

通告に従って質問します。 

款１５総務費、項１０総務管理費、成果説明書８０ページの自治会事務助成等経費のうちの宇

部市電子回覧版導入支援実証事業経費についてお尋ねします。 

この事業は、５自治会の参加で実施をされているようですけれども、まず実証結果についてお

尋ねします。 
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執行部  お答えします。 

宇部市電子回覧版導入支援実証事業についてですが、決算額１９５万８，０００円となってお

ります。 

これは令和６年度に、自治会活動の業務負担を軽減し、自治会役員の成り手不足解消につなげ

ることを目的として、データの共有や掲示板機能、災害時での安否確認ができる機能などを備え

た電子回覧版アプリの実証実験を５自治会に御協力いただき、実施したところです。 

実証実験後の報告会では、「回覧については配布物が少なくなり、内容も瞬時に伝わった」、

「アプリを活用することで、役員の負担が軽減された」など、電子回覧版アプリに一定の効果が

あったとする御意見を頂きました。 

また課題としては、「スマートフォンを持っていない」、「上手に活用できない高齢者がい

る」、「広報や配布物を紙でも配らなければならないため、二度手間になる」、「ラインでの活

用で十分」といった御意見を頂いたところです。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  このアプリの発信者は誰になるのでしょうか。 

執行部  このアプリについて、基本的には自治会長を想定しておりますけれども、いろいろな

役員の方でも御利用できる形となっております。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  もう既に評価も話をしていただいたのかなと思いますけれども、

改めて評価をお尋ねします。 

執行部  こうした報告会での御意見を頂いた際に、このアプリで自治会の業務が一定程度負担

軽減できると判断しましたので、令和７年度から自治会電子回覧板アプリを導入する支援制度を

設置しまして、導入支援を開始したところです。 

以上でございます。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  これは有料になるのでしょうか、無料でしょうか。 

執行部  アプリ自体は民間の会社が開発したものですので、導入は有料になります。導入経費

相当額を助成する制度を今設置したところです。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  今は５自治会でとりあえず参加して実施したということですけ

れども、今後これを広げていく予定はどうなのでしょうか。 

執行部  令和７年度の助成制度につきまして、今、１自治会に手を挙げていただいたところで

す。 

このアプリに関してどんどん自治会の皆様に御利用いただきたいと思いますので、自治会長研

修会などで、アプリの説明を行っているところです。 
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以上でございます。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  スマートフォンを持っていないという人には利用できないとい

うところなのですけれども、そのあたりどのようにやっていくのか、そういう話は出ているので

しょうか。 

執行部  報告会の中でも、やはりスマートフォンを持っていない、上手に活用できない方に関

しては活用が難しいというところで、やはりそこは紙での配布との二重になるので少し手間にな

るという御意見は頂いております。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  次の質問に入ります。 

款１５総務費、項１０総務管理費、成果説明書８２ページの配偶者暴力等相談業務運営経費に

ついてです。 

女性相談支援員・指定管理者による相談件数が９６７件と出ておりますが、この経費に指定管

理料が含まれるのかどうかを含めて、この経費の内訳を説明してください。 

執行部  お答えします。 

配偶者暴力相談支援センターに係る経費、相談業務に係る経費としましては、主なものは、会

計年度任用職員である女性相談支援員２人の報酬、期末勤勉手当等の合計が６６９万２，０００

円、男女の人権等に関して実施しております専門相談につきまして、法律相談をお願いしており

ます弁護士への謝礼が３９万６，０００円、心理相談をお願いしております臨床心理士への謝礼

が１２万１，４４０円となっております。 

なお、指定管理者による相談に係る経費につきましては、男女共同参画センター・フォーユー

運営経費に計上しております指定管理料に含まれております。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  ２番目に移りますけれども、女性の相談支援体制の強化のため

ということですが、男性の利用状況についてお尋ねします。 

執行部  お答えします。 

令和６年度中に、配偶者暴力相談支援センターで受けました相談件数９６７件のうち、男性か

らの相談件数は３５件となっております。専門相談につきましては、令和６年度つきまして、法

律相談、心理相談ともに男性からの相談はゼロ件です。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  なぜ、男性の理由を聞いたのかといいますと、宇部市はパート

ナーシップ宣誓制度も行っておりまして、そういう意味ではパートナー、そういう方の相談、だ

から当然男性からの相談もあり得るかなと。あともう１つ、これは配偶者と名前が挙がっている

のですけれども、結婚していない独身のカップルなどへの対応というのはしているのかお尋ねし



 - 14 - 

ます。 

執行部  お答えします。 

一応名前としては配偶者暴力相談支援センター、配偶者となっておりますけれども、当然、Ｌ

ＧＢＴＱの方をはじめ、結婚しておられない、また交際中の方でも、パートナーの方等からの例

えば、ＤＶ等もありましたら、同時に相談のほうもお受けをしておるところです。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  こういう相談窓口があるということを、まだ十分知らない方も

いらっしゃるのではないかと思いますので、どういうふうに周知をしているかその方法を教えて

ください。 

執行部  配偶者暴力相談支援センターの周知についてですけれども、市広報や市公式ウェブサ

イトと女性応援ポータルサイトきらりナビ、啓発期間等における市役所ロビーとか展示ケースで

のパネル展示、あと街頭などでのリーフレットの配布等を通じて周知に努めております。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  本当に命に関わるような、そういう危険なこともあるかもしれ

ませんので、やはりこの周知は本当に広げなければならない。本当に必要な人がやはりきちんと

受けられるようにということを求めて、質問は終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、五十嵐委員の質疑は終わりました。 

次に、順位第３番、甲谷理温委員の発言を許します。甲谷委員。 

    〔委員 甲谷 理温 君 質問席へ移動〕 

委 員（甲谷 理温 君）  皆様、おはようございます。公明党の甲谷でございます。 

款１５総務費、項１０総務管理費、目３４企画費、成果説明書では６４ページ、決算附属書の

１００ページになります。 

連携共創推進経費、重点項目の１の１４について２点お伺いいたします。 

令和６年度当初予算は６９８万円に対し、令和６年度の決算額が、８６万４，０００円と大幅

減となっております。この理由について教えてください。 

またその中の連携共創によるまちづくりの推進に要した経費が、令和５年度決算額は４６万４，

０００円、令和６年度当初予算が４２万円、大体４０万円に対し、令和６年度決算額は９，００

０円となっておりますのでその理由をお尋ねいたします。 

よろしくお願いいたします。 

執行部  お答えいたします。 

まず初めに、当初予算額６９８万円に対し決算額が８６万４，０００円となった理由について

ですが、大きなものとしましては、まず当初予算に、令和６年１０月から開始したうべポイント

のインセンティブの原資として、報償費４５０万円を計上しておりましたが、制度設計として、
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ポイント付与期間を令和６年１０月から令和７年１２月までとしたことにより、全額を令和７年

度に繰り越したものです。 

また、うべ未来共創プラットフォーム運営負担金として１００万円を当初予算に計上していま

したが、本市から山口大学に職員を派遣したことにより、運営に要する負担金が不用となったも

のです。 

次に、連携共創によるまちづくりの推進に要した経費が、令和５年度決算額４６万４，０００

円であるのに対し、令和６年度決算額が９，０００円と減少した理由についてですが、こちらに

つきましては、共創の取組を効果的に進めるため、令和３年度から共創アドバイザーを委嘱して

おり、令和５年度は、計５回の助言協議等に対し、謝礼及び旅費として、３５万１，５８０円を

支出しました。 

令和６年度は共創の仕組みが整ったことから、共創アドバイザーの委嘱を終了したため、これ

らの謝礼や旅費が不用になったものです。 

以上です。 

委 員（甲谷 理温 君）  ありがとうございます。 

うべポイントが令和７年度へ繰り越しということです。また、共創アドバイザーが令和５年度

は５回来ていただいた予算等があって、令和６年度はなかったということで９，０００円、よく

分かりました。 

ありがとうございます。 

この連携共創推進経費全般含めまして、なかなかすぐに結果が出るものではないと私も思って

います。５年１０年かけてやっと成果が出るものだと考えております。簡単に言うと未来への投

資ということになります。なので、講師を呼ばなかった、あると思うのですけれども、集まらな

くても、やはり継続していただいて、繰り返し繰り返して、宇部市がまちおこしのためにしっか

り取り組んでいるということをアピールしていただきたい。 

うべポイントはぜひ、足りなくなるぐらい、補正予算を組めるぐらいの、しっかりとした活躍

を願っておりますので、よろしくお願いいたします。 

内容よく分かりましたので、以上で質疑を終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、甲谷委員の質疑は終わりました。 

次に、順位第４番、新村秀雄委員の発言を許します。新村委員。 

    〔委員 新村 秀雄 君 質問席へ移動〕 

委 員（新村 秀雄 君）  皆さん、こんにちは。公明党宇部市議会議員団の新村秀雄です。 

総務費の移住定住推進経費についてお伺いいたします。款１５総務費、項１０総務管理費、目

３４企画費、成果説明書６２ページ、決算附属書１００ページであります。 

令和６年度内訳として移住・定住サポートセンターの運営に要する経費や結婚定住応援イベン
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ト等に要する経費、情報発信やＰＲに要する経費、移住者への各種助成に要する経費で、当初予

算が２，４４１万４，０００円から３，２３３万円と、約８００万円の増額となっております。 

この内訳と理由についてお伺いいたします。 

執行部  決算額が増えた内訳と主な理由についてお答えいたします。 

移住定住推進経費は、決算額３，２３３万円に対し、予算額は２，４４１万４，０００円で、

７９１万６，０００円の増額になっています。 

その増加の主な要因としては、成果説明書６２ページにあります移住者への各種助成に要した

経費が、予算額１，６９３万円に対して８１９万円の増加になっております。 

その内訳としましては、国、県の補助金が伴う移住支援事業費補助金が、決算額１，７２０万

円で、予算額に対して６００万円の増。続いて、県外から移住された若者・子育て世代誘致家賃

助成金が決算額２４２万円で、１３９万円の増、そして、本市へ移住し住宅を購入された方への、

ＵＩＪターン奨励助成金が、決算額５５０万円で８０万円の増となっています。 

次に、決算額が増えた主な理由についてですが、増額の主な理由としましては、宇部市への移

住者数の増加と移住支援制度の周知、テレワークの普及により、申請件数が増加したことが主な

増額につながったものと考えています。 

これにより、移住支援事業費補助金については、予算の段階で６件を見込んでいましたが、決

算が１５件、続いて、若者・子育て世代誘致家賃助成金については、予算の段階で８件を見込ん

でいましたが、決算が１２件、そして、ＵＩＪターン奨励助成金については、新築、中古住宅購

入、合わせて予算の段階で８件を見込んでいましたが、決算では１１件となっております。 

以上で、説明を終わらせていただきます。 

委 員（新村 秀雄 君）  御答弁ありがとうございました。 

これは大変喜ばしいことでありますけれども、なかなか予測するのが難しいと思います。これ

からも、正確な予算に近づくように、よろしくお願いしたいと思います。 

移住者のニーズを把握し、また本市のいいところをどんどんＰＲしていただきながら、効果的

な施策が実施できるようにこれからも推進をよろしくお願いいたします。 

以上であります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、新村委員の質疑は終わりました。 

次に、順位第５番、射場博義委員の発言を許します。射場委員。 

    〔委員 射場 博義 君 質問席へ移動〕 

委 員（射場 博義 君）  おはようございます。 

それでは、早速質疑をさせていただきます。 

款１５総務費、項１０総務管理費、成果説明書の５４ページ、情報通信基盤維持管理経費のＣ

ＩＯ補佐官の活用によるＤＸ推進に要した経費で、活用評価と評価指数がもし出ればということ
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なのですが、分けてお聞きしたいと思います。 

まず、活用された全体的な評価を説明いただければと思います。 

執行部  それでは、回答させていただきます。 

まずは、ＣＩＯ補佐官の活動評価という点から回答させていただきます。 

ＣＩＯ補佐官は、本市のＤＸ推進に対して高い専門的知識・知見から、助言、支援をいただく

ため、令和５年度から外部人材を登用し、設置しているものです。 

主な役割を簡単に説明いたしますと、まず、ＤＸの推進体制の中核であるＤＸ推進本部の運営

支援、そして宇部市ＤＸ推進計画の進捗管理、個別の取組に対する具体的な助言と支援、情報シ

ステム調達の適正化及び最適な調達の支援、職場環境改善に関する分析と助言、そして、ＤＸ人

材育成と組織風土の改革など、本市のＤＸ推進に幅広く関わっていただいているところでござい

ます。 

宇部市のＤＸ推進の目的としましては、市民サービスの向上、行政事務の改善が主に挙げられ

ております。そういった観点からいきますと、まず、成果としましては、行政手続オンライン化、

市民サービスの拡充になりますが、既に、年間全申請件数の約３分の１に当たる３２万件が実際

にオンラインを利用した申請である状況、業務効率化におきましては、ＲＰＡで年間約１，７０

０時間の業務時間の削減等に進めるなど着実に進んでおります。 

そしてまた、システム最適化、コスト削減に関しましても、令和５年度から情報システム統一

ガイドラインを策定しまして、適宜、適切な調達に努めておるところでございます。 

このようなところも全部、ＣＩＯ補佐官からの支援に基づいて進めております。 

また、人材育成に関しましては特に手応えを感じているところでございまして、ＤＸに関する

心構え、価値観等を身に付ける職員向けのＤＸ研修、また、ＤＸを研修する役割として各部に設

置したＤＸ推進リーダーの育成と活動支援、庁内報などを通じた定期的な情報発信、機運醸成、

こういったもので、庁内のＤＸ推進に向けた職員、組織の改革を進めておるところでございます。 

その中、評価としまして、特に人材育成においては非常に高い評価をしております。ＣＩＯ補

佐官の考え方としまして、デジタルはあくまでもツールである、まずはアナログ改革を進めてい

く、いわゆる改革、ＤＸの場合のＸですね、こちらのほうを進めていくというような形で進めて

おりまして、我々もそこに対して非常に共感を得ているところでございます。そのような形です

ので、成果としましては、非常に我々としては、手ごたえを感じているというような状況でござ

います。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  ありがとうございます。 

令和５年度からということで、既に丸々１年たって、２年目に入っての今回評価ということな

のですが、評価指数の説明も少しいただいたのですが、ＣＩＯ補佐官は国と各自治体が随時最近
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導入を始めたということで、宇部市も令和５年度からということで、その結果がどう出るかとい

うところなのですが、先ほどの評価指数の件なのですが、今もう既に説明がありましたが、個人

的に大きく４つあると思っております。 

１つはデジタル化された行政手続がどのように進むかということと、システムの見直しによっ

て業務の効率化がどういうふうになっていくとか、もう１つはコスト面で、全体的にどういうふ

うにコスト削減につながっていったかで、今回も強調されているように職員のスキルアップがど

うであったかというふうな、この大きい４つがポイントだとちょっと考えておりまして、今説明

が簡単にありましたけれども、１点１点やらせていただきたいと思います。 

まず、デジタル化された行政手続というのが、今回いろいろ改善されているのですが、この中

で、大きく２つ分かれています。それは行政内部のデジタル化と、市民向けに対しての手続がデ

ジタル化されているということで、それぞれどういうふうな評価指数ということで数値化されて

いるのであれば、それを紹介いただきたいと思います。 

委員長（猶  克実 君）  執行部。 

答弁をもう少しゆっくり話していただくようにお願いします。 

執行部  分かりました。お尋ねについて回答いたします。 

デジタル化の進捗の状況ということでよろしいでしょうか。 

まず、市民向けでは先ほど申し上げましたとおり、オンライン化が順次進んでおりまして、全

部で年間手続は約９１万件ございますが、そのうち３２万件が既にオンラインによる申請を使わ

れているというような状況です。 

それから、内部のデジタル化に関しましては、やや業務効率化に係る部分ではございますが、

ＲＰＡを使った業務効率化は、年間１，７２０時間ほどの業務削減に努めている。また、生成Ａ

Ｉ、それから庁内のＦＡＱ、ＡＩを活用した庁内の問合せを自動化するシステムも導入しながら、

市民サービスの向上につながるようなものにつなげていきたいと思っております。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  分かりました。 

市民側に対しては今の件数からいうと３分の１ぐらいがデジタル化によってできると。アナロ

グの必要性もあるということだと思いますが、今後、転換できるところは随時検討いただければ

と思います。 

あと行政側の今、ＲＰＡの件なのですが、知識不足で、ＲＰＡを簡単に説明いただけませんで

しょうか。 

執行部  ＲＰＡに関しましては、パソコンにその手続を覚えさせて、そして、その手続を繰り

返し実行するというような仕組みになっております。 

主に、繰り返しするような処理、例えばシステムに同じ入力を繰り返すとか、同じ操作を繰り
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返す、またデータを同じ手順で切り分けて処理していく、そのようなものに関しまして非常に効

果があるもので、効果におきましては作業時間の削減ももちろんですが、コンピューターにさせ

ることによりまして、ミスの削減も図るというようなことがあります。 

以上でございます。 

委 員（射場 博義 君）  ありがとうございます。 

次のシステムの見直しによる業務の効率化が図られたかということで、コスト面にも通用する

ので、先ほども説明がありましたけれども、大きくどういうふうな部分で、そういうふうな効果

が出てきたかということも含めて、説明いただければと思います。 

執行部  それでは、コスト削減に関しまして、御説明をさせていただきます。 

システム最適化ということで御回答させていただきます。 

システム最適化に関しましては、先ほど、最初の答弁でも申し上げましたとおり、情報システ

ム等の調達ガイドラインというのを昨年度定めました。 

こちらにおきましては、まずデジタルの技術を活用するにおきましては、特にイニシャルコス

ト、それに加えてランニングコストというものもかかってきます。そのトータルコストとシステ

ムを導入する上での効率化、費用対効果をしっかりと比較をして、最適な調達をするというふう

に心がけておりまして、令和７年度の当初予算から既に審査会を開きまして、その評価をしてい

るところでございます。 

調達におきましてはそのようにシステムの最適化ということを図っておりますが、現在システ

ム全体を含めたシステム最適化ということに関してまだ踏み込めていない状況でございまして、

現在、国が主導する情報システム標準化・共通化におきましては、国の指導に基づいて最適化を

図っているところでございますが、それ以外につきましてはまた国の動き等も見定めながら、

徐々に最適化を図っていきたいと思っております。 

以上でございます。 

委 員（射場 博義 君）  効率化に向けて、随時努力いただければと思っています。 

そこを踏まえて、最後になりますけれども、まず、職員のスキルアップということで、今回の

このＣＩＯ補佐官のサポートによって、職員のスキルアップを図るということなのですけれども、

今、コスト面とかシステムの見直しとかというのもあるのですが、やはり全体的な職員の意識に

よってこういうふうに改善ができないだろうかという部分も踏まえて、いろいろなことを組み立

てていくというふうに思っていますので、この職員のスキルアップが１番ポイントになるのでは

ないかなと思っています。 

今回も、効果があるということなのですが、今までと違ってＣＩＯ補佐官を導入したことによ

って、どういう部分で職員のスキルアップが図られたかと感じられているか、今後継続されると

思うのですが、手応えでこういうふうにやはり継続していきたいという部分がもしあれば、紹介
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いただきたいと思います。 

執行部  お答えいたします。 

まず、今このたびＣＩＯ補佐官を活用している中での大きな取組としまして、人材育成に関し

ましては大きく２つございます。 

１つは、ＤＸの心構え、マインドセットする意味での全体の研修会でございます。こちらは、

ＤＸを考える上で、特に申し上げましたそのＸの部分です。課題を分析し、そして解決策を図る、

業務改革の部分においてまず進めていき、そして、デジタル技術を活用し、より効率化を図る、

こういった考え方をしっかりと職員に根づかせる研修会を行っております。 

また２つ目としましては、ＤＸ推進リーダーでございます。 

ＤＸ推進リーダーは、各部にＤＸを牽引する目的で配置しておりまして、令和５年度及び令和

６年度で１８名が活動をしてきました。こちらのリーダーに関しましては、ＣＩＯ補佐官から直

接研修会を行い、また、各活動の支援についても伴走的に実行しております。 

このような中、今年の５月に２年間の実績を報告する庁内発表会を行いました。その反響も非

常に大きなものがございました。その中で、そういったものが波及し、職員アンケートの中でも、

ＤＸというのはこういうものか、こういうことができるのかといろいろ刺激になったというよう

な回答もございました。 

その中で、実際に２期リーダーの育成にも今入っておりまして、また加えて、中にはＤＸ発表

会をきっかけに刺激を受け、部署を挙げてＤＸに取り組むような部署も出ております。 

このように職員の意識、そして、ひいては組織の意識も変わってきているという手応えを感じ

ておりまして、そこへ我々としては高く評価をしている状況でございます。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  分かりました。 

今回のＣＩＯ補佐官の導入ということで、かなり自治体にとってはプラス面が大きかったとい

うことで、引き続きこういう取組というのを強化いただきたいと思っています。 

ちょっと関連になるのですが、これで１番多分ポイントになってくるのが、組織だと思います。 

どういうふうに指令系統があって、どういうふうな位置づけでそういうふうな案を推進していく

かというところがきちんとできていないと、各部署で、そういうふうなスキルアップがせっかく

できたのに、こういうことをやっていくべきだというところをうまくこう、よくある話だったら

市長付の組織とか、よくありますよね。そういうふうな司令塔というのが必ず必要になってくる

と思っています。 

今回ＣＩＯ補佐は、レベルがすごく高いところにあるのですが、今どっちかといえば指導、教

育とかですね、いろいろアドバイスというふうなポイントなのですが、組織として、これを今後

こういうふうに今までやってこられたことをどういうふうに生かしていくか組織化が一番だと思
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いますけれども、その辺について最後にお聞きしたいと思います。 

執行部  ありがとうございます。 

本市のＤＸ推進におきましては、ＤＸ支援計画にもありますとおり、まず、副市長をトップと

しましたＤＸ推進本部会議というものを設置しております。これは、会員としましては、市長、

そしてＣＩＯである副市長、そして、全部署の各部長が委員として構成されております。これを

年に４回程度実施しておりまして、そこで進め方をしっかりと議論し、ときに反省し、進め方、

方針を決定し、進捗管理をしていく。このような流れを行っております。 

そこをもちまして、トップダウンで各部署に落としていき、そして、我々がそれをしっかりと

コントロールしながら、中には、ＤＸ推進リーダーを活用する、そしてここの部署が持っている

事業をしっかりとサポートしていく形で、まず、繰り返しになりますが、トップダウンでしっか

りとトップの方針を固め、隅々まで組織に浸透させる、そういった組織を持って、今実行してい

る状況でございます。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  ありがとうございます。 

ぜひ、推進していただきたいと思っています。 

今のお話を聞いて、ポイントは、その推進本部、各部長が出ていらっしゃるということですが、

そこにやはり今回のスキルアップのことが必要なのではなかろうかなと。 

ボトムアップで、そういう部長がいろいろなものの話を聞いて、それを踏まえてそういうふう

な推進本部で出していくというところで、やはり一旦部長というフィルターがかかりますので、

そこをいかに理解していただけるか、いかにそういうふうなことを新鮮な形で理解して、推進に

図れるかというのがポイントになると思いますので、ぜひ今後ともこのＤＸに関しては強力に推

進していただければと思います。 

終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、射場委員の質疑は終わりました。 

以上で、総務費に対する質疑は終わりました。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  次に、民生費について、質疑を行います。 

質疑の通告が４名からあります。順次、発言を許可したいと思います。 

順位第１番、青谷委員の発言を許可します。青谷委員。 

    〔委員 青谷 和彦 君 質問席へ移動〕 

委 員（青谷 和彦 君）  令心会の青谷でございます。 

それでは通告に従いまして、質疑をさせていただきます。 

まず第１点目、款２０民生費、項１０社会福祉費、目１０社会福祉総務費、決算附属書の１３
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３ページでございます。 

生活困窮者支援等のための地域づくり事業委託料、決算額２５４万１，０００円ですが、この

事業の委託先並びに事業内容についてお尋ねします。 

執行部  お答えいたします。 

まず、委託先についてお答えいたします。 

本事業は地域福祉の推進を図ることを目的とする事業であることから、地域福祉増進のために

活動しています宇部市社会福祉協議会に業務を委託しているところでございます。 

次に、事業内容についてでございます。 

本事業は、住民の多様なニーズに柔軟に対応できるよう、企業や事業所など多様な主体が連携

して、身近な地域における共助の取組を活性化させ、地域福祉を推進することが目的でございま

す。 

具体的には、地域の担い手不足、就労体験の場がない、場が少ない、地域の居場所づくりが必

要、こうした地域の課題の解決に向けまして、企業や事業所等と連携して、ボランティア活動の

実施、居場所づくりのための会場の提供、また、就労体験の場の提供など、地域資源の掘り起こ

しを行っているところでございます。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

今、生活困窮者のための地域づくりということと、企業がというお話がございまして、この辺

がなかなかうまく私の中で結びつかないのですが、もう少し詳しく説明をお願いいたします。 

執行部  お答えいたします。 

今、委員から御指摘がありましたとおり、事業名が生活困窮者支援等のためのということで、

頭が付いておりますけれども、実際には、地域づくりというところに主眼が置かれた事業でござ

いまして、実際に、地域で出てきました、先ほどもちょっと御紹介いたしましたが、例えば、地

域の居場所がないとか、そういった問題に対する受皿をつくっていくというのが主な事業の目的

ということで、そうした受皿を地元の企業をはじめ、団体等に御提供いただくという働きかけ、

それから、それを最終的には市民ニーズにマッチさせていくというところを、事業の目的として

おります。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

事業名だけで生活困窮者支援等とついているから、今の御答弁でもいいのかもしれませんが、

ぱっと事業名を見たときになかなか今のような内容が思い浮かばないということで、わざわざ、

つけられた理由が何かありますか。 

生活困窮者支援というのをわざわざ事業の頭につけられた意味がありましたら教えてください。 
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執行部  こちらの事業名についてでございますけれども、本事業については、国が施策を進め

ます重層的支援体制整備事業の事業メニューの一環として実施しているもので、事業の名称その

ものは、国がつくったといったところになっております。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

国がつけたので仕方がないというところなのでしょう。 

改めてすみません、具体的な成果、こういう成果がありましたよという目に見える形で言うの

もなかなか答弁しづらいと思うのですが、こういう成果があったというのがあれば教えてくださ

い。 

執行部  具体的な成果ということで、まず、令和６年度におきまして、企業との地域資源の創

出ということで、新たに御協力いただける団体として登録いただいたのが５つの団体となってお

ります。 

この事業につきましては、令和４年度から着手した事業でございまして、令和４年度から令和

６年度までの３か年度で合計１４の団体に登録いただいております。 

具体的な成果といたしましては、令和６年度におきましては、例えば、大雨で令和６年度被災

を受けられた、床上浸水があった世帯がございまして、そちらの清掃、ごみ出しの活動にボラン

ティアとして従事いただいた、あるいは、障害者の方の職場体験の受入れということで、受入れ

の実施を行っていただいた企業がございます。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

それは登録していただいたということが前提としてあって、今のボランティア活動をしていた

だいたという理解ですか。 

はい。ありがとうございます。 

それでは、次の質疑に移ります。 

款２０民生費、項１０社会福祉費、目２０老人福祉費、決算附属書１３５ページ、生活支援ハ

ウス運営委託料、決算ベースで７，７２５万２，０００円です。 

この事業内容、運営施設、定員等を教えてください。 

執行部  お答えします。 

生活支援ハウスですが、令和６年度末時点で市内に６か所の施設がございます。こちら定員と

しては、６か所の施設を合計して７２名となっております。令和６年度の平均の入所者数ですが、

多少の入れ替わりはございますけれども６５人で、過去５年間の平均入所者数は６７人となって

おりまして、入所を希望される方は入所できる状況となっております。 

事業内容ですが、独立して生活することに不安のある６０歳以上の独り暮らし、夫婦のみの世
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帯の方、または、家族による援助を受けることが困難な方が入所できる施設となっております。 

住む場所の提供だけではなく、施設に駐在する相談員が生活上の相談や緊急時の対応、介護サー

ビス等の手続の支援、利用者同士の交流の場を提供することで、安心して生活することができる

施設となっております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

入居するに当たって、今、入居者はこういう方ですという御説明があったのですが、例えば具

体的に収入とか、そういう基準がございますか。 

執行部  収入に関しては特に制限はございませんが、一応収入に応じた負担をしていただくよ

うにはなっております。 

入居者の条件なのですが、制度上の位置づけを、施設ではなく在宅という位置づけになってご

ざいまして、特に、心身の状況的に入院加療を必要とするような方は入所ができない、それから、

集団生活が可能な心身の状態であることというのも、条件になっております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

主に住むところを提供するというような理解でよろしいでしょうか。 

はい、ありがとうございます。 

それでは、次の質疑に移らせていただきます。 

款２０民生費、項１０社会福祉費、目２０老人福祉費、決算附属書の同じく１３５ページです。

負担金、決算ベースで９７８万３，０００円、当初予算より２３５万５，０００円減額になって

います。当初予算は９９３万５，０００円のものが、１，２１３万９，０００円で増額になって

いますので、結果として、不用額が２３５万５，０００円になったと思うのですが、この理由に

ついて教えてください。 

執行部  お答えします。 

こちらに関しては、内訳として３つありまして、まずは、老人クラブ活動費助成金です。 

これは、老人クラブの活動に対して支払う助成金ですが、クラブ数、会員数に応じて支払う部

分の助成金が、クラブ数、会員数の減少により１４万４，０００円減額となったものです。 

次に、生活支援ハウス物価高騰緊急対策支援事業補助金ですが、こちらは令和５年度からの繰

越しのため、令和６年度の当初予算には計上されておりません。これは、食材費高騰の影響を受

けた生活支援ハウスを支援するための補助金で、食材費高騰分の実績が見込みよりも少なかった

ことから、６１万１，０００円が減額となったものです。 

以上です。 

執行部  ３つ目ですけれども、介護福祉士等就職支援助成金ですが、これは、宇部市内の介護
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施設の介護人材を確保することを目的に、新たに介護職として就職する人に対し、常勤１０万円、

非常勤５万円を就職支援金として助成するものです。 

令和６年度当初予算では２２人分、２００万円を計上していましたが、令和５年度実績が２８

人であったため、対象者を令和５年度と同規模を見込み、１２月補正で８０万円増額し、予算額

を２８０万円としました。 

しかし、申請者が１５人にとどまったため、決算額が１２０万円で、不用額が１６０万円とな

ったものです。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございました。 

それでは質疑の４つ目、款２０民生費、項１５児童福祉費、目２０児童福祉施設費、決算附属

書の１５３ページです。 

負担金が１０億７７３万７，０００円、これは決算ベースです。１億１，７１９万２，０００

円の減額になっています。 

この負担金の中には大小合わせて２８件の事業がございますので、減額の要因になった主たる

事業と理由について教えてください。 

執行部  お尋ねの児童福祉施設費の負担金補助及び交付金は、主に保育所をはじめ、認定こど

も園や地域型保育事業所などの保育施設が行う様々な保育サービスの運営に係る補助金を計上し

ています。 

当初予算では９億６，７８６万５，０００円を計上していましたが、第２子以降保育料無償化

や、こどもまんなか保育体制強化事業などの山口県事業が令和６年度途中から開始されたこと、

また保育に係る公定価格が上昇したこと等により、令和６年度の年度途中に補正予算を組み、最

終的な予算額を１億５，７０６万４，０００円増となる１１億２，４９２万９，０００円とした

ところです。 

それでは予算現額と決算額の乖離について、主な要点を３点お示しさせていただきます。 

まず１点目は、認定こども園施設型給付金で、これは認定こども園に対し、園児数に応じて運

営費を補助するものですが、令和５年度の園児数実績をもとに見込数を算出し、予算額を６億１，

８４６万８，０００円としていましたが、実際には見込みより利用人数が少なかったことから、

不用額４，７８４万６，４８２円が生じたものです。 

２点目は、地域型保育給付費、これは地域型保育事業に対し、園児数に応じて運営費を補助す

るものですが、令和５年度の園児数実績を基に、見込数を算出し、予算額を３億１，９２５万７，

０００円としていましたが、実際には見込みよりも利用人数が少なかったことから、不用額２，

２３６万７，５２０円が生じたものです。 

最後に３点目についてです。 
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これは子ども・子育て支援交付金で、これは延長保育や一時預かり事業の実施に対する補助で

すが、延長保育や一時預かり保育の令和５年度実績や、令和６年度の実施箇所を基に、利用見込

数を算出し、予算額を５，０４３万１，０００円としていましたが、実際には見込みよりも利用

人数が少なかったことから、不用額１，７５９万１，０１１円が生じたものです。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

今御答弁の中で３点とも利用見込みの人数が減少したということでしたが、見込みより減少し

た要因というのが分かれば教えてください。 

執行部  各事業とも補正を行っています。 

まず１点目の認定こども園施設型給付費についてですけれども、当初８，３７０人を見込んで

おりました。これは利用人数の減少を見込んで補正を行っておりますけれども、実際には実績が

７，６３４人ということで、実際に人数が減少したところ、予算との乖離があったものと考えて

います。 

２点目の地域型保育給付費についてですけれども、これは当初１，５３０人を見込んでおりま

した。これも人数の減少を見込んで補正をしていましたけれども、実績としては１，４９９人と

いうことで見込みよりも減少しています。理由としては、令和５年度の実績をベースに算出して

おりますが、そことの乖離があったことが大きい理由と考えられます。 

３点目についてですけれども、これは子ども・子育て支援交付金についてであります。これも

補正をしておりますが、これは利用人数については、延長保育については、これも前年度の見込

みを基に算出しておりますけれども、そことの乖離が生じてしまったというところが大きな理由

と考えています。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

そういった３事業とも減少したということで、それは、例えば子供全体の数が減ってしまった

ので減少したのか、それともそのニーズに見合った事業になりきれなかったので減ったのか、ど

ちらだというふうにお考えでしょうか。 

執行部  統計的に見ると、就園前児童数の人数も、だんだん減ってきているというのも、要因

であると思っています。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

その減少傾向にあったのだけれども、それに合わせて、予算減額はせずにとは、どういうとこ

ろでしょうか。減少するのが見えていましたという話だったのだけれども。だったら、もう少し

その予算を立てるときに、減額をしておいてもよかったかなというふうに思うのですが、その点
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について教えてください。 

執行部  就園前児童数については、減少傾向であるのですけれども、保育ニーズは横ばい、維

持しているところから、予算を見積もっているというところが理由になっています。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  なかなか難しい話になろうかと思うのですが、この人数は減って

いるのだけれども、ニーズは一定程度あるという予測の基に、見積りをされたということで、な

かなか悩ましい問題でありますので、これ以上のお尋ねはいたしません。 

以上であります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、青谷委員の質疑は終わりました。 

次に、順位第２番、時田洋輔委員の発言を許可します。時田委員。 

    〔委員 時田 洋輔 君 質問席へ移動〕 

委 員（時田 洋輔 君）  それでは、成果説明書の１０８ページに、高齢者お出かけ応援経

費というのが出ていますが、分かりやすいのは成果説明書の９ページに、その中のシニアお出か

け応援事業というのが掲載されています。 

これについて、まず質問の１でお伺いいたします。 

第１点ですが、これは令和６年６月から始まった事業ですが、令和６年度から始まったという

ことで、１年目にとってどうだったのかを確認していきたいと思います。 

そこでまず確認で、この事業の目的、簡単に成果説明書の９ページには掲載されていますけれ

ども、もう少し、しっかりとした目的をお伺いしたいと思います。 

執行部  お答えします。 

この事業の目的は、事業所が提供する高齢者向けの優遇サービスを活用することで、高齢者の

外出を促進し、生きがいの創出や健康の維持増進につなげることです。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  ではそれに基づいて、令和６年度、どのような効果があったのか

を確認いたします。 

執行部  効果ですが、令和６年度末時点で、独自の高齢者優遇サービスを提供する登録店舗数

は１６４店舗となっております。今年２月に実施しました市民アンケートの結果では、８割の方

が「この事業を知っている」と回答し、「外出のきっかけになる」と回答した方も８割いらっし

ゃいました。 

このことから、外出の促進に一定の効果があったものと認識しております。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  若干、再質疑なのですが、事業所数は成果説明書の９ページにも

出ているように、今御答弁もあったようなのですけれども、利用者数というのは確認できないの
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ですか。 

確認いたします。 

執行部  実際に登録店舗に行かれた利用者数は確認できておりません。 

ただ、市民アンケートの結果で、この８割の方がこの事業を認知されていると。そのうち、

「実際に店舗を利用したか」という質問に関しては、１割の方が「利用した」というふうに回答

しております。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  利用者数とか分からない中でのアンケート結果によっての効果と

いうことでしたが、絡みはしますが、第３点でそういう目的と照らし合わせた効果、それに基づ

いた令和６年度の評価というのは、どう考えていらっしゃいますか。 

執行部  お答えします。 

外出の促進に対して、一定の効果があったことから、本事業は継続して実施したいと考えてお

ります。 

登録店舗数は１６０を超え、業種も、飲食を中心に小売、理美容など様々で、エリアも、中央

部が多いものの、市内に点在しておりまして、利用しやすい環境は整っております。また市民ア

ンケートの結果、事業自体の認知度は高く、周知啓発の効果はあったと考えております。 

一方で、この事業が外出のきっかけになると回答した方のうち８割は、外出のきっかけになる

かどうかは、優遇サービスの内容によると回答されており、登録店舗とそのサービスの内容を周

知することが必要であると認識はしております。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  お出かけのきっかけになるというところでは効果があったという

評価ですが、目的の中で生きがいや健康の維持増進というのもありますけれども、そういうとこ

ろの効果・評価というのは令和６年度はできていないですか。まだ今からなら、今からでもいい

のですけれども。 

執行部  この事業を実施した最初の理由というのが、高齢者福祉計画の第９期の計画をつくる

ときの市民のニーズアンケートによると、高齢者の約２割が週に１回も外出をしていないという、

いわゆる閉じこもり傾向がある方が高齢者の２割いらっしゃる。それがまた年齢が高くなれば高

くなるほど、家に閉じこもりがちの方がいらっしゃるということで、この事業を開始しておりま

す。 

また、来年度、今度は第１０期の高齢者福祉計画を立てるに当たりまして、今年度……。 

委員長（猶  克実 君）  来年度というのは令和７年度ですか。今、来年度と言われたので。 

執行部  令和８年度に計画を改定する予定でして、令和７年度に市民のニーズ調査というのを

改めてする予定となっています。 
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ここでまた同じように、外出の傾向というのが把握できると思いますので、そちらでしっかり

評価をしていきたいと考えております。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  効果並びに評価について確認したのですけれども、今若干ふれら

れましたけれども、そういうのがどう令和７年度以降に生かされていくのか、若干ありましたけ

れども、ほかにもあれば確認したいと思います。 

執行部  本事業が高齢者の外出促進につながることから、今後は登録店舗とそのサービスを周

知啓発するとともに、登録店舗数を増やすことによって、市民の利用を促進し、さらに本事業の

効果を高めていきたいと考えております。 

今年度は、登録店舗の認知度の向上及び利用促進に向けて、市主催のイベントや地域のコミュ

ニティー団体等の会合、サロンなどでチラシ配布や説明を行うなど、周知啓発活動に努めていま

す。加えて、広報うべにおいて、高齢者の介護予防に関する特集記事で、登録店舗を紹介する予

定としております。 

また、高齢者の外出を促進し、生きがいの創出や健康の維持増進を一層図るため、今年６月か

ら高齢者の就労、ボランティア活動等の情報を一元化して、高齢者の活動を支援するシニア活動

マッチングサイト「いくよう」を導入しまして、高齢者のお出かけを促進する取組を進めており

ます。 

今後、このサイトとあわせて、周知啓発に取り組むことで、相乗効果として、登録店舗の利用

がさらに増えていくことを期待しております。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  なかなか目に見えづらい効果かもしれませんけれども、最終的に

本当に健康に結びついて、長い目で見て、介護度が落ちたとか医療費の影響がとかそういうのも、

どう結びついていくかというところも、頑張っていただきたいですし、しっかり見ていただきた

いと思います。 

質問の１は終わりまして、質問の２は一時預かり事業で、成果説明書の１３５ページの下から

５つ目の丸の黒い点の３つ目、特別保育推進経費の一時預かり事業実施のための助成というのが

出てきています。 

まず第１点ですが、令和５年度と比較して、この実施保育園数が減っていますが、その数字と

その理由についてまず確認いたします。 

執行部  減少となった理由についてお答えします。 

令和５年度は、６施設であった実施施設が、令和６年度は５施設となったものになります。 

１施設減となった理由について、実際に令和６年度に事業を実施されなかった施設に聞き取っ

たところ、保育士の不足により、一時預かりに専任保育士を従事させることが難しいなどの理由
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で、一時預かりの受入れが困難になったためとのことでした。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  それでは第２点で、今度は令和５年度と比較して、利用児童数も

減っていますが、令和５年度と令和６年度の人数とその減った理由について確認いたします。 

執行部  利用児童数が３３０人減となった理由については、令和６年度に一時預かり事業の実

施施設が減少したことが主な理由と考えております。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  減ったということは断ったという事例は、令和６年度はなかった

のですか。本当はやる予定だったけれども、保育士が足りなくてできなくてとか、そういう理由

はなかったですか。 

執行部  園への聞き取りをしたところ、実際に保育士の配置等の調整がつかずに断ったといっ

たケースがあったと聞いています。ただそういった場合は、市にお問合せをいただいたりして、

ほかの施設とか保育サービスを御案内させていただいているところです。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  先ほどの青谷委員の質疑の中で、全体の子供の減少傾向とおっし

ゃる一方で、ニーズは上がってきているというふうにおっしゃって、やはりこの一時保育も、い

わゆる待機というか、そもそも一般保育が待機になって一時保育を使わざるを得ない方というの

もいるはずなのです。そういうところでもさらに一時保育も断られという中で、本当にニーズは

まだあるという対応をしていただきたいと思います。 

それで第３点ですが、登録園数と令和６年度の実施園数というのがそもそも異なっていますが、

その数字と異なる理由について確認いたします。 

執行部  異なる理由についてですけれども、一時預かり事業の実施を計画されていた園につい

ては８園でありましたが、そのうち、受入実績があって、事業運営のために市が助成をした園が

５園となりました。実績につながらなかった際については、保育士確保の状況などによって、一

時預かりの利用者との調整がつかなかったことが原因と考えています。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  分かりました。 

需要、ニーズはあるのだろうけれども、そういう理由で、登録していても実施できなかったと

いうことで、今のやりとりの中でそもそもニーズが把握できていないというところですよね。 

委託事業ではなく、申請によって初めて分かるところなので、御答弁では、１回１回、この質

疑が出て問合せてみたらそうだった、断ったこともあったというような実態が把握できたという

ことで、まず一時保育やはり充実に向けてしっかりと対応していただきたいと思うのですが、そ

れと同時に、今議会でもありました「誰通（こども誰でも通園制度の略）」が始まる予定ですが、
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一時保育ですらニーズが今つかめてない、プラス一時保育もなかなかできる園がないという中で、

今後のこういうのを踏まえて、「誰通」とか、そういう保育に対する、宇部市の事業というか業

務というのはきちんとやっていけるのでしょうか。 

確認します。 

執行部  御指摘のとおり、需給のバランス等見ながら、保育利用を推し量っていくことが必要

だと思っています。 

そういった調整につきましては、この一時預かり事業だけでするわけではなくて、その他のサ

ービス、例えば、ファミリーサポートセンター事業とか、地域子育て支援拠点での一時預かりと

か、先ほど言われましたこども誰でも通園制度を選択肢として利便性を高めるように広げていっ

て、それを広く周知することで保育ニーズに応えていこうというふうに考えております。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  いろいろなサービスでとおっしゃいますけれども、このサービス

が使いたいのに使えない状況、だから内容は違うけれどもこっちのサービスを使ってくださいと

言っているのですよね。 

そういうその業務というのは間違いだと思いますし、今後「誰通」とかこの一時保育もそうで

すけれども、正規職員できちっと対応できるようなそういう考え方で、保育士の採用とかをしっ

かりしていただきたいということを指摘要望して、質疑を終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、時田委員の質疑は終わりました。 

次に、順位第３番、五十嵐委員の発言を許します。五十嵐委員。 

    〔委員 五十嵐 仁美 君 質問席へ移動〕 

委 員（五十嵐 仁美 君）  早速質疑に入ります。 

成果説明書の９ページにあります、重点１－７の発達障害支援センター体制構築事業について

お尋ねします。 

まず最初に、こども支援部会にワーキングチームを設置するとありましたけれども、この成果

をお尋ねします。 

執行部  お答えいたします。 

発達障害児の支援には、医療、福祉、教育等の関係機関が連携し、ライフステージに応じた切

れ目のない一貫した支援が必要であり、本事業は、そのための支援体制構築を目指すものです。 

令和６年度は、障害福祉施策について検討する地域自立支援協議会の実務者会議であるこども

支援部会に、発達障害児支援に関するワーキングチームをつくり、その中で、各関係機関の役割

や支援の現状などを話し合い、関係機関同士の連携や情報共有の方法、相談をどこにしたらいい

のか分からないなど、発達障害に関する支援体制の課題を共有し、新たなセンターに必要な機能

について協議を行いました。 
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このあたりの課題の共有、明確化ができたことが成果であると考えております。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  支援センターの体制の構築をするということで取り組んでいる

ということですけれども、では、現在ではないですけれども、構築前のこの発達障害の支援を求

めているそういう方々というのは一体どういう支援がこれまではされてきているのでしょうか。 

執行部  今、宇部市では、宇部市発達障害等相談センター、――そらいろという愛称もありま

すが、そらいろに市が事業委託をしております。 

相談件数につきましては、令和６年度、これまでもですがおおむね年間２，０００件程度の相

談を受けております。ただ相談を受けて、ある程度関係機関につなぐといった体制はできてはお

りますが、その後の切れ目のない支援、それから、やはり目標を共有した支援につながっていな

いというところが、今現状として挙げられておりますので、そういった課題を今後もっとよりよ

い支援につなげていくというところで今事業を進めておるところです。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  今、先ほどもその課題について少し話があったのですけれども、

今の課題をまとめて教えてもらえますか。 

執行部  課題をということでございますが、現状といたしまして発達障害児支援、特に障害の

サービスであります児童発達支援、それから放課後等デイサービスの利用者がかなり急増してい

るという現状がまずございます。 

それから、子供に関する支援機関というのが宇部市役所内でも様々ありますが、なかなかその

あたりの相談窓口が不明瞭というか、先ほど申しましたようにどこに相談したらいいか分からな

いと。 

それからやはりライフステージといいますか、例えば学校に上がるとかそういったところの情

報共有、連携というのがまだまだ不足していると。 

そういった中で、今回の新たなセンターの構築を目指しているところでございます。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  では、次の質疑のセンター機能の検討した結果の成果をお尋ね

します。 

執行部  お答えいたします。 

センター機能の検討の成果でございますが、令和６年度の検討を踏まえまして、令和７年度に

なりますが、こういった現状課題を踏まえて、早期発見、早期支援の具体的な手法、それから、

関係機関をつなぐコーディネーターの配置、それから先ほど申しました、どこに相談したら分か

らないところに、相談窓口の一元化、そういったことをセンターに必要な機能ということで、今

そのあたりの体制の整理を行いながら、設置に向けた準備を進めているところでございます。 
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以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  最終的に、センター機能へのそういう構築の設置が、いつぐら

いになったら完成というわけではないでしょうけれども、設置できるのはいつぐらいの予定を考

えていますか。 

委員長（猶  克実 君）  令和６年度の決算だから、今現状どうのこうのという話は一般質

問になるので、決算について質問していただくようお願いします。 

答弁ができますか。執行部。 

執行部  現状では、令和８年度中の設置を今予定しております。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  次の質疑に移ります。 

成果説明書１３１ページの地域子育て支援拠点推進経費についてです。 

支援センターや支援ひろば等子育て支援拠点施設がいろいろとあるようですけれども、その支

援拠点の種類、数、機能、そしてそこにいる保育士の数、そのあたりを教えてください。 

執行部  お答えいたします。 

地域子育て支援拠点は、運営を委託で行っている子育て支援センターと、こちらの子育て支援

センターは市内に５か所ございます。 

それと、民間事業者が国の基準を満たした上で主体的に開催する子育てサークル活動に対して、

運営費を補助する子育て支援ひろば、こちらは市内２か所ございます。 

機能につきましては、委託等補助の、どちらの施設も同じ機能を持っておりまして、主に３歳

未満の児童とその保護者が気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中での交流とか、情報交換、育児相

談を行う場となっております。なお、運営委託している子育て支援センター５か所のうち、１か

所では、乳幼児の一時預かりも行っております。 

また、保育士の数ですが、委託により実施している子育て支援センターは、実施要綱上、子育

ての知識と経験を有する専任の者を２名以上配置することとしておりまして、なおうち１名以上

は保育士資格を有している者を配置することとしております。 

それと、補助により実施している子育て支援ひろばについてですが、子育ての知識と経験を有

する専任の者を２名以上配置することとしておりまして、国の基準に合わせて実施要綱上は保育

士資格までは求めていませんが、事業者側のほうが自主的に、保育士資格を有しているスタッフ

を配置して実施しております。 

以上になります。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  続きまして２番目の質問ですけれども、成果説明書２６ページ

の目標指数２２に利用者数が出ているのですけれども、利用者が目標を大きく上回っていますが、

上回っている理由は何でしょうか。 



 - 34 - 

執行部  お答えいたします。 

利用者が目標を上回った主な理由ですが、目標設定した令和３年度は、黒石地区の子育て支援

センターを黒石ふれあいセンター内で運営しておりました。 

その当時の延べ利用者数は、２，０００人台で推移しておりましたが、令和５年５月にゆめタ

ウン宇部店内に移転して、土日での開催を追加したこととか、買物のついでに立ち寄りやすい、

利便性が向上したこと、またより多くの方に子育て支援センターを知っていただいたということ

で、令和５年度は１万３，０６０人、令和６年度は１万１，９２６人と大幅に利用者数が増加し

ました。 

そのことが目標値を上回った大きな理由と考えております。 

以上になります。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  では、かなり利用者が急激に増えてきているということですけ

れども、支援拠点が足りていると言えるのでしょうか。 

執行部  確かに、黒石の子育て支援センターをゆめタウン宇部店内に移転したことで、一時的

にそこの利用者数はかなり増加しておりますけれども、ほかの施設につきましては、若干減少傾

向にございまして、そこでまだ数的には大丈夫かなと考えております。 

以上であります。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  必要とする人たちが確実に利用できる体制というのは、これか

らもしっかり考えていただきたいと思います。 

続きまして、３番目の質疑に入ります。 

成果説明書の１３５ページの保育事業事務経費の保育所入所選考ＡＩシステム導入に要した経

費についてです。 

導入した成果についてお尋ねします。 

執行部  成果についてお答えいたします。 

保育所入所選考事務は、大変煩雑で事務処理に時間を要していたことから、令和６年度にＡＩ

システムを導入して、事務処理時間の短縮と市民サービスの向上を図ったところです。 

ＡＩシステムの導入の主な成果としましては、市民に対してそれまで、３園に制限されていた

入園規模の申請が１０園まで可能となり、選択の幅が広がったこと、そのため、窓口での相談時

間が短縮され、令和５年度は最大９０分であった滞留時間が３４分へと大幅に短縮されました。 

また時間外勤務では、システム導入前の令和５年度では職員１人当たりの月平均時間外勤務が

４７時間であったところ、導入した令和６年度には３０時間へと削減されたことが挙げられます。 

これは事務分担の見直し等様々な要因がありますけれども、選考事務の効率化も１つの要因であ

ると考えています。 

以上です。 
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委 員（五十嵐 仁美 君）  職員の働き方改革というところでは大きな前進ということにな

るのでしょうが、あと年度途中あたりで入所を希望する方々への対応というのに、システムを使

うことができるのでしょうか。 

執行部  空き状況を確認して、繰上げの対応がＡＩシステムでも可能となっています。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  それが、待機児童解消につなげていくということはできるので

しょうか。 

執行部  ＡＩシステム導入につきましては、入所選考業務の効率化を図るといった、あくまで

も内部的な処理の変更になりますので、待機児童の解消への直接的な効果とか影響というのは考

えにくいと考えています。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  保育に関しては、やはりこの待機児童を解消するというのが１

番の大きな課題ではないかと思いますので、このＡＩシステムがそれに結びつかないけれども、

何とかいろいろまた新たな方法を考えて、ぜひとも解消を進めていけるようにお願いいたしまし

て、全ての質疑を終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、五十嵐委員の質疑は終わりました。 

次に、順位第４番、三好保雄委員の発言を許します。三好委員。 

    〔委員 三好 保雄 君 質問席へ移動〕 

委 員（三好 保雄 君）  無所属、参政党の三好保雄です。 

通告に従いまして質疑いたします。 

款２０民生費、項２０生活保護費、目１０生活保護総務費と、目１５扶助費についてお尋ねい

たします。成果説明書では、１００ページと１０１ページです。扶助費の決算額が４６億１，４

８８万４，０００円となっております。 

外国人の方で、この生活保護費をいただいている方の国籍ごとの人数と在留資格を伺います。 

執行部  お答えいたします。 

外国人の方で生活保護の適用対象となるのは、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永

住者等の在留資格を有する方となっております。 

直近の把握している数字といたしましては、令和７年４月１日現在のものとなりますけれども、

生活保護受給中の外国人の方は８２人いらっしゃいます。 

そのうち、韓国の方が５６人いらっしゃいまして、このうち、特別永住者の方は５３人、永住

者の方が２人、永住者の配偶者の方が１人となっております。 

次に、朝鮮の方が２４人いらっしゃいまして、うち特別永住者の方が２３人で、永住者の方が

１人となっております。 
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続きまして、フィリピンの方が２人いらっしゃいます。うち日本人の配偶者等という資格で２

人いらっしゃいます。 

以上です。 

委員長（猶  克実 君）  今、令和６年度の決算なのですけれども、令和７年度の数字では

なくて、令和６年度の数字を言ってください。 

執行部  失礼いたしました。 

令和７年４月１日現在と申しましたけれども、令和６年度末時点の数字と一緒でございます。 

失礼いたしました。 

委員長（猶  克実 君）  令和６年度末の数字がこの決算ということでよろしいですか。 

執行部  はい。 

委員長（猶  克実 君）  はい。三好委員。 

委 員（三好 保雄 君）  ありがとうございます。 

これの扶助内容というのは１１項目、日本人と同じようなことが全部対応されるわけですか。 

お願いします。 

執行部  日本人と同じ対応となります。 

以上です。 

委 員（三好 保雄 君）  ありがとうございました。 

もう１つ、外国人の生活保護費のトータルの金額と、その占める比率というのは、お願いでき

ますか。 

執行部  すみません。 

トータルと比率は今、数字としては持っておりませんので、お答えすることはこの場ではでき

ないという状況でございます。 

以上です。 

委 員（三好 保雄 君）  ありがとうございました。 

いわゆる技能実習生とか特定技能とか留学生とかは、生活保護の対象外ということで理解して

よろしいですか。 

執行部  はい。いわゆる技能実習生、留学生等は生活保護の対象外となっております。 

以上です。 

委 員（三好 保雄 君）  ありがとうございました。 

外国人の方が今後増えていくことが考えられますが、技能実習生ということが主になってくる

のだろうとは思うのですけれども、就労ということでまたいろいろ制度が変わってまいります。

増えてくる可能性がありますので現状よく分かりました。 

ありがとうございました。 
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委員長（猶 克実 君）  以上で、三好委員の質疑は終わりました。 

これで、民生費に対する質疑は終わりました。 

ここで、時間がきましたので、次に衛生費に入りますが、午後からにしたいと思います。 

暫時休憩します。 

─── 午前１１時５４分休憩 ─── 

─────────────────────────────────────────── 

─── 午後零時５９分再開 ─── 

委員長（猶  克実 君）  ただいまより、委員会を再開します。 

令和６年度の決算についての質問と現状についての質問と、ごちゃごちゃになったような質問

が午前中たくさん見受けられました。令和６年度なので、でしたかという質問のはずで、現状は

どうかという質問すると決算と外れるので、取りあえず決算を聞いていただくようにお願いをい

たします。 

衛生費について質疑を行います。 

通告３名あります。順次、通告順に許可したいと思います。 

順位第１番、青谷委員の発言を許可します。青谷委員。 

    〔委員 青谷 和彦 君 質問席へ移動〕 

委 員（青谷 和彦 君）  令心会の青谷でございます。 

午後も付き合いのほど、どうぞよろしくお願いをいたします。 

それでは通告に従いまして、質疑をさせていただきます。 

第１点目、款２５衛生費、項１０保健衛生費、目２０予防費、決算附属書の１６１ページです。 

委託料の決算額が７億９，７５０万９，０００円、不用額が２億５，０９８万８，０００円に

なっています。 

この理由と主たる事業について教えてください。 

執行部  お答えいたします。 

委託料の不用額についてですけれども、主に予防接種委託料に係るものであり、またその主な

内訳としましては、新型コロナウイルス定期接種の予防接種によるものが、１億５，６６４万１，

０００円、高齢者のインフルエンザの予防接種が１，８９６万８，０００円、子宮頸がんワクチ

ンの予防接種が４，０１６万円となっています。 

それと、不用額の要因ですけれども、見込みよりも接種者の数が少なかったということによる

ものです。 

接種者が見込みより少なかった原因としましては、新型コロナウイルスについては、令和５年

４月に国が新型コロナウイルス感染症を感染症法上の２類から５類に移行するということを示し

たことで、市民のワクチン接種に対する意識が低下したこと、また、子宮頸がんについてですけ
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れども、過去に副反応の重篤症例の報告が相次いだことなどから、国の通知により、一時積極的

な勧奨を差し控えていたという経緯もございまして、接種につながっていない一因となっている

と推測されます。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

新型コロナウイルスについては、５類になったということで、有料化になったわけですよね。

で、有料化になることが分かっている前提で、多分そのときに接種される方は減るのではないか

なというような、見積時にそういう想定はなかったのでしょうか。 

執行部  当初の予算額と最終の予算額を含めて、御説明をあわせてさせていただこうと思いま

す。 

まず、委託料ですけれども、当初予算額が６億２７７万３，０００円に対し、新型コロナウイ

ルスワクチンが令和６年度から定期接種となるということが決まりましたので、令和６年９月補

正において、委託料として、予防接種委託料を４億９，０７３万３，０００円、接種情報システ

ムに入力するための電算パンチ委託料として、５６８万３，０００円、こちらを増額補正させて

いただいて、補正後の委託料ですけれども、１０億９，９１８万９，０００円となりました。 

ただ、３月補正で、執行見込額に合わせ、減額をしたというところで、委託料の最終予算額は

１０億４，８４９万８，０００円となっております。 

９月補正で、実際にコロナワクチンの委託料というところで、補正をさせていただいて、実際

に接種者が少なかったということで、３月補正でも減額をしたのですけれども、それ以上に接種

が最終的には、人数が少なかったという状況になっております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

有料になったので、市民の方もためらったというようなところなのでしょうけれども、そもそ

も予防接種をされる方が減ったことで、当然ながら宇部市民の健康維持というところで、きちん  

と補正をしてワクチンの予算を組まれたと思うのですけれども、そのあたりの影響というのは出

ていないのでしょうか。 

執行部  実際の影響というところですけれども、予防接種をされた方については、罹患するリ

スクを下げる効果が得られるということがあります。 

予防接種をされない場合、当然これは罹患する確率が高くなるということは、そういった可能

性があるということは十分考えられると思います。 

ただ、実際に予防接種、お話をさせていただいた高齢者のインフルエンザや新型コロナウイル

スは、今、定期予防接種になりながらも、実際に接種については、御自分の判断で接種をされる

という類に位置づけられておりますが、市といたしましては、十分接種いただけるように、積極
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的に予防接種についての情報提供という形で、させていただきたいと考えております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

情報提供させていただきたいと思いますということでしたけれども、実際に令和６年度の一定

の減少、なかなか当初の予定が見込めない中で、啓発活動として、新型コロナウイルスだったり

今のインフルエンザだったりというのは、宇部市としてどんな形で啓発活動をされたのでしょう

か。 

執行部  お答えいたします。 

高齢者の季節性のインフルエンザと新型コロナウイルスワクチンについては、市のウェブサイ

トへの掲載及び広報うべ、実際に接種がその年の１０月から翌年２月ということになりますので、

ちょうど今の時期に広報うべにもしっかり周知させていただいております。 

あと、子宮頸がんワクチンについては、実際に接種の対象者が小学校６年生から高校１年生相

当の女性ということになります。 

こちらについてはそれに合わせて、個別に勧奨はがきという形で、接種の勧奨をさせていただ

いております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

ちなみに予定をしていた接種者の方で、実際に接種された方はどのぐらいの割合になりますか。 

執行部  令和６年度の接種率でよろしいですか。はい。 

高齢者のインフルエンザワクチンは対象者から実際の接種された率が５３．７％、それと、新

型コロナウイルスワクチンについては２４％、ＨＰＶワクチンについてですけれども、これは定

期の接種が１８．４％、キャッチアップということで、国が勧奨を差し控えた期間がありますの

で、結局、ＨＰＶは３回打たないといけないのですけれども、令和６年度中に１回打てば、令和

７年度の期間にもう２回は、国のほうで接種ができるという制度がありまして、そちらのキャッ

チアップで２１．９％になっております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

今のインフルエンザワクチンが５０％強、あと残りが２０％台ということで、この数字が高い

か低いかといえば、ワクチン接種には様々な考え方や課題等もあるとは思いますが、やはり２

０％台というのは、今ここで、広報うべとか様々なウェブサイト等でというのはあったのですが、

やはりそのあたりも、もう少し工夫が必要かなというのは今感じさせていただきました。 

それでは、この予防接種の件については、これで終わりまして、次の質疑です。 

款２５衛生費、項１０保健衛生費、目３０母子保健費、決算附属書の１６３ページです。 
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妊娠出産子育て応援給付金、決算ベースで、８，６１０万円となっています。当初予算より２，

１４０万円ほど減額になっています。 

この理由についてお聞かせください。 

執行部  お答えします。 

妊婦赤ちゃん応援給付金は、妊産婦の身体的、精神的、経済的な負担を軽減することを目的に、

１回目は妊娠届出時に妊婦応援給付金５万円を、２回目は出産後に子供１人につき赤ちゃん応援

給付金５万円を支給する制度です。 

令和６年度の当初予算編成においては、令和４年度の実績等を基に、給付件数を、妊婦応援給

付金と赤ちゃん応援給付金を合わせて２，１５０件と見込んで予算を組みましたが、令和６年度

の実績としては、妊婦応援給付金は８５２件、赤ちゃん応援給付金は８７０件、合計１，７２２

件となったため、２，１４０万円の減額となったものです。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

大幅に、２，１５０件が１，７２２件ですか。２割以上減ったわけですが見込みより大幅に減

った理由について、お聞かせください。 

執行部  お答えします。 

妊婦赤ちゃん応援給付金につきましては、妊娠届出数の減少、それに伴い、出生数が減少して

いることが主な要因と考えています。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  先ほど実績に基づいてということでありました。 

実績に基づいて、基本的には増やす方向なのでしょうか。 

執行部  お答えします。 

令和４年度からこの事業を開始しておりますけれども、令和４年度の実績の段階で、妊娠届出

数が１，０５９件、出生が１，０１６件となっております。 

予算の編成の段階で、令和４年度の実績と令和５年度の執行状況を見ながら令和６年度の計画

を立てておりましたけれども、そのまま少し減少はするかもしれないけれども、千人程度という

ところで、令和６年度の予算を編成したところになります。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  揚げ足を取るようで申し訳ないのですが、減らないだろうという

予測はどういう根拠をもってされたのでしょうか。 

執行部  減らないだろうという言葉が不適切でしたけれども、大幅に減らないだろうというと

ころで若干は減るとは予測はしていたのですけれども、この給付金は全国統一で実施しているも

のになりまして、やはり、自治体のどこか１か所で給付をされて転入したら宇部市では給付しな
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いということで、転出入等にも影響してくるものになりますし、１件がやはりかなり大きな金額

になっておりますので、それに伴って若干減少はさせて、令和４年度令和５年度の状況で、当初

予算を組ませていただいたというところになります。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  今の転出入というお言葉ありましたけれども、どのぐらい今回の

中で影響があったのでしょうか。 

今転出入の影響が大きかったというふうな御答弁だったのですけれども、具体的な数字を教え

てください。 

執行部  すみません、転出入については今数字を持っておりませんのでお答えできません。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  今の答弁の中でそういう転出入の影響がというのが一番多分大き

かったというふうな、転出入に影響もということなので、数字を把握されて言われているのかな

と思ったのですが、またその数字については後ほど確認をさせてください。 

それでは次の質疑に移ります。 

委員長（猶  克実 君）  その確認はいつするのですか。 

委 員（青谷 和彦 君）  いつにしましょうか。終わった後に。それかこの間にあれですか。 

どのタイミングで。一応数字を確認したいのですけれども。 

委員長（猶  克実 君）  留保事項にするという意味ではないですか。はい。 

質問を続けてください。 

委 員（青谷 和彦 君）  それでは、次の質疑に移ります。 

款２５衛生費、項１５環境対策費、目５環境対策総務費、決算附属書の１６９ページです。 

まず最初に、地域温暖化対策地域協議会業務委託料３２９万１，０００円、決算ベースです。 

この業務内容、委託先、成果についてお尋ねします。 

執行部  地域温暖化対策地域協議会業務委託料の業務内容につきましては、地球温暖化対策地

域協議会の運営と、地球温暖化防止活動の推進になります。 

成果につきましては、宇部まつりや図書館、新天町などでの啓発活動や、ショートムービーコ

ンテストの実施、省エネクイズを通しての省エネ活動の呼びかけや、太陽光発電、グリーン電力

証書の購入及び仲介などになります。この啓発活動による地球温暖化に対する意識向上が図られ

たものと考えております。 

また、委託先につきましては、宇部市地球温暖化対策ネットワークになります。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

今、成果なのですけれども、グリーン電力の購入につながりましたという御答弁があったので
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すけれども、少し詳しく教えてください。 

執行部  まず、宇部市地球温暖化対策ネットワークの活動に当たりまして、５００キロワット

アワーを購入いたしました。 

また、ＵＢＥクラシックコンサートにおいて、２，０００キロワットアワーの電力証書の購入

について仲介したところです。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  確認なのですが、宇部市地球温暖化対策ネットワークがグリーン

電力の購入の仲介をしたというのが成果ということでよろしいですか。 

執行部  まず、成果といたしまして、実際に購入した成果が１つあります。 

これが宇部市地球温暖化対策ネットワークの活動で５００キロワットアワーを購入いたしまし

た。 

ＵＢＥクラシックコンサートの２，０００キロワットアワーについては、購入するに当たって

の仲介をしたということになります。 

それが成果になります。 

委 員（青谷 和彦 君）  繰り返しなのですが、５００キロワットアワーの電力を購入した

のは、今の、どこが誰から購入されたのですか。 

執行部  こちらの宇部市地球温暖化対策ネットワークが活動するに当たって、電力を消費いた

しますので、宇部市地球温暖化対策ネットワークが買いました。５００キロワットアワーになり

ます。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  どこから。 

執行部  どこから買ったかは分からないです。 

委 員（青谷 和彦 君）  今そのグリーン電力を買われたのが実績。これは別に宇部市地球

温暖化対策ネットワークではなくても、どこでも買える電力なのですか。 

執行部  どこでも買えます。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

どうも私の感想から言いますと、成果というのがどういう成果なのかよく把握できないところ

なのですが。 

ちなみに、この業務委託は令和６年度で何年目になりますか。 

執行部  こちらの宇部市地球温暖化対策ネットワークは平成１４年１０月に設立されていると

ころです。 

こちらについては地球温暖化対策推進に関する法律に基づいて設置しているのですけれども、
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事務局について民間委託したということで、こちらが平成１７年７月から事務局を民間に委託し

まして宇部市地球温暖化対策ネットワークということになっております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ということは、令和６年度で１９年間ですか。２０年間ですかね。 

はい。 

長い間委託されているなという印象なのですが、その成果物として、もう少し何か具体的なも

のが出てくるといいのかなというふうには思います。 

それでは続きまして、そこと同じ、環境対策総務費なのですが、地域脱炭素化調査業務委託料、

決算金額で９４１万６，０００円の内容と成果、委託先について教えてください。 

執行部  地域脱炭素化調査業務委託料についてですが、業務内容につきましては、本市の公共

施設１３か所に太陽光発電設備の導入可能性調査になります。 

具体的には、設置する公共施設、建物について、構造的に置けるものかどうか、また、置く場

合、どの程度の容量が最適になるかなどを調査したものです。 

成果につきましては、調査した１３か所全てにおいて設置可能であることが分かりました。 

また、調査した１３か所全てに太陽光発電設備を設置した場合、合計の容量は約１，４００キ

ロワットになり、これは一般家庭が設置する太陽光発電設備のおおむね３００件分程度となりま

す。 

また、委託先につきましては、株式会社オリエンタルコンサルタンツ山口事務所になります。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  今１３か所の公共施設というお話がございました。 

住宅に例えてお話をしていただいていただいたのですが、ここの公共施設に全て太陽光を置け

るとしたら、１３か所が使用する電力のどのぐらいの割合を太陽光で賄えるのでしょうか。 

委員長（猶  克実 君）  もう一遍、質問をお願いします。 

委 員（青谷 和彦 君）  今質問差し上げたらよく分かる。 

個人の住宅で太陽光つけたら、うちの電気代半分ぐらいなりましたよというようなイメージで

お尋ねをしたわけなので、１３か所の公共施設、それぞれ、パーセンテージは異なるのでしょう

けれども、半分ぐらいはもう、自前で賄えるみたいな話かなというのを……。大丈夫ですか。 

執行部  具体的に申し上げまして、例えば、岬小学校、岬ふれあいセンターについて、１３か

所調査している１か所になるのですが、こちらのほうについて、設備容量を３６．０８キロワッ

トと容量を最適容量と算出しております。 

ちなみにこの容量で設置いたしますと、こちらの施設については、自家使用の９９％が賄える

という計算になっております。 

以上です。 
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委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

地元岬のお話をしていただいて。９９％ということは、もう本当にすぐにでも事業化したほう

がいいのかなという思いになりました。 

ありがとうございました。 

それでは４点目、款２５衛生費、項２０清掃費、目１５じんかい処理費、決算附属書の１７５

ページです。 

ごみステーション設置費補助金、決算ベース６３１万４，０００円です。様々なごみ問題があ

る中で、６９万円ほど不用額が出ています。 

この要因と事業概要について教えてください。 

執行部  お答えいたします。 

まず事業の概要から御説明をさせていただきますが、ごみステーションの美観の形成と収集効

率の向上、不法投棄の防止を目的に、自治会に対し、設置費用の一部または全部を補助するもの

でごみステーションを更新する際には、上限額を１５万円とし、設置費用の２分の１の額を、２

つ以上のごみステーションを統合する場合は上限額を２０万円とし、設置費用の全額を、不法投

棄防止を目的とした看板を設置する場合には上限額を１０万円とし、設置費用の全額を補助する

制度でございます。 

令和６年度の当初予算より減額となった理由についてですが、令和５年度の実績見込みから、

当初予算では、ごみステーションの更新が８０件、ごみステーションの統合が１０件、不法投棄

防止看板の設置が１０件で７００万円の予算を計上しておりましたが、ごみステーションの更新

が６３件、ごみステーションの統合が６件、不法投棄防止看板が４件と、いずれも当初予算を下

回る申請件数となり、年度末の自治会総会時期の駆け込みの申請も想定しておりましたが、結果

的に、６８万５，３０４円の残額が生じたところです。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

要望したいところですが、委員長に注意をされておりますので、以上で終わります。 

ありがとうございました。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、青谷委員の質疑は終わりました。 

次に、順位第２番、五十嵐委員の発言を許します。五十嵐委員。 

    〔委員 五十嵐 仁美 君 質問席へ移動〕 

委 員（五十嵐 仁美 君）  早速質疑に入ります。 

成果説明書の８ページにあります、休日・夜間救急診療所運営経費の受診状況表示システム構

築事業についてお尋ねします。 

まず、このシステムの概要について説明をお願いします。 
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執行部  それでは、システムの概要について説明させていただきます。 

休日・夜間救急診療所受診状況表示システムは、休日・夜間救急診療所内に設置している表示

盤や、ウェブサイト上で、診療所の待ち人数を確認できるシステムです。 

システムを稼働しているのは、日曜、祝日、盆、年末年始で、診療科ごとに通し番号を受診者

に付与し、問診記入待ち、診察待ち、会計待ちと、それぞれの順番が表示されて、分かるように

なっているシステムでございます。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  では続きまして、それの効果及び評価について、説明をお願い

します。 

執行部  では、お答えいたします。 

この表示システムでは、診療所の待ち人数がリアルタイムで表示されるため、受診者の待ち時

間に対する不安の解消やストレスが軽減される効果があります。 

また、診療所内の表示盤だけではなくて、スマートフォンやパソコンを利用して、簡単にアク

セス可能な設計となっているため、情報へのアクセスが非常に便利である点も大きな特徴であり、

受診を考えている人が、前もって、診療所の待ち人数を把握できるのもメリットの１つであると

考えております。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  ということは、待ち時間の短縮というか、そういうことは可能

ということでしょうか。 

執行部  お答えいたします。 

待ち時間の短縮ということにつきましては、この表示システムが受診者だけではなくて、スタ

ッフ、従事者も確認することができます。 

それによって、どの診療科が今どういう状況なのか、どのぐらい込み合っているのか、また、

どの段階が滞留しているのかというのが分かることで、スタッフの中での応援体制、そういった

ものがとられることによって、スムーズに円滑に流れることで、患者の待機の時間も少しは短縮

できるという効果もあるのかなと考えております。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  混雑の緩和というところでは、少し効果があるということでよ

ろしいでしょうか。 

分かりました。 

続きまして、成果説明書１３３ページ、母子の産後ケア事業についてお尋ねします。 

まず、この産後ケア事業の目的を教えてください。 

執行部  お答えします。 
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産後ケア事業には、産科医療機関で宿泊または日中の時間に取り組む個別型や助産師等が家庭

を訪問して取り組む訪問型、さらに令和６年度から開始したサークル形式で取り組む集団型の３

つの形態があります。 

それぞれの母子の状況に適した形態で御利用いただき、育児保健指導や情報提供等を行うこと

で、出産して、退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等、きめ細かい支援を実施

するものです。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  次に、出産者数に対する個別訪問、それぞれの利用状況を教え

てください。 

執行部  お答えします。 

令和６年度のタイプ別の利用状況をそれぞれ実人数でお答えしますと、産科医療機関を利用す

る個別型は６５人、助産師による訪問型は１０４人、そして集団型が１８人で、合計１８７人の

産婦が利用されています。 

令和６年の出生数は８７５人ですので、双子の産婦などもおられることから、参考となります

が、出生に対して２割を超える方が、産後ケア事業を利用されています。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  では、この産後ケアの効果をお尋ねします。 

執行部  お答えします。 

利用者からは、久しぶりにゆっくり食事や入浴ができた、離乳食や育児の相談ができて安心し

た等の声を多くいただいているところであり、産婦の育児不安の解消や心身の休養、体調の回復

につながったものと考えております。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  この利用の周知方法、どのように周知しているのか教えてくだ

さい。 

執行部  お答えします。 

ウェブサイトへの掲載や本事業のチラシを産科等の医療機関をはじめ、関係機関等に配布し、

妊産婦へ周知するとともに、妊娠期から産後の不安を解消するため、妊娠届出及び妊娠７か月面

接等において、妊婦に対して直接具体的に説明をしています。 

また、出産後は、産婦健康診査や赤ちゃん訪問等を通じて、関係機関等と連携しながら、支援

が必要な産婦には積極的に利用を進めています。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  対応は十分にされているのか、そのあたりもお尋ねします。 

執行部  お答えします。 
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引き続き、妊産婦健診などの機会をとらえて、制度の周知と利用勧奨に取り組んでいきます。 

また赤ちゃん訪問や子育てサークル、一時預かり等、産後の育児不安の解消につながる、その

ほかの支援サービスもありますので、母子の状況に応じて、それらのサービスと組み合わせるこ

とで、効果的な推進を図っていきます。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  赤ちゃん訪問されているということですけれども、その対象は

全員ということでしょうか。 

そして、いつ頃それはされるのでしょうか。 

執行部  対象は全員になります。 

生後４か月になるまで、およそ大体生後３か月頃になりますけれども、全家庭を訪問させてい

ただいて、赤ちゃんの様子、お母さんの様子を確認させていただいて、必要な情報を提供してお

ります。 

以上になります。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  出産後しばらくは何ともないけれども、だんだんその子育てを

しているうちに、やはり不安とか、いろいろストレスがたまったりして、体調が悪くなったりと

かそういうことがあった場合に、ちょっとつながりが切れてるような状態がもしかしたらあるか

もしれないのですけれども、そういう方々はどうすればよろしいのでしょうか。 

執行部  お答えします。 

子育ての総合相談窓口として、うべこども家庭センターＵｂｅハピもございますし、乳児期は

それぞれ乳児健診もあります。 

小児科のほうでお母さんの様子を見て少し疲れているなあということであれば、小児科のほう

で産後ケア等も進めていただけますし、関係機関と連携をしながら必要な方に提供できるような

体制をとっております。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  必要なときに十分に支援をしていただけるという体制は十分で

きているということで、よろしいですか。はい。 

以上で、質疑を終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、五十嵐委員の質疑は終わりました。 

次に、順位第３番、荒川憲幸委員の発言を許します。荒川委員。 

    〔委員 荒川 憲幸 君 質問席へ移動〕 

委 員（荒川 憲幸 君）  日本共産党宇部市議会議員団の荒川です。よろしくお願いします。 

それでは、まず、成果説明書の９０ページから９１ページ、公害対策推進費のうちの大気汚染

対策経費から水質汚濁対策経費、それから騒音振動対策経費、この３つの経費についてそれぞれ
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過去５年間の決算額の推移、それと、その具体的な内容、またその成果についてお尋ねいたしま

す。 

執行部  各経費の決算額の推移について申し上げます。 

大気汚染対策経費の過去５年間の決算額ですが、令和２年度は３７９万７，９２６円、令和３

年度は４３４万６，３７６円、令和４年度は４９７万６，７２６円、令和５年度は５３３万１，

９５４円、令和６年度は５０９万８，７２９円です。 

続きまして、水質汚濁対策経費の過去５年間の決算額ですが、令和２年度は４１８万２，５９

３円、令和３年度は４３６万６，４６５円、令和４年度は３７４万３５２円、令和５年度は４１

３万３，０２５円、令和６年度は４２９万７，４７３円です。 

続きまして、騒音振動対策経費の過去５年間の決算額ですが、令和２年度は１９０万５，０８

４円、令和３年度は２２０万８，１５６円、令和４年度は２６１万６，０８７円、令和５年度は

２４０万３８５円、令和６年度は２４９万１，１７０円です。 

次に、各経費の具体的な内容について申し上げます。 

大気汚染対策経費の具体的な内容ですが、市内企業と結んでいる環境保全協定にも基づく細目

協定の遵守状況の確認と降下ばいじんの分析を行っております。 

水質汚濁対策経費の具体的内容ですが、市内企業と結んでいる環境保全協定に基づく細目協定

の遵守状況の確認と、ゴルフ場の協定の遵守状況の確認、また、都市河川等の環境汚染状況の確

認を行っています。 

騒音振動対策経費の具体的な内容ですが、市内企業と結んでいる環境保全協定に基づく細目協

定の遵守状況の確認と、騒音規制法に基づく一般地域騒音及び自動車騒音の状況の確認を行って

います。 

次に、各費目の成果について申し上げます。 

大気汚染対策経費の成果ですが、市内企業と結んでいる環境保全協定に基づく細目協定におい

て、全ての企業が協定値以下の測定結果が出ています。 

また、降下ばいじん量の調査結果については、１平方キロメートル当たり１か月に３．０４ト

ンで、行政目標値の４トン以下になっています。 

水質汚濁対策経費の成果ですが、市内企業と結んでいる環境保全協定に基づく細目協定におい

て、市の立入り調査では、全ての企業が協定値以下の測定値となっています。 

また、ゴルフ場についても、協定値以下の測定結果で、都市河川等についても良好な水質を確

認しています。 

騒音振動対策経費の成果ですが、市内企業と結んでいる環境保全協定に基づく細目協定におい

て、全ての企業が協定値以下の測定結果が出ています。 

また、騒音規制法に基づく一般地域騒音及び自動車騒音の状況については、国道１９０号で環
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境基準を超えている箇所があり、環境省に調査結果を報告しています。 

以上です。 

委 員（荒川 憲幸 君）  経費について、大気汚染に関しては、少しずつですけれども、決

算額が上昇傾向にある。水質については同じぐらいの金額ですかね、５年間余り変化がない。騒

音については若干上がっているかなという感じです。 

それぞれ物価高騰分だとか人件費分とかそういったものが影響しているのですか。実質的には

どうなのですか。分かりますか。 

執行部  経費の各年度で変化しているものについては、物価高騰や各企業との協定に基づく調

査項目や内容、それによって各年度、変化がありますので、そういったのに合わせて変化してい

るような状況です。 

以上です。 

委 員（荒川 憲幸 君）  分かりました。 

特にその中身が変わったとか基準が変わったとかそういうことではないということで。 

令和６年度の環境審議会の議事録を読ませていただきました。令和６年７月２４日に行われた

第１回の議事録では、ＵＢＥ三菱セメントの中で、これ市が調査された立入検査の結果ですか。

基準の排ガスばいじん測定で、協定値オーバーが見つかったと。排出量についても協定値を超え

ていたという報告がされています。それ以外にも、フタル酸ジメチルの排出事故がありましたよ

とか、ＮＯｘガスの排出事故があって協定値を超えたということがありましたとか、排水におけ

る協定値の増加があったというような報告がされています。 

第２回の審議会、令和６年１１月２０日ですけれども、ここでは、宇部マテリアルズ株式会社

は協定されてないのですか。悪臭があったということで報告をされています。今現状値が非常に

高いということで、毎年度、調査対象に加えたというような報告がされています。 

第３回の審議会では、事故報告としてフェノールの排出事故がありましたというようなことが

あって、毎回毎回、これ以前の環境審議会においても、いろいろな事故報告だとか協定値オーバ

ーというようなものが報告がされているわけです。 

しかもその悪臭については、まだまだいろいろな地域の方からも臭いよという話を、よく聞き

ます。 

こうした事故や協定値オーバー、未然防止の観点からいえば、非常に重要な仕事だというふう

に思います。特に立入検査というのは、非常に効果があるのではないかなというふうに考えてい

ますので、ぜひこの辺は手を抜かずにしっかりと続けてやっていただきたいと考えています。 

ただその、以前私は審議会のメンバーでもあったのですけれども、審議会にいれば、結構そう

いう情報が着実に入ってくるのですけれども、以前、議会が審議会から抜けたわけですよね。 

そのときに、審議会の開催状況だとか内容については、議会に報告するようにという約束がされ
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ていたのですけれども、これについてはどのように対応されていますか。 

執行部  審議会についての議会への報告、委員会への報告のことなのですが、まず少なくとも

令和５年度以降については委員会には報告していないというのが確認できました。 

報告していなかったものについては、大きく環境への市民に直接の影響があるものではないと

いうのを判断したような中で、そこまではしていないと考えております。 

以上です。 

委 員（荒川 憲幸 君）  審議会の議事録で見ますと、いろいろな事故の報告があって、住

民からの苦情がないということで、影響がなかったというふうに判断していますというような、

記録があります。住民からの苦情がないから影響がないということではないと思うのです。苦情

があっても言わない人も結構多いです。至るところで悪臭について今でもたくさん聞きます。 

ですから、やはりしっかりそういった状況については、苦情がないから影響ないということで

はなくて、伝えていくということが重要ではないかと思います。 

そういう協定値オーバーに関する情報を、いろいろな形で提供することが未然防止にも役立っ

てくるのではないかと思うので、その辺しっかり対応していただくようにお願いをいたします。 

それから２点目で成果説明書の９２ページに、集団回収奨励経費があります。 

これについても過去５年間の決算の推移と、それから過去５年間の回収量の推移、そして集団

回収の対象品目についてお願いいたします。 

執行部  お答えいたします。 

まず１点目の集団回収奨励金の過去５年間の決算額の推移についてですが、令和２年度が５６

４万５，６８０円、令和３年度が４９０万９，１７０円、令和４年度が４３６万１，１５０円、

令和５年度が３７６万９，１５５円、令和６年度が３３０万１０円と、年々減少しています。 

第２点目の過去５年間の集団回収量の推移ですが、令和２年度が１，１２９０トン、令和３年

度が９８２トン、令和４年度が８７２トン、令和５年度が７５４トン、令和６年度が６６０トン

と、こちらも年々減少しています。 

第３点目の集団回収の対象品目ですが、新聞、雑誌、段ボールなどの古紙、空き缶などの金属

類に加え、空き瓶、古着などの古繊維類を対象物としています。 

以上でございます。 

委 員（荒川 憲幸 君）  年々回収量が減ってきています。 

この点については以前も集団回収の在り方、取組について、ぜひ広く取組をする団体を増やす

ための努力をしてほしいという要望をさせていただいたのですけれども、この間どんな努力がさ

れたのか、令和６年度ですね、よろしくお願いします 

執行部  お答えいたします。 

令和７年４月から役員の負担軽減を図ることを目的の一つとして、集団回収奨励金の申請手続
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について、スマートフォンによる電子申請システムを導入いたしました。 

これにより、これまで申請書に収集量や金額を計算し、記入したりする手間や各ふれあいセン

ターに提出に行く、または、廃棄物対策課へ郵送するといったことが必要なくなりましたので、

この負担軽減が少しでも集団回収の継続につながればというふうに考えております。 

また、集団回収は子供会の事業という認識をお持ちの自治会も少なくありませんので、登録廃

止の届出などがあった場合には、後継団体への事業承継を働きかけたり、３Ｒ講座等の機会を通

じて、集団回収制度の意義の周知を図っているところでございます。 

以上でございます。 

委 員（荒川 憲幸 君）  見込みはどうですか。増えそうですか。 

執行部  現状としては、今２０１団体ほど登録をいただいておりますが、この現状維持を目指

していきたいなというところかと思います。 

以上でございます。 

委 員（荒川 憲幸 君）  いろいろな団体が活動していく上での資金にもなっていくので、

しっかり広げていただくようにお願いをしたいと思います。 

それから本市についてはペットボトルが、今、水平リサイクルということで、リサイクルの対

象になっているのですけれども、先ほど、答弁がありましたその対象品目についてペットボトル

は入っていないのですよね。 

ある業者がペットボトルの回収を始めましたということで、ペットボトルを実際に集めておら

れる団体があるのですけれども、対象品目になっていないということを御存じない。 

ぜひペットボトルについてもかさばるし、重量はないし、実際に重さで補助されるということ

なので余り効果はないかと思うのですけれども、ペットボトルについても対象品目にぜひ指定し

ていただきたいと思うのですけれども、その点いかがですか。 

執行部  お答えいたします。 

御指摘のとおり、現段階では対象としておりません。 

ペットボトルは今水平リサイクルの普及に伴い、再生利用可能なものとして取引が実際に行わ

れておりますけれども、現在本市が対象としている古紙などの品目は全て法律上、専ら再生利用

の目的となる廃棄物として提示されている品目でありまして、ペットボトルは対象品目と今現在

はされておりません。 

今後、ペットボトルの取扱いについては国や他市、それから処理の状況、再生利用という処理

の状況について今後の動向を注視しながら、適正に対応していきたいというふうに考えておりま

す。 

以上でございます。 

委 員（荒川 憲幸 君）  もう、実際に令和６年度からペットボトルの回収を始めた団体の
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方もおられます。 

ぜひそういった方の努力にも答えていただけるように、検討をよろしくお願いいたします。 

以上で、終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、荒川委員の質疑は終わりました。 

執行部。 

執行部  恐れ入ります。 

すみません、先ほどの青谷委員の質問にお答えさせていただいてもよろしいでしょうか。 

委員長（猶  克実 君）  発言を許可します。 

執行部  先ほど転入等についての数字はどうだろうかということで、令和６年度の転入人数に

つきましては、５０人というような数字が出ておりまして、赤ちゃんについては３０人という数

字になっております。 

で、見積りに対して決算がというところになりますけれども、この応援給付金の予算編成のも

とにしている根拠の一つが、妊娠届出数がありますけれども、届出数の推移を見ると、令和３年

が１，０１１人、令和４年が１，０５９人、令和５年が８７３人、令和６年が８３９人と、本市

でも少子化が進行する中で、令和３年から令和４年は、若干増加しておりましたので、その増加

も見込みまして、それと転入の妊婦がいらっしゃるということで、令和４年度・令和５年度の執

行状況を見て、予算編成をしております。 

少子化の進行をするということはもちろん思っておりますけれども、若干減少するという方向

でも考えながら、不足するということについては妊産婦への支援が遅れるということになります

のでそういったことがないようにということで、結果としては令和４年度実績をもとに予算を編

成させていただいたところになります。 

以上です。 

委員長（猶  克実 君）  青谷委員、よろしいですか。はい。 

以上で、衛生費に対する質疑は終わりました。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  次に、農林水産業費について、質疑を行います。 

質疑の通告が５名あります。順次発言を許可します。 

順位第１番、青谷委員の発言を許可します。青谷委員。 

    〔委員 青谷 和彦 君 質問席へ移動〕 

委 員（青谷 和彦 君）  それでは、質疑をさせていただきます。 

まず、最初に、款３５農林水産業費、項１０農業費、目２０農業振興費、決算附属書の１８３

ページです。 

スマート農業導入事業費補助金、決算額が９７４万円となっています。この補助対象となった
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事業の内容について教えてください。 

執行部  お答えいたします。 

スマート農業導入事業費補助金の補助対象となった事業の内容についてお答えいたします。 

このスマート農業導入事業は、農業の作業効率、それから生産性の向上のため、ＩＣＴやＩｏ

Ｔ等の先端技術を活用した農業機械の導入に係る経費の一部について補助を行うものです。補助

率につきましては、２分の１の補助、上限は１００万円となっております。 

また、この補助金が使える対象者というのは、スマート農機を導入する市内の農業者であれば、

規模の大小などを問わずに活用することが可能となっております。 

続けて、実績を申し上げさせていただきます。 

令和６年度の主な導入機器の実績といたしましては、ラジコン草刈機、農業用ドローン、米の

光選別機、ＧＰＳ機能のついた直進アシスト付き田植機などとなっております。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  事業内容をもう少し詳しく、この件はこのぐらいの金額みたいな

上から３つぐらいでもいいのですが、ちょっと教えていただけるとありがたいです。 

執行部  補助対象経費につきましては、例えば、農業用ドローンであれば３００万円弱の金額、

２８８万円といった金額となっております。また、ラジコン草刈機につきましては１３４万円の

補助対象経費となっております。それから、光選別機につきましては補助対象経費が２０６万９，

０００円となっております。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

今の３事業でほぼ補助金の額と思うのですが、それぞれ件数は１件ずつですか。それとも何件

かに分かれているのでしょうか。 

執行部  今、お答えさせていただいたのはあくまでも補助対象経費ですので、その３つだけと

いうことではございません。主なドローンであれば２件の導入実績、それから、ラジコン草刈り

機であれば３件の実績、光選別機については１件の実績となっております。今申し上げたもの以

外ですと、ＧＰＳ機能付きトラクターが３件、そういった実績になっております。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

それぞれ法人ではないかもしれませんが、団体、１つのところで、例えばドローンが２件、そ

れとも別々なのか、補助対象者はそれぞれ、延べ何人というか何件ぐらいあるか教えてください。 

執行部  お答えいたします。 

令和６年度、法人が６法人で、個人農家が５人となっておりまして、それで具体的に農業用機

器ごとの法人か個人かをお答えをするという認識でよろしいですか。 
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委員長（猶  克実 君）  数だけでいいです。執行部。 

執行部  ドローンであれば、法人が１法人、個人が１人となっております。それから、ラジコ

ン草刈り機につきましては、個人が２人となっております。また、光選別機については、個人の

農家となっております。それから、ＧＰＳ機能付き田植機等は、全て法人が導入されているとな

っております。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  補助対象となった個人と法人を合わせて、様々機器を申請されて

いるのでしょうけれども、何件の方が申請をされたでしょうか。 

執行部  個人法人と合わせて、１１件の申請となっております。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  では、延べではなくて、１１件の個人・法人の方がいらっしゃっ

たということですね。 

はい、ありがとうございます。 

それでは、次に移ります。 

款３５農林水産業費、項１０農業費、目２５農産物対策費、決算附属書の１８７ページです。 

まず最初に、ライスセンター基金積立金が、予算では１０万円、決算では５０万円となってい

ます。４０万円増額になった理由を教えてください。 

執行部  ライスセンター基金につきましては、船木地区にある市所有の米の乾燥調製施設の整

備に要する経費の財源を確保するために設置した基金となっております。 

この船木ライスセンターにつきましては、利用者からの利用料を原資に、ＪＡ山口県の宇部統

括本部によって管理運営されており、維持管理に要する経費を支払った後の余剰金の中から、当

該基金に積み立てるものとなっております。 

この船木ライスセンターの令和６年度につきましては、当初予算額１０万円に対して補正予算

４０万円を組みまして、決算額としては５０万円の積立金となっております。 

この理由といたしましては、令和６年度に乾燥機の更新を行った関係で、基金残高が大幅に減

少したことにより、今後の施設整備に要する経費の財源を確保していくためにも基金の増額が必

要と考えて４０万円を増額した５０万円の積立金を行っているところです。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

ちなみに基金残高は幾らになっていますでしょうか。 

執行部  基金残高につきましては、令和５年度末の基金残高が１，２９９万２，３０５円であ

ったものに対し、基金の積立て、それから取崩しを行って、令和６年度末の残高が３３９万７，

８０７円となっております。 
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以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  今一瞬クエスチョンマークを浮かべましたが、理解ができました。 

ありがとうございました。 

次の楠こもれびの郷基金積立金、これ予算では７００万円となっていましたが、決算では皆減

となっています。この理由を教えてください。 

執行部  楠こもれびの郷基金積立金は、指定管理者の収益の中から、施設整備等に要する費用

に充当する財源として、市と指定管理者で協議の上、納付金の額を決定し、当該基金に積立てて

いるところです。 

令和６年度の積立金については、人件費の上昇や物価高騰に加え、レジオネラ属菌対策に必要

な衛生管理コストが増加したことによりまして、指定管理者の収益が低下し、納付金の納付が困

難となったため、積立金の予算に不用額が生じたものです。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

ちなみに令和４年度令和５年度のそれぞれの基金積立金の金額を教えてください。 

執行部  令和４年度の積立金の金額は６００万円、令和５年度の積立金の決算額はゼロ円とな

っております。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  今のゼロ円となった理由として、レジオネラ属菌や物価高騰があ

ったのですが、当初予算を組むときにそのあたり、見積段階で、なかなか把握できなかったので、

７００万円がゼロ円になったという理解でよろしいですか。 

執行部  これまでの基金積立金の予算につきましては、過去の積立ててきた実績、それから、

売上げの予測などに基づいて、市と指定管理者との間で協議を得て算定してきたものですけれど

も、先ほど申しましたように物価高騰などの影響もありまして、最終的には決算額がゼロ円とな

ってしまったためです。 

今後は社会経済の状況等も慎重に見極めながら、予算見積りの段階から、指定管理者の収支予

測についても十分協議検討した上で、より適切な予算が計上できるように努めていきたいと考え

ております。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

確認ですが、令和４年度が６４０万円、すみません、数字が違ったらごめんなさい。令和５年

度がゼロ円で、令和６年度が７００万円。流れを考えると、いきなりゼロ円が７００万円になる

のかなと。物価高騰は当然令和５年度もあったでしょうし、令和５年度がゼロ円なのに、いきな

り令和７年度はもう頑張ってくださいねみたいで、７００万円になったという、その根拠を改め



 - 56 - 

てお尋ねします。 

執行部  まず、基金の積立に対する市の考え方をお話しさせていただければと思います。 

施設をやはり長期的に適切に管理運営していくためには、計画的な更新工事や突発的な修繕等

に備えて、基金を持っておく必要があると考えております。 

特に目標額があるわけではないですけれども、多いにこしたことはないとは思っているのです

けれども、一方で、楠こもれびの郷については、指定管理者に対して、指定管理料を市がお支払

いをしておりません。 

指定管理者の独立運営で経営していただいた収益の中から、積立金の原資となる納付金を市に

納めていただいておりますので、やはりこの納付金の支払いによって、指定管理者の運営が困難

になるようなことがあってはいけないと考えて、真摯に協議に向き合って対応しているわけです

けれども、委員がおっしゃるように、当初予算のときの見積りが甘いのではないかと言われれば、

確かにそのとおりでございますので、今後はやはり予算の段階からそのあたりも踏まえて、予算

計上していく必要があると認識しておるところです。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  改めてなのですが、令和５年度がゼロ円で、令和６年度が７００

万円という、今の御答弁の中で、何でいきなり７００万円になるのという、なかなかその辺の懸

念が払拭されないのですが、もう一度よろしいですか。明確に。 

執行部  基金の積立金に関しましては、過去を遡って調べてみたところ、開館当初が５００万

円の積立金であって、平成２１年度ですけれども、それ以降平成２２年度から令和２年度までの

間はずっと７００万円の積立てをしていただいてきていた実績がございます。 

コロナ禍を経て、令和３年度令和４年度は６００万円の積立金にはなっておりますけれども、

これらというのは売上げを基に、売上げがそんなに落ち込んでいないという考えのもとで、同額

の予算を計上してきたというところでございます。 

やはり実際に積み立てるという段階になったときには、売上げが伸びたという部分よりも、収

益にも着目してあげないといけないのかなと考えておりますので、そのあたりの認識が甘かった

と考えておるところです。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

もう少し寄り添ってあげるとはちょっとおかしいかもしれませんが、もう少し関わっていただ

けるとそういう金額にならなかったのかなという個人的な思いがあります。 

以上で、終わります。 

ありがとうございました。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、青谷委員の質疑は終わりました。 
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次に、順位第２番、浅田徹委員の発言を許します。浅田委員。 

    〔委員 浅田  徹 君 質問席へ移動〕 

委 員（浅田  徹 君）  では早速、質疑を始めさせていただきます。 

成果説明書１５４ページ、水産業担い手育成確保支援経費内の新規漁業就業者生産基盤整備事

業費補助金についてですが、令和５年度は１人２００万円という額になっておりましたが、令和

６年度は３人で７７６万円、平均すると１人２６０万円と、３０％増という形になっていますが、

この理由はどういうことでしょうか。 

執行部  お答えいたします。 

新規漁業就業者生産基盤整備事業は、漁業協同組合が新規就業者に対して行う就業に必要な漁

船や漁具等のリース事業を県と市が合わせて５０％を補助する事業で、令和５年度までは事業費

の対象限度額が４００万円となっていましたが、令和６年度には上限額が８００万円に拡大され

ました。 

このため、令和６年度につきましては、新規に就業された３人に対する補助金額が７７６万２，

０００円となっており、１人当たりの金額が増額となったものです。 

以上です。 

委 員（浅田  徹 君）  より手厚くなったというふうにとらせていただいてよろしいでし

ょうか。はい。 

その次ですが、成果説明書の１５５ページ、漁業資源対策補助経費、この中の漁業資源増養殖

事業費補助金の一覧表がありますが、その種苗種類が、令和５年度と令和６年度違っております

が、種苗の決定の経緯、また、この種苗放流によって、期待される効果をお答えください。 

執行部  お答えいたします。 

令和６年度に漁業協同組合が実施しました漁業資源増養殖事業費補助金の種苗放流につきまし

ては、前年度に当たります令和５年１０月に市内の漁業協同組合とヒアリングを行い、漁業者が

放流したい魚種及び数量を把握し、調整した上で決定しております。 

次に期待される効果ですが、漁業者が希望する市場価値の高い魚種を適切な時期に放流するこ

とで、水産資源の回復と漁業者の所得向上につながることが考えられます。 

以上です。 

委 員（浅田  徹 君）  この放流した魚種については、漁業者がその後１年２年で育つも

のではないとは思いますけれども、そういう漁業者が取られた魚種との関連性はなかなか考えに

くいとは思うのですけれども、そういう漁獲量に対する関連性は、何かしら見いだしているので

しょうか。 

執行部  お答えいたします。 

なかなか漁獲量自体が直接出てくるというものが、宇部市の統計年報もあるのですけれども、
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これでは地物という一括りになっておりますので、明確な数字が出されないのが現状です。 

ただ、やはり漁業者への聞き取りをしますと、もちろん漁業者の聞き取りなので肌感というと

ころにはなるかと思いますけれども、放流した魚種については、若干増えているというような声

も寄せられております。 

以上です。 

委 員（浅田  徹 君）  自然相手のことですのでなかなか計算どおりというわけにはいか

ないと思いますけれども、そういった中でも、漁業者、宇部の漁業の灯をともし続けるためにも、

漁業者としっかりと連携して、続けていっていただければいいと思います。 

以上、で終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、浅田委員の質疑は終わりました。 

次に、順位第３番、吉松剛委員の発言を許します。吉松委員。 

    〔委員 吉松  剛 君 質問席へ移動〕 

委 員（吉松  剛 君）  誠和会の吉松です。 

それでは早速質問をさせていただきます。 

款３５農林水産業費、項２０水産業費、目１５水産業振興費、成果説明書で言いますと１５５

ページ、決算附属書の１９１ページ、うべ産水産物認知度向上推進経費の中のうべ産水産物プロ

モーション業務委託料について、その委託業者の選定方法と委託先を教えてください。 

執行部  お答えいたします。 

本業務の委託につきましては、公募型プロポーザル方式を採用し、公募したところ、３者の応

募があり、審査の結果、株式会社宇部日報社が委託先となっています。 

以上です。 

委 員（吉松  剛 君）  それでは、株式会社宇部日報社が委託先ということですけれども、

その委託業務の内容について教えてください。 

執行部  お答えいたします。 

業務内容は、令和６年１０月１日から１１月３０日にかけて、鮮魚店と共創し、開催した販売

促進キャンペーン、うべの魚を食べようキャンペーン及び令和７年１月１５日から２月２８日に

かけて、飲食店と共創し、開催したグルメフェア、第２回うべ地魚フェア～レンチョウまつりの

企画運営となっています。 

以上です。 

委 員（吉松  剛 君）  今２つほど業務がありましたけれども、それぞれの成果がありま

したら教えてください。 

執行部  お答えいたします。 

まず、うべの魚を食べようキャンペーンの成果につきましては、参加店舗数が２０店舗、対象
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商品の売上数が４，３５５個となっており、参加店舗からの聞き取りによる売上金額は推計では

ありますが、約２，０６０万円となっています。 

次に、第２回うべ地魚フェア～レンチョウまつりの成果につきましては、参加店舗数が３２店

舗、対象メニューの注文数が３，２４１品となっており、参加店舗からの聞き取りによる売上金

額は、こちらも推計ではありますが、約１，３００万円となっています。 

以上です。 

委 員（吉松  剛 君）  今の業務２つとも大変効果があったと思っています。 

大変いい事業ですので、是非、今後とも水産業の発展・振興のためにも続けていただきたいと

思います。 

以上で、質問を終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、吉松委員の質疑は終わりました。 

次に、順位第４番、林豊廣委員の発言を許します。林委員。 

    〔委員 林  豊廣 君 質問席へ移動〕 

委 員（林  豊廣 君）  清志会の林です。よろしくお願いいたします。 

まず、船木ライスセンターの件について、質問をしようと思ったのですけれども、先ほどの青

谷委員の説明で十分説明が行き届いておりますし、私の聞きたいこともありましたので、改めて

質問することはしません。 

確認ですけれども、このライスセンターの更新経費の中には、ライスセンターの使用者の利用

料も入っているということでよろしいでしょうか。 

執行部  お答えいたします。 

ライスセンターの更新費用につきましては、ライスセンター基金からの繰入金としております。 

この繰入金の原資となっておるのは、ライスセンターを実際に利用される方々の利用料が原資と

なっておるという認識でございます。 

間違いございません。 

以上でございます。 

委 員（林  豊廣 君）  ありがとうございます。 

引き続き、支援のほうよろしくお願いしたいと思います。 

それから２番目ですけれども、お茶包括支援経費、特に茶育普及費補助金の用途、それから内

容の説明をお願いしたいと思います。 

執行部  茶育普及費補助金についての事業内容についてお答えいたします。 

本市で生産されるお茶につきましては、市の特産品というふうに考えておりまして、この理解

と親しみやすさを深めていただくため、また家庭でお茶を入れてもらうということ、こういった

ことを習慣化していただくことを目的として、市内の小学校で茶育授業を行っているものです。 
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具体的な方法につきましては、お茶のインストラクターという資格を持った、市内の生産者の

方に講師となっていただきまして、小学校の児童に対して、山口茶を実際に入れて、飲み比べて

いただくことで、お茶の成分と効能、それから温度による味の違いなどを体験し、理解してもら

うといった、授業内容となっております。 

以上でございます。 

委 員（林  豊廣 君）  それでは、先ほどのお茶のインストラクターの方に補助金の一部

をお支払いするという形でよろしいでしょうか。 

執行部  この補助金の支出先につきましては、講師となるお茶インストラクターへの交付とな

っております。 

以上でございます。 

委 員（林  豊廣 君）  ありがとうございます。 

山口茶の生産、それから販売の普及にもつながると思いますので、予算内でどしどしアピール

して普及をお願いしたいと思います。 

続きまして、稼げる農産物生産推進補助金についての使途をお伺いしたいと思います。 

よろしくどうぞお願いします。 

執行部  稼げる農産物生産推進補助金の事業の概要等につきましてお答えいたします。 

まず、この補助事業の目的といたしましては、収益性の高い農産物及び安定供給を目指す農産

物の作付拡大を支援することによって、農産物の付加価値を高めるということを目的としており

ます。 

補助の対象となる品目につきましては、飼料用トウモロコシや、米の品種「恋の予感」、野菜

であればキュウリ、カボチャ、キャベツとなっております。 

それぞれの面積を拡大された品目ごとに、交付単価が決まっておりまして、拡大された面積部

分が補助金の交付対象の面積となっております。 

以上でございます。 

委 員（林  豊廣 君）  近年の補助事業における作付面積が増えたというふうに考えてよ

ろしいでしょうか。 

それとも何か資料があればちょっと教えてほしいと思います。 

執行部  この補助事業は令和４年度からスタートしておりまして、令和４年度の実績につきま

しては、飼料用トウモロコシ、米の「恋の予感」、それからキュウリ、カボチャ、キャベツの合

計の面積といたしましては、約１７ヘクタール、同じく令和５年度の実績といたしましては、約

１２ヘクタール、それから令和６年度の拡大した補助対象となった面積につきましては、約１７

ヘクタールとなっております。 

ですので、３か年を合計して、これまでに約４６ヘクタールの規模拡大が図られたと考えてお
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ります。 

以上でございます。 

委 員（林  豊廣 君）  それでは今の稼げる農産物生産推進補助金については、面積も増

えているということですので、計画的に推進しているという考えでよろしいでしょうか。 

執行部  令和６年度の面積自体は予算ほどの伸びはなかったのですけれども、おおむねこの３

年間をずっと追いかけていったところ、新たに作付面積が拡大された部分が補助対象というふう

に考えた場合、前年と同じところをやっても、これは補助対象となりませんので、４６ヘクター

ルが拡大できたということは、非常に成果があったと考えております。 

以上でございます。 

委 員（林  豊廣 君）  よく分かりました。ありがとうございます。 

この事業も、農産物を含めて稼げる農業を推進していくということがありますので、まだアピ

ールをどんどんしていただきたいと思います。 

以上で、質問を終わります。 

ありがとうございました。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、林委員の質疑は終わりました。 

次に、順位第５番、三好保雄委員の発言を許します。三好委員。 

    〔委員 三好 保雄 君 質問席へ移動〕 

委 員（三好 保雄 君）  無所属、参政党の三好保雄です。 

款３５農林水産業費、項１５林業費、目１５林業振興費についてお尋ねいたします。成果説明

書で１５１ページ、１５２ページです。 

それぞれのところに、森林環境譲与税を活用と書いてありました。具体的に、民有林整備事業

費について、森林の適正な維持管理に対する支援に要した経費ということが書いてありました。 

具体的に伺います。どのようなことに使われるのでしょうか。 

執行部  お答えします。 

民有林整備事業費のうち、森林環境譲与税を活用した主なものですけれども、間伐、下草刈り

等の森林整備を実施した実施者への施業補助金として５６９万９，５９７円、森林所有者への森

林管理に関するアンケート調査の実施に要した経費として、１９０万１，９００円、宇部市立保

育園等へ配布する木製玩具等の製作費として１６９万４，０００円、森林整備に必要な作業道設

置に要した費用に対する補助金として１３１万５，２００円、森林経営管理計画契約に基づく森

林整備として６６万円、スマート林業支援補助金として、高性能林業機器のリース代補助金とし

て４９万８，４００円などとなっております。 

以上です。 

委 員（三好 保雄 君）  ありがとうございます。 
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これに森林環境譲与税を使ったということですね。 

続いて、市有林管理経費、市有林の適正な維持・管理に要した経費も伺います。 

執行部  お答えいたします。 

市有林管理経費のうち、森林環境譲与税を活用したものについては、松林保全管理委託料とい

たしまして、東岐波にあります波雁ヶ浜における松くい虫被害防止のための薬剤注入費用や松林

の維持管理費としまして９０万４，０００円となっております。 

以上です。 

委 員（三好 保雄 君）  続いて、市有林整備事業費、市有林を計画的に整備することに要

した経費について伺います。 

執行部  お答えいたします。 

市有林整備事業費のうち、森林環境譲与税を活用したものについてですけれども、市有林整備

委託料としまして、東吉部地区で実施しました市有林の除伐、枝打ち、鹿防護柵設置に要する経

費といたしまして１６２万５，８８０円となっております。 

以上です。 

委 員（三好 保雄 君）  森林が荒廃してきているということで、いろいろ議論されている

ところなのですけれども、戦後の人工造林でたくさん増えて、山がうまくいっていないというふ

うに問題がある、あるいは土壌崩壊ということもあるようですけれども、いろいろ針葉樹の表皮

を剥がして立ち枯れさせてとか、そしてそのあとに栗やクヌギなどの広葉樹の植林をしていくん

だというようなことが有効だと言われて、全国で始まりつつあるのですけれども、そのあたりは

使われているのでしょうか。 

執行部  今、委員がおっしゃられた件ですけれども、本市では、造林等は今のところ行ってお

りません。 

以上です。 

委 員（三好 保雄 君）  ありがとうございました。 

先ほどからずっと言われたものを合計したら宇部市で森林環境譲与税が使われているというこ

とで、合計しますと幾らになりますか。 

執行部  今、森林環境譲与税の今の数字ということでいいのですか。 

委 員（三好 保雄 君）  令和６年度での決算ということで。 

委員長（猶  克実 君）  令和６年度の森林環境譲与税は合計幾らですかという質問です。 

執行部  令和６年度の森林環境譲与税決算額ですけれども、３，７７９万６，０００円となり

ます。これには基金の２，１４８万６，０００円を含んでおります。 

以上です。 

委 員（三好 保雄 君）  ありがとうございました。 
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以上で、質問を終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、三好委員の質疑は終わりました。 

これで、農林水産業費に対する質疑は終わりました。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  次に、商工費について、質疑を行います。 

通告が２名からあります。順次、質疑を許可します。 

順位第１番、浅田徹委員の発言を許可します。浅田委員。 

    〔委員 浅田  徹 君 質問席へ移動〕 

委 員（浅田  徹 君）  では、早速質問を始めさせていただきます。 

成果説明書の１３９ページ、中小企業振興経費、中小企業者等エネルギー価格高騰緊急対策支

援事業についてお伺いします。 

まず、この事業の目的についてお聞かせください。 

執行部  中小企業者等エネルギー価格高騰緊急対策事業の目的について御説明をいたします。 

エネルギー価格の高騰による市内経済の影響を踏まえまして、市内中小企業者等の経済的負担を

軽減し、事業活動の活性化を図ることを目的に、宇部市中小企業者等エネルギー価格高騰緊急対

策補助金といたしまして、令和５年６月から令和６年２月までの期間における任意の２か月分の

事業活動に使用する電気代、ガス代、ガソリン代等の合計金額の３割相当分につきまして、補助

率２分の１、８０万円を上限に補助したものでございます。 

以上です。 

委 員（浅田  徹 君）  令和５年度の決算の一覧にも同名で載っておりますが、令和５年

度の繰越額に書いてある数字と、令和６年度の決算の繰越額との数字に差異が見られるのですが、

この差異の理由についてお伺いします。 

執行部  令和５年度決算における繰越額との差異につきまして、御説明いたします。 

こちらは、補助金の募集期間を令和６年２月から５月末までといたしまして、令和５年度と令

和６年度にまたぐ形で実施をさせていただきました。 

そのため、各年度の成果説明書におきましては、当該年度分の決算額と補助金交付件数を計上

していることから、差異が生じているものでございます。 

具体的に申し上げますと、まず、令和５年度分と令和６年度分を合わせた事業全体の決算額は、

補助金交付額と補助金交付事務委託料を含め、１億４，４８９万５，０００円、補助金交付件数

は４９６件となっております。 

そのため、令和６年度分といたしまして、決算額９，８６９万２，０００円、交付件数を３８

３件、令和５年度分といたしまして、決算額４，６２０万３，０００円、交付件数を１１３件と

計上させていただいたものでございます。 
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以上です。 

委 員（浅田  徹 君）  分かりました。 

では、この事業の効果及びそれに対する評価をお聞かせください。 

執行部  こちらの事業の効果について御説明をいたします。 

補助金を交付いたしました４９６件の補助対象経費の合計金額は約３億６，５０３万９，００

０円で、それに対する補助金交付額の合計は１億４，０６４万円となっており、平均いたします

と、１事業所当たり約３９％の電気、ガス、ガソリン代について補塡したことになります。 

そのため、市内中小企業者等の負担軽減及び事業活動の活性化に一定の効果があったものと考

えております。 

以上です。 

委 員（浅田  徹 君）  分かりました。 

では、次の質問に移ります。 

成果説明書の１４１ページ、企業誘致対策経費の産業団地適地調査委託料について、この調査

内容と評価についてお伺いします。 

執行部  お答えします。 

産業団地適地調査の内容につきましては、宇部市とその周辺における産業立地動向を整理し、

企業立地に関するニーズを把握するため、山口県近隣や県内に事業拠点を持つ全国の１，１００

社を対象にアンケート調査を実施いたしました。 

アンケート内容は、交通アクセス及び産業のインフラ条件や自治体に求める支援など、宇部市

の産業立地環境に関する評価についてですが、アンケートの結果、高速道路や空港などの利便性

がよい、また、多数の教育機関があり、高度専門的な人材の確保が期待できる、地震などの自然

災害リスクが少ないなどの項目において、企業から高く評価されています。 

これらの立地ニーズを満たす用地の可能性を把握するため、法規制、面積確保の可能性、道路

や上下水道、情報通信基盤などのインフラ、交通アクセスなど、様々な観点から総合的な評価を

実施し、候補地の選定を行っております。 

以上でございます。 

委 員（浅田  徹 君）  この項目については調査委託料の項目ですので、その結果等につ

いてはここでは質問できませんので、また今後のことにしたいと思います。 

以上で、私の質問は終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、浅田委員の質疑は終わりました。 

次に、順位第２番、射場博義委員の発言を許します。射場委員。 

    〔委員 射場 博義 君 質問席へ移動〕 

委 員（射場 博義 君）  それでは早速質疑に入らせていただきます。 
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成果説明書の６９ページ、まず、海外に向けた観光プロモーションに係る助成の助成内容とこ

れに対しての成果について説明をお願いいたします。 

執行部  お答えします。 

海外に向けた観光プロモーションに係る助成は、大阪・関西万博の開催などにより、これまで

以上に多くの外国人観光客が訪れることが予想される中、一般社団法人宇部観光コンベンション

協会が行うインバウンド需要を取り込むための事業に対して助成したものです。 

実施された内容は、香港での最大級の文化観光プロモーションイベントでのまちじゅうエヴァ

ンゲリオンなどのチラシの配布、台湾や韓国の旅行会社を対象とした山口県合同商談会でのＰＲ

や常盤公園の御案内、台湾・香港に向けたまちじゅうエヴァンゲリオンのＳＮＳ広告、インバウ

ンド需要に対応した地域ガイドの研修などです。 

効果についてでございますが、プロモーションはすぐに効果があらわれることは難しいと言わ

れておりますけれども、海外向けＳＮＳ広告については、フェイスブック、インスタグラムで実

施され、表示回数が約１１０万回、クリック数が約２万回との実績があり、一定の周知につなが

ったものと評価しております。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  後でまとめて、関連が全部ありますので、聞きたいと思います。 

次の観光プロモーションに要した経費で、実施状況と、予算では３２９万６，０００円が、決

算では２８８万円、若干ですが減額となっておりますが、その理由についてお尋ねいたします。 

執行部  観光プロモーションに要した経費についてのお尋ねですけれども、本経費は、観光プ

ロモーションに必要な事務費となります。 

内訳としましては、主に観光パンフレットなどの作成に９１万１，０００円、観光ＰＲにつな

がる県外イベントなどに参加するための交通費などに７２万６，０００円、チョーコクンのぬい

ぐるみ、シールなどノベルティーなどの消耗品作成の消耗品費として５９万４，０００円、県外

のＰＲイベントへのノベルティーなどを送る通信運搬費として２３万９，０００円が主な内訳と

なっております。 

令和６年度当初予算から減額しているという理由についてのお尋ねですけれども、これは主に

旅費と器具借上料の減によるものでございます。関係団体との合同の海外プロモーションの出張

旅費１６万７，０００円が不用となったこと、クルーズ船が寄港した際の歓迎セレモニーの器具

レンタル料が、来航がなかったため不用となったことが主な要因でございます。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  それでは、それに対しての評価はどういうふうに捉えていますで

しょうか。 

執行部  観光プロモーションに必要な事務費でございまして、これで制作しました観光パンフ
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レットは約１万冊ございまして、県内外で配布いたしました。 

また、県外ＰＲイベントの参加をすることなどによりまして、宇部市の魅力発信に一定程度で

すがつながったと考えております。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  続けて、次に、インバウンド向け情報発信に要した経費で、内容

と成果についてお尋ねします。 

執行部  インバウンド向け情報発信に要した経費は、宇部市インバウンド向け情報発信業務委

託料でございます。 

本事業は、大阪・関西万博などの開催により、これまで以上に外国人観光客が訪れることが予

想されて、訪日関心層、特に欧米豪などの旅行消費単価の高い外国人旅行者に対して情報発信を

行い、本市への外国人旅行者の誘客を促進することを目的に実施いたしました。 

内容としましては、国内最大級の外国人向けの旅行メディア、ジャパントラベルを活用し、外

国人取材記者による外国人旅行者の目線での取材、写真撮影、記事やＳＮＳ用ショートムービー

を作成し、宇部市の観光、グルメ情報について専用サイトに掲載、また公式ＳＮＳで発信いたし

ました。 

効果についてでございますけれども、この事業を始める際に、目標値として、記事２本、ショ

ートムービー２種類、宇部市のトップページ、こちらの合計の閲覧数２７万回を目標として設置

しておりました。 

これにつきましては、令和６年度末時点で２９万３，０００回閲覧数を獲得しており、達成率

が１０９％でございました。 

数字の面ではございますけれども、一定の成果があり、外国人目線の情報発信を整備できたと

考えております。 

以上でございます。 

委 員（射場 博義 君）  このインバウンド関係は最後です。 

インバウンド誘致に係る助成で、当初予算は１５０万円、決算では５万円ですが、この内容と

少なかった理由をお願いします。 

執行部  インバウンド誘致に係る助成でございますけれども、こちらにつきましては、山口宇

部空港に韓国と台湾からのチャーター便の就航が決定したことを受けて、多くの来訪者に本市に

宿泊していただくことを目的として、令和５年度から山口県内他自治体と一体となって取り組ん

でいるインバウンドの助成金事業でございます。 

本市では、インバウンドツアー助成金として、山口宇部空港の国際線を利用し、市内宿泊施設

に宿泊する外国人団体旅行バスツアーを催行する旅行会社を対象に助成しております。 

こちらにつきましては助成の条件として、山口宇部空港国際線を利用すること、宇部市内に宿
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泊すること、貸切りバス１台当たり１０名以上の利用としております。 

利用人数に応じて、３万円から最大５万５，０００円を助成しております。 

令和６年度の実績は、韓国からのツアーで１件となっております。当初予算より減額している

ということにつきましては、令和５年度の実績に基づいて予算を計上しましたが、当初の見込み

より実績件数が少なかったことが原因と考えております。 

周知等も県と連携して行いましたが、実績につながりませんでした。 

以上でございます。 

委 員（射場 博義 君）  ありがとうございました。 

今まで４点ほどお尋ねいたしました。 

海外向けに今回力を入れてプロモーションとかインバウンド関係の情報発信等をやられてきた

ということなのですが、目的はいかにインバウンドのお客さんが宇部に来るかという話なのです

が、今のお話を聞いていると、情報発信によってカウント数がどうとれたとか、情報発信のどこ

そこで何をまいたとか、そういうのができましたというふうな実績も確かなのでしょうけれども、

やはりこれだけのことをやって、時間をとって、金額はそんなに大きくないかもしれませんけれ

ども、エネルギーを使って、直接の実績と考えていいかどうか分かりませんが、インバウンドの

結果が、助成が韓国１件の事業でしたという話になると、最初の３つは、評価的には達成できま

したという評価をされているのですが、実際に来られた人数に対しての評価と考えると、なかな

か厳しいのでないかなと、今の形では。 

それについて、今回の決算から、要は実態から見て、どのように評価するか、もし分かれば、

海外の方がどの程度宇部に、令和６年度の、いろいろ観光プロモーションやインバウンド向けた

情報発信によって、要は人数の結果が出たかというのはどういうふうにとってらっしゃるかお聞

きしたいと思います。 

執行部  お答えします。 

御指摘についてのところですけれども、先ほどもお答えしてしまいましたけれども、その情報

発信ですぐすぐに効果があらわれるというのは、なかなか難しいかなと思ってはいますけれども、

直接的な効果をすぐ計測するということを現在できておりませんので、こういったことは見直し

を進めていきたいなと考えております。 

海外からの観光客の人数につきましても、個別にこれを見たからこれで来ましたということは

測っておりませんので、こういったことも、また次の見直しに向けて生かしていきたいと思って

おります。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  民間での話なのですが、いろいろアンケート等々、観光地で聞い

たときに、何を見てこられましたかと。 
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たまに宇部もやっている時はあるのですが、民間的な感覚ではそういうふうなことをやって少

しデータをとっていくということをやはり必要かなと思っています。 

それと、本来だったら予算で聞かないといけないのですが、これＫＰＩは設定されていないの

でしょうか。 

執行部  ＫＰＩの設定に関しましては、インバウンドの情報発信のところについては設定して

おりました。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  インバウンドのところというと、カウント数とかそういう感じだ

けで、人数はされていない、要は来訪者数はやっていないということでよろしいですか。 

執行部  観光交流の全体の人口動態としては目標値にはしております。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  もう少し詳しく、人口動態をということは、具体的にどういうふ

うなことか、説明をお願いします。 

執行部  お答えします。 

観光交流人口につきましては、宇部市に県内外から海外も含めて来られている数の数値を目標

値としては掲げております。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  今回、質疑させていただいているのが、インバウンド系で質疑さ

せてもらっています。今お聞きしたら全体的な数字しかとれないということなのですが、先ほど

いろいろありましたけれども、これ、絞って、インバウンド、海外向けというふうなことで、要

は、施策的なことを進めているのですけれども、要は結構見るときには、これはどういうところ

で今後評価されるのですか。 

執行部  先ほど申し上げました観光交流人口の中で外国人観光客数というのを調べるところも

ございますので、こういったところを活用して、個別に出していきたいと思います。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  令和７年度も折り返しとなって後半になりつつあるのですが、今

先ほどから大阪・関西万博の話があるのですが、もう１０月までで終わりということなのですが、

これは肌感覚で申し訳ないのですが、宇部の中で、外国人のお客さんがいっぱい来ているという

雰囲気は余り感じられないのですけれども、今回の予算の項目はいっぱいあるのですが、予算額

がやはり少しこれ少ないのではないかなという気はしているのですが、今の状況だったらこの今

回の予算に対して結果が出て決算が出て、この結果、決算においての評価に対して、この金額で

十分だというふうな評価ということでよろしいのでしょうか。 

執行部  お答えします。 
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本市では令和５年度から、外国人観光客を取り込む仕組みづくりを進めてまいりまして、チャ

ーター便の成果にはつながっていないかもしれませんが、インバウンド助成金をつくり、そして、

台湾で人気があるインフルエンサーのＰＲ動画などもつくったり、そして、昨年度につきまして

は外国人向けの旅行サイトを活用した観光グルメ情報の発信を行うなど、整備を進めてきている

ところでございます。 

こういったものを生かしまして、また検討し直して、インバウンドについての対策というのも、

また検討していきたいと思っております。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  分かりました。 

どっちにせよ、もう少し、せっかくこう絞り込んだ部分の取組というふうにやっていらっしゃ

るので、予算のつけ方というのも、やはり効果をどういうふうに見るかというところから逆に言

っていかないと、例えば１００万円で、海外に向けた観光プロモーションをやりますと言って、

どの程度できるか分かりませんけれども、やはりもう少し予算を使っての効果的なやり方という

のはあるのではないかなと、今回の決算ではそういうふうに感じております。 

次に行きます。 

次は最後ですが、自転車を活用した観光コンテンツ造成に要した経費ということで、この中身

と実施状況と評価についてお尋ねします。 

執行部  自転車を活用した観光コンテンツ造成に要した経費でございますが、これは、本市の

知名度向上とインバウンドを含めた観光交流人口の増加による地域経済の活性化を図るため、Ｕ

ＢＥ三菱セメントが所有する日本で最も長い私道宇部伊佐専用道路を舞台としたロードレース、

宇部サイクルカップの実証イベントの開催、そのほか市内の観光スポットを自転車で散策するツ

アーコースの造成など、自転車を活用した観光コンテンツ造成を実施したものでございます。 

実施状況につきましては、宇部サイクルカップでは、宇部伊佐専用道路約１８キロメートルを

利用し、６カテゴリーを設け、プロのロードレーサーやお子様、そして競技志向のある方、のん

びり走りたい方など、設けまして、２２２人が参加されております。 

定員の３倍を超える応募があり、抽せんを行いました。 

こちらにつきましての成果でございますが、先ほど申し上げた定員の３倍を超える応募があっ

たこと、あとふだん走ることができない場所のここが観光コンテンツの１つとして魅力があると

いうことが分かったこと、そして、令和７年度はこの本事業は、民間事業者が、民間が主体とな

って開催されることが決まっており、行政の取組が民間主導の観光商品づくりへつながったこと

が成果の１つとして考えております。 

以上でございます。 

委 員（射場 博義 君） これは人気があったとお聞きはしておるのですが、今後の話なので
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すが、今回の結果を踏まえて、さらにこの自転車を活用したというふうなことを、進めていこう

とされているのかどうかちょっとお尋ねします。今回、結果が出たということで。 

執行部  こちらにつきましては、まだ２回目ということもありますので、いろいろと結果を確

認しながら、そして民間主体でずっと進めていただけるものなのか、あと、地元の企業様の御協

力もあっての事業でございますので、このあたりもしっかり確認をしながら、また、続けるかど

うかの判断をさせていただきたいと思っております。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  ここもインバウンドというキーワードが出てきておりますので、

もしインバウンド系をずっと、本当に力を入れていくことであれば、やはり予算も含めての考え

方というのをしっかりとっていただきたいと思います。 

今回、自転車ということで、関連ですみません。 

今回こういうイベントをする中でサイクルステーションみたいなものは、市として絡んではお

られたのですか。 

執行部  市が直接というわけではありませんけれども、会場には設置をしてイベントを実施い

たしました。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  分かりました。 

通常の空港もあるし、新幹線もあるということがありますので、市内にも、もしそういうふう

なサイクルということで今後進めていくというのであれば、そういう拠点的なものもちょっと必

要かなと思っています。 

どちらにせよ、今回、若干要望も入りますけれども、もう少し予算をしっかりつけて、形をつ

くったほうがいいのではないかなと。せっかくここまでやって中途半端で終わるよりは、きちん

と仕上げていったほうがいいのではないかなという感想を受けました。 

以上で、終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、射場委員の質疑を終了します。 

以上で、商工費に対する質疑は終わりました。 

この際、暫時休憩いたします。 

再開は、１５時１５分とします。 

───── 午後３時３分休憩 ───── 

────────────────────────────────────────── 

───── 午後３時１４分再開 ───── 

委員長（猶  克実 君）  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

質疑を続行します。 
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次に、土木費について質疑を行います。 

通告は４名あります。通告順に質疑を許可します。 

順位第１番、青谷委員の発言を許します。青谷委員。 

    〔委員 青谷 和彦 君 質問席へ移動〕 

委 員（青谷 和彦 君）  令心会の青谷でございます。 

それでは、通告に従い、質疑をさせていただきます。 

まず第１点目、款４５土木費、項４５住宅政策費、目１０住宅政策事業費、決算附属書の２２

５ページです。 

まず最初に、マンション実態調査委託料で、皆減になった理由を教えてください。 

執行部  補助率１０分の１０の国の令和６年度マンション管理適正化再生推進事業に応募申請

をいたしましたが、不採択となりまして、国の補助金を財源とした実施ができなくなったことに

よるものでございます。 

本予算は、財源として全額補助金を充当しておりましたため、財源が見込めないことから、予

算執行を行わず、調査内容を再検討し、職員によるマンション管理組合へのアンケート調査を実

施いたしました。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

国から財源がなかったので、アンケート等調査をされたということですが、当初の予定とか、

その事業の目的がアンケート等で、どのぐらい達成できたのでしょうか。 

執行部  マンション管理適正化計画の改定に併せまして、アンケート調査を実施いたしました。 

今回は、マンション管理適正化計画の改善に内容を反映することができました。 

委員長（猶  克実 君）  青谷委員、もう一遍質問しますか。もう一遍質問しましょう。 

青谷委員、もう一度お願いします。 

委 員（青谷 和彦 君）  それではもう一度申し上げます。 

国の事業ということで目的があって手を挙げられた。けれども、残念ながら採択はされなかっ

た。その代わりにアンケート調査をされましたと。アンケート調査をしたことで当初の目的が当

然あるわけですが、その目的に対してどのぐらいの達成をされましたかということです。 

執行部  大変失礼しました。 

市内７３棟の分譲マンションにつきまして、劣化調査を確認する、現地調査や管理運営体制の

実態調査などを行うことを想定しておりましたが、結果アンケートの実施にとどまりました。 

アンケート調査の回答件数につきましては、１１件の回答があったところです。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 
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ということは、７３分の１１ということで、本来であれば、国の事業として採択されていれば、

もう少しとかまだ、多くのマンションの調査ができたのだけれども、今回はアンケートをお願い

したけれども、十四、五％ぐらいの回答しかなかったということで、なかなか今の宇部市のマン

ションの実態というのは、今回のアンケートでつかみ切れなかったということでよろしいでしょ

うか。 

執行部  そのとおりだと思います。 

宇部市のマンションにおきまして、建設年度が比較的新しいマンションが多いために、問題が

顕在化していないことによりまして、関心が低いのではないかというふうに考えております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  来年度以降のことを聞くと注意をされそうですが、本市において

は、改めてそういうマンションの調査をする必要性は、当面はないという判断をされたのでしょ

うか。 

執行部  マンション管理適正化計画の改定に併せまして、適切な時期に実施をしていければと

考えております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございました。 

それでは次に、空き家等解体業務委託料、決算で２２２万２，０００円です。当初予算から４

１９万円ほど減額になっています。 

この理由を教えてください。 

執行部  当初予算額６４１万２，０００円に対しまして、決算額は２２２万２，０００円とな

りまして、４１９万円の減となっております。 

減額になりました理由としましては、特定空家の解体範囲を見直すことで、基礎を残して、解

体することにより経費の削減を図ったこと及び入札減によるものになります。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

ヒアリングのときに、基礎を解体するのをやめたというようなお話でしたが、建築に携わる立

場からいうと解体というと当然基礎まで一緒に解体するというのが常識なのですが、わざとまず

その基礎を残された理由というのを改めて教えてください。 

執行部  当初予算見積りの時点では、建物の基礎を含めた見積りとしておりました。基礎を残

して解体しますことで、周辺環境に影響を及ぼすことがなく、費用も軽減できるということから

基礎を残すことを選択いたしました。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  実際予算を４４９万円ほど減額になったのだけれども、本当は、
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予算はあったわけですよね。 

基礎を解体するのだけれども、あえて周辺環境様々なことを考えて、あえて無駄なお金を使用、

使用というか、実行するのをやめようという配慮ということでよろしいでしょうか。 

はい、ありがとうございました。 

大きくうなずいていただきました。 

それでは続きまして、空き家等緊急措置業務委託料、これは、決算で３５万円です。当初予算

から２１５万円ほど減額になっておりますがこの理由について教えてください。 

執行部  お答えします。 

当初予算額２５０万円に対しまして、決算額は３５万円となり、２１５万円の減となっており

ます。 

緊急安全措置につきましては、所有者等による措置が期待できない場合、通行人等への危険が

切迫し被害が想定される場合に行う措置でございます。 

このような事例の発生が、当初の想定を下回ったことによりまして減額となったものでござい

ます。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  今の空き家関係の２つの事業を合わせると不用額が約６３４万円

と、当初予算に対して結構大きな金額なのですが、こういう不用額というのは、ほかの事業等に

影響というのは出ないというふうに考えてよろしいのでしょうか。 

古林総合政策部長。 

委員長（猶  克実 君）  青谷委員、決算において、不用額が出たことによって、ほかの予

算編成に影響がなかったかという質問ですか。 

委 員（青谷 和彦 君）  金額が大きいので。 

委員長（猶  克実 君）  次の……。 

委 員（青谷 和彦 君）  令和６年度において……。改めて申します。 

今空き家関係の不用額が合わせて６３４万円ほど不用額になっています。 

当然この不用が出るということは、ほかにやるべき事業に影響が出なかったのでしょうかとい

う質問です。 

執行部  予算のほうでやるべきものというのは編成段階で、それぞれ判断して置いていきます。 

それぞれ置く中で、できるだけ精査して見込むわけですが、それによって実際先ほどのいろいろ

な形で節約して執行利用して、不用額が出て。 

これをもって、この不用額をほかに回せることができたのではないかというのは、これは編成

の段階ではどうしても分かりません。 

ですから影響はございません。 
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委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございました。安心しました。 

それでは次に、款４５土木費、項４５住宅政策費、目１０住宅政策事業費、決算附属書２２５

ページの健康・省エネ住宅リフォーム助成金についてお聞きします。 

この助成金につきましては当初予算で２，０００万円、期の途中で補正になって１，８００万

円、最終的な決算が１，６７１万５，０００円と、３２８万５，０００円ほど、お金が残ってい

ます。 

この理由を教えてください。 

執行部  お答えします。 

当初予算額２，０００万円に対しまして、決算額が１，６７１万５，０００円となり、≪３３

８万５，０００円≫（≪≫は８３ページで訂正）の減となっております。 

減額になりました理由につきましては、助成金の利用者が減少し、予算額に達しなかったこと

によるものでございます。 

予算額に達しなかった理由としましては、補助上限額や補助率を下げたこと、国にもエコキュ

ートなど住宅設備の補助金がございますことから、国の補助金を利用されるケースがあったこと

によるものというふうに推測しております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

補助率だったり補助額だったりして、令和５年度はたしか期の途中、たぶん半期もせずにお金

がなくなったというふうに記憶していますけれども、少し変わっただけでこんなにお金が残ると

いうようなことはなかなか想定されるのは難しかったでしょうか。 

執行部  利用される市民の方々の意識というのがなかなか我々のほうで把握ができなかったこ

とで、なかなか難しいのかなと思っております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございました。 

以上で、終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、青谷委員の質疑は終わりました。 

次に、順位第２番、時田委員の発言を許します。時田委員。 

    〔委員 時田 洋輔 君 質問席へ移動〕 

委 員（時田 洋輔 君）  それでは、土木費について大きく２点お伺いします。 

まず質問の１ですが、ＴＯＫＩＷＡファンタジア２０２４イルミネーションについて、一般質

問でも若干しましたが、令和６年度の決算が適正に行われたか、適正に執行されたかという角度

で確認していきます。 

成果説明書の７０ページに委託料として上がっています。 



 - 75 - 

これを参考にしていただいて、まず第１点目ですが、委託料が、当初考えてらっしゃった額と

比べて減額していますが、その理由についてまず確認いたします。 

執行部  それでは、委託料を減額した理由についてお答えいたします。 

令和６年度の契約では、目標となる来場者数を７万５，０００人とし、目標来場者数を達成し

ない場合は、委託料を減額する成果連動型の契約手法を導入しました。 

最終の来場者数は、４万７，９２７人であったため、５万人以下の場合は、２００万円を減額

するとした契約に基づき、委託料を減額しました。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  そんなにも差があるわけですので、委託料を減額したということ

ですが、そもそもの設定が適当、適切だったと思われますか。 

執行部  この件につきましては、支払額には、適切に撤去費用も見積もられていたのかという

ことで、回答させていただきますが、……。 

委 員（時田 洋輔 君）  すみません、聞き方が悪かったです。 

目標人数が適切な設定だったかという確認です。 

そんなにも人数に差があるので、そもそも、きちんと適切に見積もった人数ですかという質問

です。 

委員長（猶  克実 君）  時田委員、予算編成時は適正だから可決しているわけ。だから、

根拠がよかったかという話で、質問を変えてください。 

委 員（時田 洋輔 君）  この結果を見て適切だったと思われますか。 

適切だったかもしれないですけれども、そのときは。今後、令和７年度とか令和８年度にも生

かしていかないといけないですから。今、令和５年度令和６年度の結果を見て、そういう面でど

うでしたか。 

委員長（猶  克実 君）  反省点はないかという質問ですか。執行部。 

執行部  令和６年度のこの結果の評価でございますけれども、イベントの成果といたしまして

は、特に高校生以下の無料入場者数が前回と比べて、増加するなど、若い世代を含む客層の拡大

が確認されたところです。 

また、民間の情報サイトによる人気イルミネーションランキングでは、山口県内で第１位を獲

得するなど、イベントの知名度と魅力が高く評価され、ときわ公園のブランド向上に寄与したと

認識しております。 

このため令和６年度の実施などに当たりましては、適切に執行されたものと考えております。 

金額以外の面でも、適切に効果があったものと考えております。 

以上です。 

委員長（猶  克実 君）  今の答弁には、入場者数に対することがなかったのですけれども。 
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執行部  訂正させていただきます。 

令和６年度は４万７，９２７人でありましたけれども、令和６年度、令和７年度はともに、令

和５年度に比べ予算規模も拡大していることから、期待も含めて、１．５倍ということで設定し

たものでございます。 

提案事業者もその点を踏まえ、実現可能な提案をされたものと考えております。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  いいです。 

２点目です。 

今度は、契約上しっかり契約どおりできたか、契約どおりできていないなら、その執行がそれ

でよかったのかという角度で、確認していきます。 

撤去しなかった物品があるということでした。ということでまずアで、それを撤去しなかった

理由について確認いたします。 

執行部  撤去しなかった理由でございますが、制作された物品の帰属先について、令和６年度

の仕様書では明記をしておらず、同様の業務実績のある受注者の認識に基づき、双方協議の上、

一部物品は市の所有であるとし、撤去せず、公園内に保管したところです。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  全て撤去するとなっているのですよね。受託業者がつくったもの

が、どっちのものか分からないなんていうのが理解できないです。受託業者が勝手につくるので

すからね。 

それは置いておいて後でします。 

２点目ですが、宇部市の所有物・所属物と思われたということは、買ったか、もらったかしか

基本ないと思います。 

買ったとしたら支出負担行為をしているはずですけれども、その支出負担行為書の日付を確認

します。 

執行部  支出負担行為書の日付のことでございますけれども、市は、物品購入を直接行ってい

ないため、物品購入に関わる支出負担行為書はありません。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  ということは、もう残りは、寄附を受けたということですが、物

品寄附申込書の日付について確認します。 

執行部  物品寄附申込書の日付でございますが、イルミネーション装飾業務委託の中で、制作

された物品については、市の所有としておりました。そのため、物品寄附申込書はございません。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  買ってもない、もらってもない、よく分かりません。 
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今決算審査ですので、決算審査の中で確認したいのですけれども、宇部市の所有物・所属物だ

と思っていたということは、例えば監査委員が調査されている財産に関する調書の物品とか、あ

とバランスシート、これは審査対象ではないですけれども、バランスシートの物品に出てきて、

貸借対照表ですよね。 

こういうのにきちんと入って、監査委員はそれを分かって、審査調査したか、バランスシート

にも入っているのかどうか確認いたします。 

執行部  お答えします。 

バランスシートには記載されておりません。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  どこに行ったのですか。どこにも出てこないものは宇部市にたく

さんあるのですか。受託業者がつくったものを買いもしない、もらいもしない。どこにも物が出

てこない名前が。こういうのが横行しているというのは決算の審査のしようがないと思うのです

けれどもね。どこにそのものがいって、ちゃんと帰属されたかどうか。 

監査委員としても調査のしようがないと思うのですよね、不正確な調書を出されて、うんとう

なずかれましたけれども。 

確認ですけれども、宇部市は令和６年度にたくさんそんなものが発生しているのですか。 

執行部  お答えします。 

令和６年度につきましては、そういったものはないというふうに認識はしているのですが、市

の所有物、今お話のありました物品としての管理は財務規則により、取得管理処分については適

切な管理が求められております。 

その中でお尋ねの物品の取得の方法につきましては、大部分が、今言われた購入ですとか、寄

附によるものなのですけれども、それ以外の方法としましては、例えば、交換とかいうものもあ

りまして、あと、その所有権を市に帰属させていただくようなものの場合というのは、占有動産

の編入、またあと、自らつくるというか、物品の生産ですとか、製作というものが存在はします。

ただそういった件数というのはほとんどありませんので、やり方としては、その中の手続として、

今、どういったもの、実際に市のものとして導入するということになれば、編入したりする場合、

手続を経て、今の備品台帳ですとかそういったものに載せて、そのデータをバランスシートに載

せていくというような手続になりますので、今その手続の途中になっているというような認識で

おります。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  手続の途中とかでは、令和６年度は終わってしまいましたから。 

決算の審査で手続していないのですよね。 

今おっしゃった令和６年度にそういうことは一切ないはずだと。ということは、これは特殊な
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事例なのですよね。 

なぜそんなことが発生したかという理由があると思うのですけれども、考えられないという。 

その理由を再度確認したいと思います。 

今まで皆さん、予算執行とかそういう物品の管理とかをされてこられて、そんなことはあり得

ないという話ですので、それ以外の何かあったのかなと思うのですが。なぜ今回そういうふうに。 

確認です。令和６年度の唯一のということですので。 

執行部  私の説明は、この物がないというよりも手続的なものです。 

先ほどお話がありましたように、基本的に備品ですとかそういったものを執行したときに、伝

票が執行された後にそのデータをバランスシートに反映しているような形になります。 

例えば備品で購入したものをお支払いして、それを台帳に載せたりするものを、全部１年間集

計しまして、バランスシートのほうに載せております。 

今回の場合は委託費ということで、その中でもし、寄附とか受けた場合に備品で受け入れると

いうことでございましたら、１年間の分を各担当課に照会をかけまして、その備品をバランスシ

ートのほうに載せる、その２つの作業をしておりますが、今回その備品として、このものを載せ

るという作業がまだ完了しておりませんでしたので、バランスシートの中には反映しておりませ

んということを申し上げました。 

執行部  市が物品を所有していく方法は、財政課長が申し上げましたように、通常、購入、寄

附、それ以外でも、少し先ほどお話ししました、占用動産からの編入によって物品として位置づ

けるというような、そういった形がございます。 

備品というのは大体、性質または形状を変えることなく、比較的長期に所有するもの、そして、

価格が１万円以上、そういったものを、物品の中の備品として置いております。 

今回のものについては担当部とも話をしましたが、これまでもオブジェ自体は大きなものです

が、それぞれが分解的なものというような意識があって、備品としての登録というのは不要とい

うような考え方をしていたと。 

仮にそれが備品として登録されるという形になれば、それはバランスシート上に反映していく

という手続になりますが、今回のこのものについては、これまでのオブジェの扱いと同様に、分

解等もできる、そういったもので、形状も変わるため、先ほど申し上げました、形状を変えるこ

となくというところに、これはちょっと当たらないのではなかろうかという判断で、そういった

位置づけをしなかったというものでございます。 

ここのところにつきましては、今後そういったものについて、物品として取り扱うべきかどう

かというのをまたしっかりと話したいなとは思います。 

以上でございます。 

委 員（時田 洋輔 君）  もういいです。 
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基本的に、ほかに令和６年度にはなかったですよと、特殊な事例なのです。そういうのが何個

もあるなら、分かるのですけれども。そんなのもないですよというところで、もういいです。 

そういうことでよく分かりませんが、取りあえず、質問の１は終わります。 

質問の２ですが、公園のトイレについて成果説明書で１６６ページと１６７ページに、公園施

設等整備事業費のトイレの更新と公園施設等管理経費ということで、トイレの維持管理について

の経費で、この業務事業について確認していきたいと思います。 

最近、よく聞くのがニュースとかでもやっている、子供さんたちが公園で遊んでいても、トイ

レの盗撮盗聴というのが怖いと。年齢が上がってくるとそういうのを意識して、保護者の方から

子供が使えないとかという話があるということで、そういうのを踏まえて、令和６年度について

確認していきたいと思います。 

まず、第１点は公園施設等整備事業費のトイレ更新ですが、令和６年度はどういう更新をされ

たのか、内容を確認します。 

執行部  令和６年度のトイレ整備の内容についてお答えします。 

令和６年度の公園トイレの整備箇所は、朝日町の真締川公園と岩鼻公園の２公園のトイレの更

新を実施しました。 

整備内容につきましては、老朽化したブロック造のトイレをコンクリート製のユニット式トイ

レに更新し、多目的トイレも設置しております。 

以上でございます。 

委 員（時田 洋輔 君）  そういう整備更新内容で、盗撮盗聴には電源が必要で、コンセン

トとか使う場合もあると思うのですけれども、そういうのもその中では一緒に更新整備されまし

たか。 

執行部  お答えします。 

更新したトイレにはコンセントがあるかという御質問です。 

多目的トイレには、手洗用の自動散水用と、清掃作業用の維持管理用に、コンセントを設置し

ているタイプもございます。 

以上でございます。 

委 員（時田 洋輔 君）  そういうのを踏まえて、２点目です。 

トイレの維持管理ですが、令和６年度のこのトイレの維持管理の経費で、どんな内容の維持管

理、業務をされたかを確認します。 

執行部  それでは、維持管理内容についてお答えします。 

清掃委託として委託した業務内容については、便器、洗面台、床等の内部の洗浄とトイレット

ペーパーの補充、ごみの回収、便器の詰まりなどの業務を行っております。 

以上でございます。 



 - 80 - 

委 員（時田 洋輔 君）  ちなみに、委託先について確認します。 

執行部  本市が管理する公園などのトイレは８０か所ございます。 

そのうち市内５３か所のトイレの清掃を社会福祉法人の障害者施設に清掃業務を委託しており、

そのほか２７か所のトイレについては、地域の方々に、公園ボランティアとして、トイレ清掃の

御協力をいただいているところでございます。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  令和６年度にそういう業務と委託先から、その業務の中で、不審

物等とかという気づきがあったというような結果報告はありましたか。 

執行部  結果報告ということで、公園緑地課が管理するトイレにつきましては、これまで、盗

撮や盗聴、不審物に関する報告や通報はございませんが、不審物があれば、連絡があるものと考

えております。 

ただし、近年は、盗撮などの手口も巧妙化しているので、改めて事業者に発見と報告を徹底し

ていきたいと思います。 

以上でございます。 

委 員（時田 洋輔 君）  今後は徹底したいとおっしゃいましたので、ぜひお願いしたい。 

いずれにしろ、今までの業務とは、プラスほどじゃないですけれども、意識してもらうだけで

視点が変わってくると思います。 

ぜひその辺は委託先にもそういう視点を伝えてもらって、その辺の視点でしていただけたらな

と思います。 

要望して終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、時田委員の質疑は終わりました。 

次に、順位第３番、松岡委員の発言を許します。松岡委員。 

    〔委員 松岡 伸一 君 質問席へ移動〕 

委 員（松岡 伸一 君）   公明党宇部市議会議員団の松岡伸一です。 

通告に従いまして、１点お伺いをいたします。 

款４５土木費、項３５都市計画費、目１８まちづくり推進事業費、成果説明書１６２ページに

なります。 

中心市街地都市機能居住誘導事業費５６８万３，０００円について、具体的な内容をお願いい

たします。 

執行部  御説明いたします。 

この事業につきましては、２つの助成金と補助金から成り立っております。 

内容について簡単に御説明いたしますと、中心市街地建築促進助成金につきましては、中心市

街地の中の空き地等の有効活用、それから建築物の建設を促進しまして、定住人口の増加ですと
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か、にぎわい創出を図るため建築物等の新築または増築物件に係る固定資産税相当額を課税初年

度から３年間助成するというものになっておりまして、こちらのほうが、当初１５０万円を計上

して、全体で５件を想定しておりましたが、決算額７１万３，７００円になり、４件の申請があ

ったということでそういうふうな形になっております。 

そして、建物リノベーション事業費補助金につきましても中心市街地の空き物件の有効利用、

そういったものを促進することや、商業機能を持ってくること、そして都市機能の誘導や、にぎ

わい創出を図るために、空き物件をリノベーションするための改修費及び家賃の一部を助成する

ものということになっております。 

こちらにつきましては予算１，０００万円が、決算額４９６万９，００００円となっておりま

す。 

当初の予算につきましては、１件当たりの改修が１５０万円、家賃補助が５０万円で、１件当

たり２００万円を想定しまして、５件の交付を見込んでいたため、１，０００万円としておりま

したが、実際の交付件数につきましては、４件となったことに加えまして、１件当たりの平均の

補助金額が１２４万円になっておりますので、当初の予算よりも少ない決算額となったという形

になっております。 

以上です。 

委 員（松岡 伸一 君）  ありがとうございます。 

当初予算１，０００万円に対しての４９６万９，０００円ということで、執行件数が４件とい

うことでしたけれども、申請件数は分かりますか。 

執行部  令和６年度の申請件数につきましては、全部で６件ございました。 

以上でございます。 

委 員（松岡 伸一 君）  ありがとうございます。 

１，０００万円に対しての額ということで、執行率でいけば、４９．６％ぐらいかなと思うの

で成果がどこまでというふうな判断もあるかと思いますが、６件申請があって、４件認定された

ということなので、２件ほど申請したけれども、通らなかったという結果かなと思っています。 

予算もある中での話なので、この補助金の認定の敷居が高かったのかなとかと思ったりもする

のですけれども。 

そういった原因とか、またそれを踏まえて令和７年度も、既にされているかと思います。また、

令和８年度への見通しも含めて何かあれば教えてください。 

執行部  この建物リノベーション補助金につきましては審査会を経て、交付不交付というもの

を決定しております。 

この審査の中では、事業計画書を出していただくのですが、簡単な事業の概要のほか具体的な

事業の内容、商品のサービスの内容ですとかオリジナリティー、ターゲット層の設定ですとか、
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そういったものを出していただく。さらには資金計画書や損益計算書も出していただきまして、

実際に継続して、店のほうが続けていただけるかというところを審査しております。 

ですので、昨年、不交付となりました２件につきましてはそのあたりの点が十分ではなかった

というふうになっております。 

そして、昨年の実績を踏まえまして、今年度は、予算としまして、大体５５０万円ほど取って

おりますが、こちらについては、昨年の実績を踏まえて４件を予定しているという形でございま

す。 

今後の取組なのですけれども、現在中心市街地では、ときわスクエアをはじめ、ウオーカブル

の整備を進めております。 

大体令和１０年度にかけて、このあたりの整備が進んでまいりますので、周辺の状況が徐々に

変わってこようかというふうには考えております。 

ですので、最終的には民間の方がエリア価値を見いだして、どんどん進出していければという

ところがございますが、やはり民間の方も不透明な部分もございますので、それまでの間につき

ましては、補助金を継続していって、中心市街地の進出を促していきたいなというふうに考えて

おります。 

以上です。 

委 員（松岡 伸一 君）  分かりました。 

中心市街地活性化、市としても重要な政策だと思っております。制度としてもとてもいいもの

だと思っていますので、対象エリアの拡大等も令和７年度に向けて新たにしていただいたところ

ですけれども、あわせて、周知の方法や認定の基準についても、また検討していただいて、より

多くの利用につながるように、ぜひ対策をしていただきたいと思います。 

以上で終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、松岡委員の質疑は終わりました。 

次に、順位第４番、新村秀雄委員の発言を許します。新村委員。 

    〔委員 新村 秀雄 君 質問席へ移動〕 

委 員（新村 秀雄 君）  皆さん、こんにちは。公明党宇部市議会議員団の新村秀雄です。 

通告に従って質疑をさせていただきます。 

款４５土木費、項２５港湾費、目１０港湾管理費の港湾利活用促進経費、成果説明書の１４０

ページ、決算附属書の２１０ページになります。 

令和６年度の内訳で、リフレッシュ瀬戸内海岸清掃及び海岸漂着物の回収処分に要する経費、

港湾関係の団体負担金、事務費の内訳で、当初１６１万８，０００円でありました。しかし決算

は１１４万１，０００円となっております。 

約５０万円、３割ほどですが、減額となった主な理由を教えてください。 



 - 83 - 

執行部  それでは、決算額１１４万１，０００円について、当初予算額１６１万８，０００円

に対しまして、約５０万円の減額となった理由について御説明差し上げます。 

減額の主な理由につきましては、毎年６月に、西岐波・東岐波の海岸を対象に実施しています

リフレッシュ瀬戸内海岸清掃の雨天中止に伴うもので、廃棄物処理委託料等が３０万２，０００

円の減となっております。 

そのほか、日本港湾協会山口県支部負担金が５万２，０００円の減、また、宇部港のポートセ

ールス等にかかる県外旅費が、県外の有望な荷主企業や船会社への訪問ができなかったことに伴

いまして、１２万円の減となり、合計で４７万７，０００円の減額となったものでございます。 

以上です。 

委 員（新村 秀雄 君）  よく分かりました。 

この６月、毎年の雨天ということで、中止になりますけれども、毎回毎回晴れを祈るしかない

という感じなのでしょうか。何かほかに対策はないでしょうか。 

執行部  こちらのリフレッシュ瀬戸内海岸清掃につきましては天候に当然左右されるものでご

ざいますが、極力、一般の市民の方々の募集もされておりますし、地域の方々も事前に準備をさ

れていることでございますから、できる限り小雨決行で実施していきたいと考えております。 

以上です。 

委 員（新村 秀雄 君）  御答弁ありがとうございました。 

仕方がないというところもありますけれども、大切なことですのでまたしっかりと進めていた

だきたいと思います。 

海洋ごみは、生態系や海洋環境の影響を受け、景観の悪化や観光、特に漁業に関しての打撃に

もつながります。 

着実に今後推進していただきますように、よろしくお願いします。 

以上です。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、新村委員の発言は、質疑は終わりました。 

執行部 

執行部  先ほど、青谷委員からの御質問で、健康省エネ住宅リフォーム助成金の予算に対する

最終的な減額を３３８万５，０００円とお答えいたしましたが、正しくは３２８万５，０００円

となります。 

おわびして訂正をさせていただきます。 

委員長（猶  克実 君）  青谷委員、よろしいですか。はい。 

以上で、土木費に対する質疑は終わりました。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  次に、消防費について、質疑を行います。 
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青谷和彦委員から質疑の通告がありますので、発言を許します。青谷委員。 

    〔委員 青谷 和彦 君 質問席へ移動〕 

委 員（青谷 和彦 君）  令心会の青谷でございます。 

それでは通告に従いまして、消防費について質疑をさせていただきます。 

款５０消防費、項１０消防費、目１５非常備消防費、決算附属書２２７ページの報償費につい

てお尋ねします。決算額が８４９万９，０００円となっておりまして、当初予算より３８６万６，

０００円減額になっております。 

この減額の理由と支出内容について教えてください。 

執行部  それでは御説明いたします。 

報償費８４９万９，０００円の決算額、減額が３８６万６，０００円について御説明いたしま

す。 

これにつきましては、消防団員の退職報償金として３０人分１，２２７万円、それから水門管

理謝礼としまして、３人分７万５，０００円、出初式謝礼として２万円を計上していたものです

が、報償費が減額になった理由としましては、退職報償金の対象者が２１人であったこと、出初

式謝礼の支出がなかったことによります減額となりました。 

報償費の支出につきましては、消防団退職報償金が２１人８４２万４，０００円、水門管理謝

礼が３人分７万５，０００円、合わせて８４９万９，０００円となっております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

ということは、予定していた退職者の方が少なかったということですか。 

ということは、消防団員にとってはいい話だと、確認です。 

執行部  退職予定者で退職者につきましては、３１人でございました。 

３１人の退職者中１０人につきましては、５年未満の退職者であったため、退職報償金の適用

外となっております。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

ということは、その見積りをするときはどういうふうな計算の仕方をされたのか、今一度教え

てください。 

執行部  見積りにつきましては、実際の過去５年間の退職者数の平均を取りまして３０人とさ

せていただいております。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

ということは、過去５年間の退職者数よりは令和６年度において退職する方が少なかったと。



 - 85 - 

人数で言えばどういう計算になるのでしょうか。金額が少なかったのだけれども、人数も少なか

ったのでしょうか。 

執行部  見積りにつきましては、過去５年間で３０人でございましたけれども、実際の退職者

数が３１人ということで、見積りより１人多くなっている状況です。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

そうすると、消防団員の人数は予定の人数だったけれども、退職金の対象者が少なかったとい

うことなのですが、令和４年度、令和５年度、令和６年度の消防団員の構成員の人数というのは

どんな推移をしているか教えていただけますか。 

委員長（猶  克実 君）  一般質問にならないようにしてもらいたいのですけれども。何か

人数が関係ありますか。決算と何か関係がありますか。取りあえず今データがあれば答えてくだ

さい。 

執行部  消防団員数につきまして、４月１日現在の数字でお答えさせていただきます。 

令和４年度につきましては６０７名、令和５年度につきましては５７７名、令和６年度につき

ましては５５３名となっております。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

毎年減っている人数でいくと、やはりその令和６年度は、先ほど言われた見積りになるかなと

いうのが確認できました。 

次の質疑です。 

款５０消防費、項１０消防費、目２０消防施設費、決算附属書の２２９ページです。 

まず、消火栓新設改良費負担金の決算金額が１１０万２，０００円と、当初予算より４９万８，

０００円減額になっております。 

この理由を教えてください。 

執行部  当初予算としましては３基１６０万円の予定でございましたけれども、決算としまし

ては、１基１１０万２，５８０円の支出になっておりまして、４９万７，４２０円の減額となっ

ております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  減額になった理由を教えてください。 

執行部  新設が３基から１基になったということでございます。 

３基の予定でございましたけれども、実際は１基ということでございます。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  今、聞き漏らしておりまして申し訳ありませんでした。 
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続いて、消火栓補修費負担金、決算金額が１，３６５万１，０００円で、当初予算より３２５

万円ほど増額になっております。 

この理由を教えてください。 

執行部  消火栓補修費負担金につきましては、当初布設替えによるものや道路整備によるもの

で、合わせて２９基１，０４０万円の予定をしておりました。 

決算につきましては、布設替え、漏水等によるものが２４基１，３５８万８，２８８円、道路

整備によるものが１基６万２，７２６円、合わせて２５基１，３６５万１，０１４円の支出とな

っておりまして、３２５万１，０１４円の増額となっております。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

想定外に増額になった理由、要はその見積りをするときに、そこまで見込めなかった理由とい

うのがあれば教えてください。 

執行部  増額となりました主な理由につきましては、物価高騰によります機材費等の高騰であ

りますとか、人件費の増によりまして、増額になっております。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  それでは、対象となる消火栓等が増えたというわけではないわけ

ですか。数については当初の数ということでよろしいですか。 

執行部  当初の予定につきましては２９基の予定でございましたけれども、実質水道局が行っ

た工事につきましては２５基ということで減っております。 

減っておりますが、人件費、物価高騰によりましての増額となっております。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございました。 

終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、青谷委員の質疑は終わりました。 

これで、消防費に対する質疑を終了します。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  次に、教育費について、質疑を行います。 

質疑の通告は７名あります。順次発言を許します。 

まず、順位第１番、青谷委員の発言を許します。青谷委員。 

    〔委員 青谷 和彦 君 質問席へ移動〕 

委 員（青谷 和彦 君）  それでは、通告に従い、質疑をさせていただきます。 

まず最初に、款５５教育費、項１５小学校費、目１５教育振興費、決算附属書の２３７ページ

です。 
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タブレット端末初期設定業務委託料、決算が１１５万５，０００円、当初予算から２１４万５，

０００円ほど減額になっています。 

この理由を教えてください。 

執行部  お答えいたします。 

当初の予算額３３０万円に対して決算額が２１４万５，０００円減額になった理由でございま

すが、児童生徒用に配布しているＰＣが破損した場合、動産総合保険を使用して、タブレット端

末の修理を行っております。 

この際、修理の状況次第では、ＰＣ端末が初期化されて返還されるものがあります。 

そのため、各学校では、必要に応じて、ＰＣ端末を再活用するために、端末の再設定が必要と

なりますが、令和６年度においては、端末が初期化され、修理から戻ってきた件数が想定よりも

少なかったことから、予算額に対して減額となっております。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

今想定よりというお話がございました。どういう想定をされて積算をされたのでしょうか。 

委員長（猶  克実 君）  執行部、手を挙げてください。執行部。 

執行部  お答えいたします。 

想定でございますが、故障に即座に対応できるよう、令和４年度の修理実績と、それから令和

５年１０月までの実績に基づき、予算を組んだものでございます。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

なかなかその想定の根拠としては実績等ぐらいしかないと思うのですが、やはり３３０万円の

予算に対して、執行額が３割程度ということですので、令和４年がこうだった、令和５年がこう

だったから、令和６年もこうでしょうという算出方法もあるのですが、もう少しその辺に、例え

ば経験値を加えていただいて、３割ではなくてもう少し、少なくとも半分程度は、少なくともそ

のぐらいに、しっかりと見積りをしていただけると、いろいろなほかのお金の使い道も増えてく

るのではないかなと思います。 

それでは次に、款５５教育費、項１５小学校費、目１５教育振興費、決算附属書の２３７ペー

ジです。 

まず、事業用器具費、この決算金額が２，６２７万円、当初予算より３７６万４，０００円減

額になっています。また、教具購入費、決算金額が１，７７２万６，０００円、当初予算より３

０８万円減額になっています。それぞれ、１２％、１５％の不用額となっています。 

この理由を教えてください。 

執行部  お答えいたします。 
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予算額３，００３万４，０００円に対しまして、決算額が３７６万４，０００円減額になった

理由でございますが、小中学校におきましては、計画的にＩＣＴ活用した教育を推進していくた

め、児童用ＰＣや電子黒板などを年次的に導入、更新しております。 

このため、令和６年度は、事業用器具費により、小学校１年生及び２年生用タブレットｉＰａ

ｄを３５０台、電子黒板を２４式、破損故障用タブレットＤｙｎａｂｏｏｋを６３台、転入生用

タブレットｉＰａｄを９台購入いたしました。 

そして、入札減によって、不用額、減額分が生じた２７０万円は、３月補正にて減額しており

ます。 

なお、破損故障対応タブレットＤｙｎａｂｏｏｋと転入生用タブレットｉＰａｄが不足する事

態に備えて、予算１０６万４，０００円を確保しておくこととしたものでございます。 

以上です。 

委員長（猶  克実 君）  青谷委員、ちょっと待ってください。執行部がまた手を挙げまし

たので。執行部。 

執行部  続いて、教具購入費が３０８万円減額となった理由でございます。 

款５５教育費、項１５小学校費、目１５教育振興費の教具購入費は、小学校２４校分の授業に

使用する楽器、理科実験器具、体育器具などの教材教具の整備に要する経費でございます。 

減少額３０８万円につきましては、あらかじめ年度当初に基準に基づき、各学校に配分した予

算に対して、計画的に学校が必要な教具を更新しました費用の残予算で、小学校２４校分の不用

額でございます。 

令和６年度につきましては、各学校からの要望を聞いた上で必要な校具購入費を計上しました

が、見込みより安価で購入することができた、現状の校具の状況により校具の購入を先延ばしし

た、学校からの追加要望が少なかったなどの理由により、不用額が生じました。 

今後、予算計上の際には事業の実施に支障が出ることがないよう、必要額を確保した上で、多

額の不用額が発生しないよう精査してまいります。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

私の思いを代弁していただきました。ありがとうございました。 

それでは続きまして、款５５教育費、項３０学校給食費、目１０学校給食費、決算附属書の２

４５ページです。 

消耗品費、決算額が２，２６２万１，０００円と、当初予算より９０８万１，０００円ほど増

額になっています。 

この理由を教えてください。 

執行部  お答えいたします。 
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消耗品費が当初予算と比較して、９８０万１，０００円増額となった主な理由は、本市の学校

給食の米飯を納品しておりました市内のパン製造業者が、令和７年２月に突如廃業したことに伴

い、米飯の提供方法が、児童生徒１食ごとに容器を配っておりましたけれども、これがクラスご

とに食缶を届けて、クラスで配膳する方法に変更になったことにより、７つの小中学校において、

食缶１１０個や飯椀３，５００個などを購入いたしました。 

そのほかといたしましては、令和７年度に買い換えを予定しておりました給食のトレーの劣化

破損が著しかったことから、児童生徒への安全面を考慮し、急遽購入をいたしました。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

当初予算に比べると５０％程度の増額になったという、不測の事態があったのが主な要因だと

いうことで、これは致し方ないというふうに理解をしました。 

先ほど食器が、早めに壊れたというのは何か理由があったのでしょうか。 

執行部  食器、給食のトレーのほうでしょうか。 

実は、給食のトレーのほうは劣化がずっと言われていまして、更新を早くしなければというと

ころだったのですけれども、遅くなってしまったというのが実情でございまして、特に令和６年

中に、かなりの声が学校のほうからも上がってまいりましたので、急遽購入をいたしました。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

やはりたまには少し大きな声を上げると、物事が前に進むというような、理解をさせていただ

きました。 

ありがとうございます。 

続きまして、款５５教育費、項３５幼稚園費、目１０幼稚園費、決算附属書の２４５ページ、

子育てのための施設等利用給付費補助金、決算額が３億８４万８，０００円、当初予算より５，

０６５万円ほど減額になっています。 

この理由を教えてください。 

執行部  減額になった理由についてですけれども、子育てのための施設等利用給付費補助金は、

幼児教育の無償化が開始されたことなどに伴い、新制度に移行していない幼稚園に対して、利用

実績に応じて補助するもので、令和５年度の実績をもとに見込みを算出し、予算額を３億５，１

４９万８，０００円としていましたが、実際には見込みよりも利用人数が少なかったことなどか

ら、不用額が生じたものです。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

見込みより利用人数が少なかった理由はどういうふうな把握をされていますでしょうか。 
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執行部  少なかった理由としましては、まず、幼稚園費につきましては、昨今の共働き世帯の

増加、これで保育ニーズのほうに、だんだん移行しています。 

なので、どうしても減少傾向になっているところが見られましたので、このたびこういった乖

離が生じていると考えております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

やはりどうしてもその保育園のほうに今、子供たちを預ける家庭が多いという、そういう傾向

であるということですね。 

はい、ありがとうございます。よく分かりました。 

続きまして、款５５教育費、項４０社会教育費、目１５文化費、決算附属書の２４９ページで

す。 

文化創造財団運営費補助金、決算額が６，３２８万円と、当初予算より５８４万７，０００円

ほど減額になっています。 

この件につきましては、昨年度の決算委員会についてもお尋ねをして、予定どおりの事業がな

かったという答弁がありましたが、令和６年度はいかがでしたでしょうか。 

執行部  お答えいたします。 

令和６年度の宇部市文化創造財団運営費補助金は、予算額が６，９１２万８，０００円であっ

たのに対し、決算額は６，３２８万６７１円となっており、５８４万７，３２９円の減額となり

ました。 

このうち、事務費補助金が３７５万４８９円の減額となっておりまして、これは、宇部市文化

創造財団の臨時職員の雇用期間の見直しをしたことで、賃金とそれに伴う通勤手当などが抑えら

れたこと、それから、財団の仮事務所の家賃が見込みよりも安い物件を借りることができたこと

が、減額の主な理由となっております。 

また、活動費補助金は２０９万６，８４０円の減額となっておりまして、これは文化会館休館

中の芸術祭の会場を減免制度のある公共施設で代替できたことから、会場使用料や、団体の会場

使用の負担金を抑えることができたことが、減額の主な理由となっております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

そうすると、すべき事業については令和５年度と異なって、令和６年度については、予定どお

りなされたということでよろしいでしょうか。 

執行部  令和６年度の宇部市文化創造財団の事業については事業計画のとおり、しっかりと行

っていただいております。 

以上でございます。 
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委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。安心いたしました。 

続きまして、款５５教育費、項５０保健体育費、目１０保健体育総務費、決算附属書の２５９

ページです。 

地域スポーツクラブ活動体制整備事業支援金、決算金額が１８２万３，０００円で、当初予算

より８７７万４，０００円ほど減額になっています。 

この理由を教えてください。 

執行部  当初予算より８７７万４，０００円の減額をした理由についてお答えします。 

地域スポーツクラブの活動体制の整備金については、当初、国の補助事業によって、３団体程

度の選定を行って実証実験を行う予定にしておりました。 

その後、国が補助事業ではなく、委託事業に変更したため、委託先をＮＰＯ法人であるＧｏｐ

ｐｏええぞなクラブに限定して実施することになりました。これに合わせて、他の地域クラブに

対する支援については市の独自の補助金、これは一般財源なのですけれども、これにより対応に

変更となったため、減額となったものです。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

国の都合により、子供たちもなかなか部活動に影響が出たということで宇部市としてもできる

限りの支援をしたのだけれども、なかなか予算的に厳しかったという理解でよろしいですか。 

はい。ありがとうございます。 

それでは続きまして、款５５教育費、項５０保健体育費、目１５体育施設管理費、決算附属書

の２６１ページです。 

事業用器具費について、これ少しややこしいのですが、当初予算が２５万円含まれておりまし

て、１，９３９万１，０００円ほど増額になりました。結果として、決算ベースで、２０８万１，

０００円、繰越明許費が１，４９３万８，０００円、不用額が２３７万２，０００円になってい

ます。 

この理由を教えてください。 

執行部  それでは、お答えいたします。 

１，４９３万８，０００円の繰越しの理由ですが、まずこれについては、バスケットボールの

公式戦やバレーボールをはじめ、様々な競技で使用している俵田翁記念体育館の電光得点表示シ

ステムについて、不具合が発生していたため、令和６年１２月補正の予算で１，８４６万９，０

００円を計上し、更新することとしておりました。ところが、納入に不測の日数を要したという

ことで、やむを得ず繰越しをしたという状況です。 

事業用器具費に、２３７万２，０００円が不用になった理由については、この得点表示システ

ムの入札減などによるもので、当初予算２５万円が１，９３９万１，０００円に増額になった理
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由も、得点表示システムなどの増額によることが主な理由となっております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

今言われた得点表示システムについて、少しだけ詳しく教えていただけるとありがたいです。 

執行部  この得点表示システムにつきましては、電光掲示板が、右と左に２対ありまして、中

央の制御テーブル等でパソコン等を使って、得点の表示及び、バスケットであれば、カウンター

の表示とか、そういったことを一手に行えるというようなシステムになっております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

そうすると最新鋭の、ほぼ全自動という言い方はおかしいかもしれませんけれども、何もしな

くてもほぼ得点が反映されるというようなシステムですか。 

はい、ありがとうございます。 

それでは教育費の最後です。 

光熱水費の不用額を何点かあげましたが、時間のこともありますので、１点だけ学校給食費の

不用額についてお尋ねします。 

決算附属書２４５ページです。 

当初予算は、決算ベースで６，７１９万６，０００円、決算不用額が８７４万３，０００円と、

不用率というか、私の方の計算でいきますと、１０．８％ほど不用率が、不用金額が出ています。 

この理由について教えてください。 

執行部  それでは、お答えいたします。 

学校給食費の光熱水費としては、学校給食センター、西岐波学校給食共同調理場の電気代と、

１８か所の調理場のガス代、そして学校給食センターほか３調理場の水道代の合計になります。 

このうち、大きく不用額が出たものは、１８調理場のガス代となっております。令和６年度当

初予算につきましては、これまでの実績や各料金の上昇率等を考慮した上で計上をいたしました。 

しかしながら、令和６年度は、春休み期間の延長によって、調理回数の減少等もあり、当初予算

を約１０％下回ったものです。 

今後につきましては、多額の不用額が発生しないよう、より精査してまいります。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございました。 

今回不用額について様々なところから質問させていただきました。 

学校給食費が今不用率でいうと１割少し超えているということで、今、今後は、きちんと検討

されていくということで、大変いい答弁をいただきました。 

なかなか、光熱水費とか、様々消耗品関係は、適正な見積りというのは難しいと思いますが、
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１割超えずに５％ぐらいで何とか納めていただくと、今後様々な事業がスムーズに進むのではな

いかなと思います。 

ありがとうございました。 

以上です。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、青谷委員の質疑は終わりました。 

次に、順位第２番、時田委員の発言を許します。時田委員。 

    〔委員 時田 洋輔 君 質問席へ移動〕 

委 員（時田 洋輔 君）  それでは、教育費について、大きく２点お伺いいたします。 

まずは、学校給食費運営経費、成果説明書の１９７ページに掲載してあります。 

第１点はその中の賄材料費です。 

まず、確認のために、アで、令和６年度は食材費、この賄材料費ですけれども、どうやって決

定されたのかを確認いたします。 

執行部  お答えいたします。 

食材費購入に当たりましては、調理場ごとに１か月の献立に基づいた必要量を算定し、青果に

ついては見積り合わせ等を実施して、納入業者を決定しています。 

また、年間を通じて利用する調味料や加工品等については、年度当初に単価契約を行い、それ

以外の物資については、必要に応じて見積り合わせを実施しています。 

以上でございます。 

委 員（時田 洋輔 君）  仕様書も、きちんと教育委員会学校給食課のほうで定めてという

ことですか。はい。 

それを確認して、次のイですが、令和５年度の決算と比較して、額が減っています。この物価

高騰、食材も上がっている中で、なぜ減額しているのかなと思いまして、その理由についてお伺

いいたします。 

執行部  お答えいたします。 

令和６年度の賄材料費が、令和５年度と比較して減額している主な理由といたしましては、年

間を通した全体の食数が減少したことによります。 

具体的には、児童生徒数が約３５０人減少したことや、春休みの開始が早まったことなどによ

り、給食実施回数が減ったため、年間で約７万４，０００食の減少となりました。 

以上でございます。 

委 員（時田 洋輔 君）  再質疑ですけれども、食数が減ったのがということですが、物価

高騰を上回る食数減、要するに、食の安全性とかそういうところを削って安くしながらというと

ころには影響していないですか、確認いたします。 

執行部  お答えいたします。 
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物価高騰下におきましても、給食の食材の選定については、学校給食用物資規格書に基づいて、

食品衛生上の遵守などの基本事項や品目ごとの規格を定めた上で、安全性に問題のないものを選

定しています。 

しかしながら、物価高騰の影響が全くないわけではございませんので、質や量を低下させない

ために、各調理場は献立を工夫するなどして対応しているところでございます。 

以上でございます。 

委 員（時田 洋輔 君）  分かりました。 

しっかりと安全性というのを確保しながら進めていただきたいと思います。 

学校給食の第２点で、同じところに給食調理に要した委託料というのがあります。 

まずアで、１２調理場が出ていますけれども、これを、何者、受託業者数、令和６年度、確認

したいと思います。 

執行部  調理業務につきましては、５事業者と委託契約を締結しています。 

以上でございます。 

委 員（時田 洋輔 君）  では、イで、令和５年度決算と比較し、今度は額が増えています

が、その理由について確認いたします。 

執行部  お答えいたします。 

調理委託業務は、契約期間を５年間としており、令和６年度は、学校給食センターと西岐波学

校給食共同調理場の２か所の契約を更新いたしました。 

更新に当たりましては、人件費等の上昇分が反映されているため、令和５年度の委託料と比較

すると、増額となっています。 

以上でございます。 

委 員（時田 洋輔 君）  以前、何年か前に、年度途中で受託した業者が、給食をできない

と、やめて、急遽、また、新たな業者を探したというようなこともありました。そういうことが

ないようにしっかり対応していただきたいと思います。 

最後ですけれども、いろいろな仕様とかは宇部市が安全性も守りながらというところでしたが、

食材の納品業務というのは、適切に令和６年度行われたと認識されていますか。 

執行部  委託業務に含まれている検収業務につきましては、学校給食衛生管理基準に基づき、

献立、食数に応じて納品された食材料について、鮮度、品質、重量などを検査した後、検収簿に

記録することとしております。 

これらについては、適切に行われていると考えております。 

が、以前から御指摘をいただいている、特に青果の検収業務につきましては、野菜の鮮度や規

格というのは時期や流通量などの関係もありまして、一律に統一した判断基準を定めるというこ

とは難しいものではあると思っていますけれども、引き続き安心安全な学校給食の提供ができる
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ように、関係者と協議しながら取り組んでまいります。 

以上でございます。 

委 員（時田 洋輔 君）  今若干御答弁いただきましたけれども、業者によって独自ルール、

独自仕様書を定めてというか、宇部市教育委員会が定めた仕様書を超えるような食材の納品につ

いてというのもありました。 

第１点にお伺いしましたけれども、宇部市が仕様書を決定してそれで公平公正に見積り合わせ

をしているわけですよね。 

それが業者によって違っていたら、公平公正性が保てなくなるというのはしっかり認識してい

ただきたいですし、そもそもこういうのが起こる、そもそも教育の一環としてなら学校の先生を

委託しないように、給食の調理もやはり委託せずに直営で、委託したとしても、こういう知らな

いところでそういうことが行われたとなるのは、委託している宇部市教育委員会、それをやはり

しっかりチェックしていかないといけない部分ですので、それは指摘するとともに、今、なかな

か鮮度とかそういうのに難しい部分があるとおっしゃいましたが、これは前からお願いしていま

すように、受託業者、栄養士とか栄養教諭、納品業者、教育委員会、市の職員等が一緒になって、

やはりこういう季節はこういうものなのですよとか、今年度の大きさはこういうのしか出てこな

いですよとか、定期的にやって、そこを合わせればこういう、何て言いますかね、問題というか

乖離というのも発生しないと思います。 

受託業者は調理をやるということは、何でしたっけ、法律違反になってしまいますので、責任

者がいると思いますので、そういうところも出てきてもらって、直接調理できないというのもや

はりこういう調理業務を委託というのは本当にいいのかというところがあるのですけれども、い

ずれにしろ最低限そういうところは考えていただきたいと思います。 

次は質問の２、ふれあい教室等不登校対策推進経費の中のフリースクール等利用支援補助金で

すが、これは成果説明書の１９２ページに掲載されているところです。 

まず、この補助金の令和６年度の利用者数について確認します。 

執行部  お答えいたします。 

令和６年度フリースクールを利用した児童生徒は１１人、保護者に対して本助成金を交付して

います。１１人の内訳としては、小学生が５人、中学生が６人となっています。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  では、第２点で令和５年度決算と比較して、この補助金が増えて

いますけれども、その理由について確認します。 

執行部  お答えいたします。 

令和６年度の決算額が７１万９，０００円、令和５年度が４１万９，０００円ですので、３０

万円の増となっております。 
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その理由としては、フリースクールを利用した児童生徒が増加したことによります、令和６年

度は１１人、令和５年度は５人でございましたので、６人の増加となっております。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  第３点で、その一方で令和６年度当初予算額と比べては減ってい

るのかな、その差についての理由を確認します。 

執行部  お答えいたします。 

当初予算額は１０９万２，０００円でございました。差額としては３７万３，０００円です。 

理由としては、当初の見込みよりも、申請人数は上回ったのですが、一方で１人当たりの申請

額は下回ったことによります。 

具体的に、人数については、令和５年度の実績が５人でしたので、２人増やして計７人と見込

んでおりました。実績は１１人でした。 

申請額の見込みですけれども、１人当たり１５万６，０００円を見込んでおりました。これは

毎月１万３，０００円の１２か月分で、実際の利用は、１人当たり６万５，０００円となってお

りました。 

以上になります。 

委 員（時田 洋輔 君）  そこで、再質疑で確認なのですが、学校現場が、学校に登校して

ほしいと頑張っていらっしゃるのは分かるのですけれども、やはりいろいろな多様な学びは、学

校に行かなくてもこういう場で学ぶことができるとかというのをきちんと確保していくというの

は大事なことだと思うのです。 

こうやって人数が増えていっているというのは、そういうのもだんだん周知とか認識されてき

たのかなと思いますけれども、令和６年度、周知等学校現場でどのように行われて、そういうの

がこれに結びついてきたのだと思うのですけれども、どんなふうに、そういう対応、周知という

か、お知らせというか、されたかを確認いたします。 

執行部  お答えいたします。 

周知については、各学校における教育相談、保護者面談において、こういった、例えばフリー

スクールがありますよというのを御案内しております。 

また直接、教育委員会に問合せがあることもございます。そういった場合に、多様な学びの場

所として、こういった場所がありますよというのをお伝えしているところです。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  教育委員会としては学校に行くことだけが全てではないよという

認識で対応していらっしゃるということですね。 

はい、分かりました。 

引き続き、今、地方ではこういうフリースクールそのものが少ないので、大変なところなので
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すけれども、いろいろな多様な学びの場が、そういうのを通して、学ぶ権利、そこからまた学校

に行ってみたいとなればそれはそれでいいですし、そういう視点で取り組んでいただきたいとい

うのを要望して終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、時田委員の質疑は終わりました。 

次に、順位第３番、五十嵐委員の発言を許します。五十嵐委員。 

    〔委員 五十嵐 仁美 君 質問席へ移動〕 

委 員（五十嵐 仁美 君）  質疑に入ります。 

成果説明書１８９ページ、教員業務改善経費、このうちのデジタル採点システムリース料につ

いてお尋ねします。 

まず、このシステムの内容と採点の流れについてお尋ねします。 

執行部  お答えいたします。 

デジタル採点システムの内容と活用の流れについてでございますが、デジタル採点システムは、

教員がテスト等の採点時間を大幅に短縮することを目的に、令和６年度に市内の全中学校に導入

をいたしております。 

具体的なシステム活用の流れといたしましては、まず教員が作成した紙ベースのテスト、模範

解答用紙をスキャナーで読み込んでシステムに取り込み、あわせて問題ごとの配点を設定いたし

ます。 

そして、実施したテストの生徒の回答用紙もスキャナーで読み込み、システムに取り込みます。 

これら取り込んだデータをシステム画面上に表示し、設問ごとに一括して採点を進めることに

より、採点作業の効率化を図ることができます。 

また、採点につきましては、自動集計され、データとして保存されますので、得点集計や得点

計算の手間を省くことができ、採点業務の時間短縮が可能となるものでございます。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  では、そのシステムは、美術とか音楽とか全ての教科において、

使えるものでしょうか。 

執行部  美術、音楽、もちろん実技以外の書き込み記入用のテストで作成ができるものでござ

います。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  このシステムリース料というふうになっているのですけれども、

このリース料というのはどういうものでしょうか。 

執行部  デジタル採点システムは、３年間の長期継続契約で行っております。 

総額５８７万４，０００円と、これが令和６年９月１から令和９年８月３１日までのリース契

約に基づいて行っております。 
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以上でございます。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  では、このシステムを導入しての成果と評価をお尋ねします。 

執行部  お答えいたします。 

導入後の成果と評価、また課題でございますが、導入した後ですが、各中学校におきましては

現在１年間に３回、４回等の定期テストが実施されております。生徒や教科によって違いがござ

いますが、採点や集計に関わる時間がおおむね３割程度削減されております。１回の定期テスト

につきまして、１教科、１教員当たり１２時間程度かかるとすると、４時間程度の削減が可能と

なっており、教員の業務改善や負担軽減につながってはおります。 

それから、時間削減のみを成果と考えているわけではございません。 

それ以外にも、このシステムを採点することで、設問ごとに全体の習熟度を把握しやすくする

ため、効果的な学習内容の学び直しや授業改善を行うことができております。 

また、習熟度の推移、把握、習熟度をもとにした課題の分析、指導方法の研究、効果的な教材

の策定等、様々な成果が、この中で達成できたというふうに考えております。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  教員の働き方改革は随分進んだのかなと、このあたりは評価す

るのですけれども、現場の声は何か聞かれているでしょうか。 

執行部  お答えいたします。 

現場の教員、特に私のほうでじかに聞いたり見たりしたところによりますと、若手の教員の先

生方は、かなりこのシステムを使っております。 

実感として、これはデジタルなのですけれども、アナログチックな、全部、マルが多そうだっ

たら、一旦全部マルにするというような、そういうふうなスイッチがあって、それを入れると、 

ばーっと全部マルになるというように、結構直感的に分かりやすいものであるというところで、

効果が実感として感じられるというような教員が、若手を中心におりました。 

以上でございます。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  全ての学校、全ての教員がこれを利用しているというわけでは

ないのですか。 

執行部  全ての中学校の教職員に利用できるような状態はつくっておりますが、まだこれを利

用していない教員も中にはおります。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  教員の少しでも負担軽減というところではうまく活用して、本

当に少しでも楽をしていただければと。そして子供とのつながりをもっと深めるようなそういう

ことが進めていければいいのではないかと思います。 

続きまして、２つ目の質疑に移ります。 



 - 99 - 

成果説明書１９２ページのふれあい教室等不登校対策推進経費についてです。新たに小学校３

校に校内ふれあい教室を設置していますが、教室を増設した成果についてお尋ねします。 

執行部  お答えいたします。 

小学校への校内ふれあい教室は、令和５年度から始めております。 

令和５年度が２校、東岐波小学校、小羽山小学校、令和６年度は３校、恩田小学校、上宇部小

学校、黒石小学校に設置しております。 

その結果、通室していただいた児童については、５校において３１人、増設した３校では１５

人の通室がありました。 

設置前は、保健室や空き教室を利用して、教員が交代で見守り活動を行っておりましたが、校

内ふれあい教室を設置することで、そこに教員免許を持った支援員を配置することで、児童一人

一人の状況に応じた支援ができていると感じております。 

児童にとって安心安全な環境となっていると考えております。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  校内ふれあい教室には専門の指導員を置いているということで

すけれども、またこの校内ふれあい教室ができていないところにはどういう指導者がいらっしゃ

るのでしょうか。 

執行部  お答えいたします。 

先ほども御説明申し上げましたが、空き教室、保健室において、空いている先生が交代で支援

をしている、そういうような状況になっております。 

以上です。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  では、この校内ふれあい教室を設置しているのと設置する前と

では、やはりこのふれあい教室を利用する子供も増えているということですか。 

委員長（猶  克実 君）  増えているというのはいつに比べて、令和６年度が増えたかとい

うことですか。 

もう一遍お願いします。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  設置される前に、こういう保健室とかで学習していた子供の数

と、このふれあい教室を設置したことによって、そういうところを利用する子供の数が増えてい

るのかどうかというところを確認したかったのですけれども。 

執行部  お答えいたします。 

小学校への設置は、令和５年度から設置させていただいているのですけれども、直近の数値で

いうと、令和３年度でいうと、小学校で８５名、令和４年度で１０９名、令和５年度が１３３人

になっております。 

今、設置前の人数については、教育委員会としては把握しておりません。 
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以上になります。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  どうしてもその学校内に不登校児の居場所をつくるというとこ

ろでの今回の場合には、この校内ふれあい教室の設置というのは、校内での居場所をつくるとい

うところで取り組んでいるところでしょうけれども、先ほど時田委員も話していましたけれども、

学校以外そして家庭以外でもやっぱりその居場所ができる、そういうところも当然必要だと思い

ますので、そういうことも並行して考えていきながら是非取り組んでもらえればなあと思います。 

以上で、質疑を終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、五十嵐委員の質疑は終わりました。 

次に、順位第４番、荒川憲幸委員の発言を許します。荒川委員。 

    〔委員 荒川 憲幸 君 質問席へ移動〕 

委 員（荒川 憲幸 君）  それでは、続けて質疑をさせていただきます。 

まず、教育費、財政分析資料の２２ページ、２３ページ、ここに教育費の県下都市との比較、

類似団体との比較が記入されておりますけれども、必ずしも宇部市の教育費の割合が、他市との

関係でいえば、そんなに高くないというのが現状ではないかと思うのですけれども、この点につ

いて、どのように判断されているのか、お尋ねいたします。 

執行部  お答えいたします。 

財政分析資料２２ページから２３ページには、地方財政状況調査表に基づき、普通会計ベース

で、本市の目的別の構成割合及び県下都市、類似団体の決算が、平均構成比の割合が比較されて

おります。 

この財政分析の目的別歳出構成の状況の教育費の構成割合は、各自治体の実情によって異なり

ますが、基本的には、地方財政状況調査表に基づき、小中学校費、高等学校費、特別学校支援費、

幼稚園費、社会教育費、体育施設費、学校給食費、大学費などで構成されております。 

宇部市と他団体を比較した場合、本市には宇部市立の高校、特別支援学校、幼稚園、大学がご

ざいませんので、これらの経費費用が発生しておりません。 

これらの経費を除いて再計算すると、県下都市では１０．２％となり、割合としては、宇部市

の１０．５％のほうが高いとなりますが、類似団体では１１．９％となり、宇部市との差が１．

４ポイントございます。 

なお、児童生徒に直接影響がある小学校費と中学校費の合計の令和６年度決算額で、構成比を

比較したところ、本市は３．７％、県下都市平均は３．１％、類似団体平均は４．３％で、県下

都市平均は上回っておりますが、類似団体の平均は下回っているところでございます。 

教育委員会では財政状況が厳しい中ではございますが、引き続き予算の確保に努めてまいります。 

以上でございます。 

委 員（荒川 憲幸 君）  類似団体と比べてやはり少し低いということが、今答弁で明らか
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になりました。 

今いろいろなことをこれまでも指摘をさせていただいて、予算の確保に努めていただきたいと

いうお願いをしてきたところですけれども、引き続き、類似団体並みにというのですか、もう少

し、教育費の割合を上げていただきますように、引き続き努力していただくようにお願いいたし

ます。 

続けて成果説明書の１８４ページ、小学校の運営経費、中学校の運営経費について、第 1点に

主な支出内容について、それから第２点、草刈り等の校内の環境整備費についてお尋ねいたしま

す。 

執行部  お答えいたします。 

学校運営経費は、宇部市立小中学校３６校の学校運営が円滑に行われていくよう、人的な配置

や、備品の整備、通信費、光熱水費などの予算を確保し執行しているものでございます。 

小学校運営経費の主な支出内訳は、学校庶務員等の会計年度任用職員の報酬及び期末勤勉手当

が、６，７４３万６，０００円、消耗品等が２，１０３万５，０００円、光熱水費が２億２，１

６８万４，０００円、電話等の通信運搬費が７９５万４，０００円、廃棄物処理、有害駆除、剪

定等の手数料が７１４万４，０００円、機械警備、日直等の委託が３，８４１万円、電話機や公

用パソコン等の使用料及び賃借料が１，２４８万９，０００円、校具購入費が７１１万３，００

０円でございます。 

続きまして、中学校運営経費につきましては、先ほど小学校に比べまして、学校庶務員等の会

計年度任用職員の報酬及び期末勤勉手当が、２，４５８万６，０００円、消耗品が１，１３５万

５，０００円、光熱水費が９，３０４万２，０００円、電話等の通信運搬費が４７２万３，００

０円、廃棄物処理、有害駆除、剪定等の手数料が３６６万９，０００円、機械警備、日直等の委

託料が１，９５０万４，０００円、スクールバス運行業務委託料が３，１３５万２，０００円、

電話機や公用パソコン等の使用料及び賃借料が８０９万１，０００円、校具購入費が４，４６２

万９，０００円でございます。 

続きまして、草刈り等の環境整備の費用でございます。 

小学校、中学校の校内の草刈り業務は、令和６年度までは、庶務員を配置しており、実施は庶

務員が、草刈り等を実施しておりましたので、草刈りに係る直接な経費は発生しておりません。 

以上でございます。 

委 員（荒川 憲幸 君）  細かい内訳をお答えいただきありがとうございます。 

支出について、いろいろ何というか多岐にわたって支出がありますけれども、学校運営に支障

のないようにぜひ、この点についてもしっかり予算確保していただきたいと。 

それで２点目の草刈り等の環境整備費、これは、庶務員がされるので、予算がかかっていない

ということなのですけれども、令和６年度までという、それ以降どうなりますか。 
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執行部  令和７年度の状況でございますか。 

委 員（荒川 憲幸 君）  令和６年度までは庶務員がされたので、それ以降です。 

執行部  お答えいたします。 

庶務員に行っていただいた業務の主なものといたしましては、学校内の修繕業務、草刈り業務、

ごみの収集、運搬、逓送業務等でございます。 

この全ての業務を民間委託のほうに回しておりますので、現在先ほどの業務につきましては民

間のほうでやっていただいております。 

以上でございます。 

委 員（荒川 憲幸 君）  民間にということですけれども、庶務員さんはいろいろなことを

やられてきたと思うのですよね。 

で、それでもこれまで環境整備ということで、ＰＴＡに出てきてもらって、草刈りが校内整備

ということで、草刈りをやってもらったりとか、グラウンドの整備をやってもらったりとかして

いたのですね。 

で、令和６年度で庶務員さんがいなくなったということで、今委託に出しているということな

のですけれども、地域の中で、草刈りをやってもらえないかという、学校からの要望が今出てき

ているという話を聞いています。 

それはおかしくないですか。今まで、予算というか庶務員さんでやられてきたことを、今度委

託で予算措置していますということなのですけれども、足りていないということではないですか。 

確認します。 

執行部  先ほど委員が言われました学校から地元への草刈りの御相談ということでございます

が、現在、教育委員会ではそのような声は聞いておりません。 

ただ、委員がおっしゃったとおり、庶務員が廃止して今年が初年度ということでございます。 

今年度は移行期間でもございますので、学校からの要望も聞きながら、環境整備を図っている

ところでございますが、引き続き、来月から学校のほうに出向いて学校訪問がございます。 

その中でも学校の状況を把握しながら、必要な予算を進めていきたいと考えております。 

以上でございます。 

委 員（荒川 憲幸 君）  地域からの苦情も聞いております。ぜひ、しっかりその辺のとこ

ろも学校に確認をしていただきたい。来年度の予算編成には、こういうことがないように、しっ

かり対応してもらうようにお願いをしておきます。 

２点目ですけれども、成果説明書１９２ページ、ふれあい教室等の不登校対策推進経費で、こ

れまで、五十嵐委員、それから、時田委員も触れられたのですけれども、私のほうからは、教育

支援員から心理カウンセラー、スクールソーシャルワーカー、これについてお尋ねいたします。 

それぞれの役割と、今現状おられる人数、そして成果についてお願いします。 
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執行部  お答えいたします。 

まず、教育支援員については、計１７名を配置しました。内訳としてはふれあい教室に２名、

校内ふれあい教室に１５名です。１７人全員が教員免許を有しております。不登校傾向にある児

童生徒への学習支援や見守りを行い、一人一人に寄り添った支援を行っております。 

なお、ふれあい教室に通室した人数としては、ふれあい教室が２０人、校内ふれあい教室に通

室した生徒が１１７名でございました。 

そして次に心理カウンセラーについては、１名をふれあい教室に配置しております。通室して

いる児童生徒やその保護者との継続的なカウンセリングを実施しております。 

そのほかにも、毎月１回、定例教育相談を保護者に対して行っております。 

次に、スクールソーシャルワーカーについては８人を配置しております。８人で全小中学校を

分担して活動していただいております。スクールソーシャルワーカー１人当たりの受持ちについ

ては、中学校１校から２校、小学校については、１校から５校となっております。 

役割としては、学校でのいじめや不登校、虐待等の課題に対応するため、家庭や学校を訪問し

て状況を把握して、適切な支援につなげている、関係機関と連携しているところです。 

なお、支援対象となった生徒の数でいいますと９７人、小学生が６４人、中学生が３３人で、

家庭や学校、関係機関への訪問活動の回数としては、約１，２００回となっております。 

これは１人当たり１２回となっております。 

以上です。 

委 員（荒川 憲幸 君）  以前スクールソーシャルワーカーについて、令和４年度から令和

５年度にかけて、４名から８名に増やしていただいた。それでも、足りていないのではないです

かという質問させていただきました。 

必要性については、市長も教育長も十分理解しているということで、検討するということだっ

たのですけれども、実際には増えていないのが実情だと思うのですよね。 

で、そのほかの支援員だとか、カウンセラーについても、非常に重要な役割を果たしておられ

るというふうに思いますけれども、発達障害だとか、様々な家庭環境で、本当に支援の必要な子

供は増えています。 

それに対して、本当に一人一人のお子さんに寄り添った支援ができているかどうか今の人数で

本当に対応しきれているかどうか、その点についてはどのようにお考えですか。 

私は足りていないのではないかと思うのですけれども、いかがですか。 

執行部  お答えいたします。 

委員が言われたとおり、令和５年度から８人体制とさせていただいています。 

人数を増員倍増したことにより、一人一人が担当する学校数が減少しており、担当学校との連

携がより密になっていると考えております。 
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スクールソーシャルワーカーの必要な人数については、福祉やこども部局のこども支援コーデ

ィネーター等の支援状況も踏まえながら、引き続き検討していきたいと考えております。 

以上です。 

委 員（荒川 憲幸 君）  スクールソーシャルワーカーで巡回されるのですよね。いろいろ

な会議のときに出席をされて、教員の皆さんと情報共有とかされて、必要な支援をされるのです

けれども、できれば、その常駐で、各学校に１人配置していただくということが理想的だと言わ

れていますので、この点についてもしっかり考慮していただけたらと思います。 

それで、今の不登校について、以前原因について、いろいろ何か分析されている、その仕分の

方法がちょっとおかしくないですかという指摘もさせていただきました。 

で、不登校の原因というのが、教師というのが結構多くおられるのですね、不登校の原因にな

っていると。その教師が原因で不登校ぎみというふうになった場合に、今の支援員さんだとかス

クールソーシャルワーカーの皆さん、どのように連携をして対応されているのかお尋ねしたいと

思います。 

執行部  お答えいたします。 

不登校の原因は本当に様々であると考えておりますが、教員に原因がある場合なのですけれど

も、そういった場合には市の教育委員会による面談や学校スクールソーシャルワーカー、スクー

ルカウンセラーと情報共有を行いまして、教員に対しては指導を行っております。そして対象と

なる児童生徒には、継続的な相談や支援を続けております。 

また令和７年度からは、学校改革プロジェクトによってチーム担任制を開始しておりますので、

複数の教員による対応が可能となっております。 

以上です。 

委 員（荒川 憲幸 君）  これから先は指摘をさせていただきたいのですけれども、今教員

の中には子供たちに非常に厳しく当たられる方がおられると。そして、本当に目に余るような、

えこひいきをされる方がおられるというふうに聞いています。 

実際に今年というか、新入生の保護者の方が、その先生が怖いと言って、子供が学校に行きた

がらない、そういう子供さんが複数おられる、一つのクラスで。そういうことが実際に起こって

いるというふうに聞いています。 

絶対そういうことが起こらないように、しっかり目を光らせていただいて、子供の権利を守る、

そういう学校にしていただくように対応を強くしていただきたい。これを要望しておきます。 

以上で、終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、荒川委員の質疑は終わりました。 

午後５時を過ぎていますが、この際お諮りします。 

あと通告が３名あります。このまま、審査を続行したいと思います。 
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これに御異議ありませんか。 

〔 「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 

委員長（猶  克実 君）  異議なしと認め、審査を続行いたします。 

次に、順位第５番、甲谷理温委員の発言を許します。甲谷委員。 

    〔委員 甲谷 理温 君 質問席へ移動〕 

委 員（甲谷 理温 君）  お疲れさまです。公明党宇部市議会議員団の甲谷でございます。 

それでは、質疑をさせていただきたいと思います。 

教育費、項５０保健体育費、保健体育総務費に関してでございます。 

その中のプロスポーツ等連携推進経費、重点項目の４－７でございます。 

その１番下の段に「みる」スポーツ促進に要した経費についてお尋ねいたします。 

まずこの読んだだけでよく分からないこの「みる」スポーツ促進がいかなるものなのか、この

事業内容を詳細に教えていただき、引き続きまして、令和５年度の決算額が５５０万円だったの

に対し、令和６年度は７９２万９，０００円と１．５倍の増額となっておりますので、その理由

について教えてください。 

よろしくお願いいたします。 

執行部  この経費につきましてはプロトップスポーツ観戦応援ふれあい事業に係る委託料とい

うことになります。 

本事業は、プロスポーツ等によるまちづくりにおいて、「みる」スポーツを促進するとともに、

本市をホームタウンとしているプロトップスポーツチームとの交流を促進することで、市民のス

ポーツへの関心を高めるとともに、スポーツをするきっかけづくりを促進し、市民の連携や新た

なコミュニティーの創出、シビックプライドの醸成等につなげることを目的とするものです。 

具体的には、本市をホームタウンとしているレノファ山口、山口パッツファイブ、ミネルバ宇

部など、プロスポーツチーム等と連携したパブリックビューイングの実施や公式戦等の広報や無

料観戦、グッズ配布など、観戦招待企画などを実施しました。 

令和６年度におきましては、パブリックビューイング７回、参加約１，０００人、観戦招待と

しては、山口パッツファイブホーム戦をはじめ、約３，６００人の招待を実施しています。 

令和６年度と令和５年度の増額についてですが、これにつきましては令和６年度において、企

業版ふるさと納税で２００万円の寄附を受け、山口パッツファイブ応援グッズ無料配布を含めた

観戦招待企画を、１２月に実施しました。これによる増額分であります。 

以上です。 

委 員（甲谷 理温 君）  ありがとうございます。 

プロスポーツの基本的にパブリックビューイングで、委託業務料ということが分かりました。

増額の理由もありがたいことに、企業版のふるさと納税ということでグッズを配布できたという
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ことで非常にありがたい事業だと思いますので、再質疑等はございません。 

宇部市には、おっしゃられたようにプロスポーツ、たくさんございますし、出身の方、またゆ

かりのある選手等たくさんいますので、もっと幅を広げていただくことも考えていただきたいと。 

というのも、ほかの事業でトップアスリート夢教室と実際に触れる体験もさせていただいてお

りますが、やはり都会とは違って、プロのスポーツの競技を見るということはここの宇部市にお

いてはなかなか生で観戦することは難しい状況がございますので、ライブ中継とか今技術が非常

に発達していますので積極的に行っていただいて、もうせっかくなので、この子供たちの夢をし

っかり育む事業にもっともっと力を注いでいただけたらと思いますので、よろしくお願い申し上

げます。 

続きまして、同じページ、成果説明書の７５ページになります。 

体育施設管理費になります。スポーツ施設環境整備事業費でこれも重点項目になっております

４－９です。 

その中の体育施設指定管理料についてでございます。 

近年の物価高騰によって、また人件費高騰によって指定管理料等上がっていることが予想され

るのですが、体育施設指定管理料（宇部地域）が、令和５年度は１億１３６万４，０００円に対

して、令和６年度は、宇部地域４施設で４，４８０万円、宇部地域１１施設で４，３３７万４，

０００円、合計の８，８１７万４，０００円と、約１，３００万円の減額となっております。通

常増えると思うのですが、減額となった理由を教えてください。 

またそれに関連するのですが、令和５年度までは、１５施設をまとめて書いてあった、この決

算書なのですが、令和６年度からは、４施設と１１施設と、分割して記載している理由について

も教えていただきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

執行部  ただいま御質問いただきました、令和５年度と令和６年度の決算の差、減額になった

理由ということですが、これにつきましては、恩田スポーツパーク内の野球場の改修により人工

芝グラウンドとなったこと、これによりこれまでの天然芝土のグラウンドの管理経費が不要とな

ったことなどにより、指定管理料を見直し、減額したものになっております。 

宇部地域を４施設と分割し記載した理由ということですが、これにつきましては、令和３年度

から指定管理更新時に、恩田スポーツ構想に係る宇部地域４施設、野球場、陸上競技場、補助競

技場、俵田体育館については、大幅な仕様変更が予想されるため、この４施設については、他の

施設と切り離し指定管理を現在行っているところです。 

この指定管理の状況に合わせて、宇部地域４施設とその他の施設、宇部地域１１施設分に分け

て記載をしたものです。 

以上です。 
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委 員（甲谷 理温 君）  ありがとうございます。 

減額の理由がよく分かりました。 

私のほうにも、人工芝は非常に使いやすくて、雨の日でもいいという声も聞いております。 

しかもまた結構、指定管理料の減額はなかなか難しいことなのですけれども、それもできてい

るのですばらしい成果だと思っております。 

また、施設を分けた理由もよく分かりました。 

最後になるのですけれども、楠地域が増額となったのは、これはもう人件費等高騰と考えてよ

ろしいでしょうか。 

執行部  はい、そのとおりでございます。 

委 員（甲谷 理温 君）  はい、ありがとうございます。 

以上で、質疑を終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、甲谷委員の質疑は終わりました。 

次に、順位第６番、松岡委員の発言を許します。松岡委員。 

    〔委員 松岡 伸一 君 質問席へ移動〕 

委 員（松岡 伸一 君）  では、教育費について２点ほどお伺いをさせていただきます。 

款５５教育費、項４５青少年教育費、目２０学校安心支援費、成果説明書１９２ページになり

ます。 

いじめ対策推進経費３９４万７，０００円についてです。 

当初予算では、ここに載っている報酬、手当以外にも、いじめ防止啓発事業に関する要する経

費４４万２，０００円、いじめ問題調査委員会に要する経費３８万５，０００円が計上されてい

ましたが、このたびの決算ではゼロ、皆減となっておりますが、この理由についてお伺いをいた

します。 

執行部  お答えいたします。 

いじめ防止啓発事業については、当初、外部講師による啓発事業を予定しておりました。全１

２中学校で、予算額にして、謝礼金が３万円掛ける１２校、そして旅費については５，０００円

掛ける１２校を想定しておりました。 

結果として、外部講師ではなく、いじめ対策推進支援員、より宇部市の実情を把握している、

この元学校の校長先生に、啓発事業を実施していただきました。 

これにより、当初予定の全中学校１２校だけでなく、小学校２４校に対しても、啓発事業を実

施したところです。 

もう１点、いじめ問題調査委員会に対する経費については、３８万５，０００円を計上してお

りました。これについては学校でのいじめの重大事態が発生した際に設置する第三者委員会の委

員報酬４回の５人分を計上しておりましたが、該当するような事態がなかったことから、調査委
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員会を開催しておりません。 

以上になります。 

委 員（松岡 伸一 君）  分かりました。 

特に問題調査委員会というところで、重大事案が令和６年度はなかったということであります

けれども、これが本当にこの学校現場の実情を反映した上でのゼロということであれば大変よか

ったことですけれども、いじめというのは、水面下で行われていることも多いと思っています。 

教員や保護者の目が届いていないところで行われたり、また声を上げたくてもできないという

ような事例もあろうかと思います。 

そんな中でいじめというのをどういうふうに把握されているのか、把握の方法について教えて

いただけたらと思います。 

執行部  お答えいたします。 

いじめの把握については、学校での授業における教員の日々の見守り、そして週１回のアンケ

ート、そしてスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、そして、県保健事業なので

すけれども、県が実施している２４時間対応のＳＮＳ相談窓口など、あらゆる機会を通じて把握

に努めています。 

以上です。 

委 員（松岡 伸一 君）  分かりました。 

教育長もよく現場に回られているというふうなお話も聞いております。 

予防策の徹底も、また最大限の情報把握にしっかりと今後も努めていただきたいというふうに

思っております。 

続いて、同じく成果説明書１９２ページふれあい教室等不登校対策推進経費についてです。 

もうたくさんの方が、同様のことを聞かれたので、２点ほどだけ聞きたいです。 

先ほど荒川委員の中で、教育支援員が１７名というお話があったかと思うのですが、現状、設

置されている校内ふれあい教室は、全中学校と小学校５校でよろしかったですか。 

そうだとすると、中学校は１２校あるので、小学校５校と合わせて１７校だと思います。 

ふれあい教室には２名、校内ふれあい教室に１５名というふうに、先ほど言われたかと思った

のですが、そうなると、２校ほど、支援員がいないところがあるという理解でよろしいでしょう

か。状況を教えてください。 

執行部  お答えいたします。 

２名については、県事業として、上宇部中学校と黒石中学校がステップアップルームというの

を開設しておりまして、そこにサポート教員を配置していただいております。 

以上です。 

委 員（松岡 伸一 君）  ２校は県がやっていると、そういうことですね。 
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分かりました。 

あともう１つ、時田委員からもありました学びの多様化というところで、本当に様々な学びの

場が必要ではないかというところで、フリースクールの支援ということでお話があったかと思い

ます。 

令和５年度、令和６年度の状況のお話がありました。数は人数が増えているということですけ

れども、やはり根本的な部分で、対象となる学校が、学校というか、施設が１つしか今ないとい

うのが長らく続いているのではないかというふうに思っております。 

金額も、現状の不登校児童・生徒の数から考えると、寂しいような気もいたします。 

当然実情に応じた額なので致し方ない部分あろうかと思いますが、制度も始まって数年たって

おりますし、今後の対象施設の増加や、認定の基準の緩和等々、何か対策ができることが今後あ

れば教えていただきたいと思います。 

執行部  お答えいたします。 

委員が言われたとおり、いわゆる認定施設については１校となっております。 

教育委員会としては、子供たちのために、多様な学びの場のために、増やしていきたいと考え

ております。この制度創設から今３年を迎えておりますので、要件についても今見直しを進めて

いるところです。 

他市先進事例も踏まえて、例えば要件として、学習支援、そして体験活動、あと心理カウンセ

リングを設けております。そして過去１年の実績というのも考慮しておりますので、そういった

ところが見直せないか今検討を進めているところです。 

以上です。 

委 員（松岡 伸一 君）  ぜひよろしくお願いします。 

民間のノウハウは非常に大切だと思っておりますので、今後もしっかりと状況を注視してまい

りたいと思っております。 

以上で終わります。 

ありがとうございます。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、松岡委員の質疑は終わりました。 

次に、順位第７番、射場博義委員の発言を許します。射場委員。 

    〔委員 射場 博義 君 質問席へ移動〕 

委 員（射場 博義 君）  それでは早速なのですが、最後になりましたけれども、今回、２

点ほど、先ほどの青谷委員と、ほぼ一緒に重なっておりますので、２点ほど追加で、抜けている

ところを質疑させていただきたいと思います。 

まず最初に、成果説明書７５ページの新たな部活動活動体制整備経費なのですが、減額理由と

かというのはもう先ほどありましたので、この中で、文化的な部活という活動がされているのか
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どうかというのを確認したいと思います。 

執行部  お答えします。 

文化部の地域クラブの移行ついては、まだ、市内は１部活も移行はされておりません。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  されていないと。以前からなかなか厳しいという話はお聞きした

のですが、令和６年度に限ってもまだできていないということなのですが、スポーツ、文化も含

めて、これに対して、できないという課題、今回の減額、なかなか厳しいということなのですが、

課題について、どういうふうに捉えているか、今回の決算で、そこだけ紹介いただきたいと思い

ます。 

執行部  課題ということでお答えいたします。 

まず、先ほど、射場委員の言われたとおり、文化部もですけれども、スポーツも同様の問題と

して、お答えいたします。 

まず、今後、認定地域クラブが増加していった場合、今、宇部市独自の補助制度というのを使

って支援をしているのですけれども、この補助制度の財源確保というのが必要になってきます。 

また、地域クラブの受皿となる新規の団体、そして外部指導員の掘り起こし、これが課題にな

っていると考えております。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  分かりました。 

なかなか難しい課題なのですが、随時その方向、委託を進めてということであれば、ぜひ御尽

力いただければというふうに思います。 

よその地域では、学校に戻すというところもありますので、そこも踏まえて、どちらが宇部市

にとってベストかというのは、しっかりと議論していただければと思います。 

次に２番目として、成果説明書の７７ページ、文化振興経費ですが、メイン的なところは、先

ほど質疑されましたので、その中で、抜けている部分で、まずこの中で報償費と旅費というのが

若干ですが挙げられているのですが、７万円と７万４，０００円なのですが、これに対して、令

和６年度、報酬と旅費を使った部分で、どういうふうにこの文化振興に貢献してきたか、したか

という点が分かれば、御紹介いただきたいと思います。 

執行部  お答えいたします。 

文化振興経費の報償費につきましては、文化振興まちづくり審議会の委員の報酬となっており

ます。 

また、旅費につきましては、文化振興まちづくり審議会委員の方の旅費に加えまして、現代芸

術の国際展部会担当者ミーティングというのが、令和６年度は横浜トリエンナーレを舞台に横浜

市のほうで行われました。そちらに職員が伺ったときの旅費になります。 
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以上でございます。 

委 員（射場 博義 君）  そこはヒアリング等でお聞きしたのですが、それに対して、令和

６年度、要は文化振興にどういうふうに寄与しましたかという質疑なのですが。 

執行部  お答えいたします。 

こちらの現代芸術の国際展部会に参加した、まず大きな理由としましては、令和６年度はＵＢ

Ｅビエンナーレ（現代日本彫刻展）第３０回を行いました。そちらのほうも横浜トリエンナーレ

のオープニング等も参考にしながら、いろいろ意見交換をさせていただいております。 

そういった中で、第３０回ＵＢＥビエンナーレも盛り上がりを見せるように、そこで話し合わ

れたことも参考にしながら、３０回の節目のビエンナーレを行ったところです。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  分かりました。 

最後になりますけれども、今回この中でその他というところがあるのですが、その他の経費で、

１１万２，０００円というのがあるのですが、これに対して説明をお願いしたいと思うのですが。 

委員長（猶  克実 君）  成果説明書の同じ欄に、すぐそばに載っています。 

ちょっと待って。これ説明できないのがおかしいです。 

射場委員。 

委 員（射場 博義 君）  今回この文化振興経費ということで、本来宇部市文化創造財団の

関係もお聞きしたかったのですが、先ほども全部説明がありましたので、そこは割愛させていた

だいて、要はこの文化振興に対して、もう少し、積極的な取組、委託、宇部市文化創造財団に丸

投げ的なところではなく、やはり市としても、いろいろな取組を行っていただきたいという思い

が実はありまして、それで細かいことなのですが、今さっきの旅費とかというのが本当にどうい

うふうに反映されているのかというのが知りたいと。 

実はヒアリング等で、このその他というのは、こちらをお示しし、お尋ねするという感じでは

なかったのですけれども、関連質問であれば、できるというシステムになっていますので、今回、

文化振興経費ということで、その他に対しての支出に対してどうかという……。 

委員長（猶  克実 君）  執行部、答弁してください。 

執行部  失礼いたしました。お答えいたします。 

その他の１１万２，０００円の内訳を御説明させていただきます。 

まず、消耗品の関係で２万６，０００円、それから、印刷製本費４，０００円、手数料２万４，

０００円、文化事業委託料として５万８，０００円、以上の合計が１１万２，０００円となって

おります。 

以上でございます。 

委 員（射場 博義 君）  時間を調整しましたので、すみません、その中で今言われた、委
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託料が入っているということなのですが、その委託料の委託の内容と、もう１回そこだけの金額

をお願いします。 

執行部  文化事業委託料につきましては、アニメ特撮文化の事業について、宇部市のほうに視

察に来ていただいた方に対する委託料となっております。これが５万８，０００円となっており

ます。 

以上でございます。 

委 員（射場 博義 君）  分かりました。 

アニメの特撮の分なのですが、これ以前、補正のほうでということで、ほかのほうにメニュー

としていっているということなのですけれども、今回こちらのほうでまた、再度、上げられたと

いうことは、どういう経緯で、こちらのほうの経費を使われたということなのですか。 

執行部  お答えいたします。 

こちらはまず宇部市で当初、文化のほうでアニメのまちづくりというのも、やっていくという

ことで考えていたのですけれども、事務事業の見直しというところで、同じ部がやっております、

まちじゅうエヴァンゲリオンと、方向性がかぶる部分がございますので、文化のほうとしまして

は、当事業のほうはやらない方向で検討を進めました。 

その検討を進める中で、まず宇部市のほうでそういったアニメを文化として行っていくという

ところを、専門家の方に確認をしていただきたかったというところがありまして、宇部市のほう

にお越しいただいて、見ていただいたというところがございます。 

以上でございます。 

委 員（射場 博義 君）  分かりました。 

補正で、これを、最初の１８０万円ぐらいですか、たしか。 

そのもののアニメ特撮の分が、今回、エヴァンゲリオンのほうに移ったということなのですが、

最後の確認なのですが、今、こちらのほうに来ていただいたというところが、いつ頃、補正の時

期、だから移した時期と、向こうに渡した時期と、来ていただいた時期というのは、タイミング

的には大丈夫なのですか。 

執行部  お答えいたします。 

まず、宇部市のほうにお越しいただいたのが令和６年６月だったかと思います。 

これはまちじゅうエヴァンゲリオンのほうに、１８０万円が移ったということではなしに、１

８０万円は、３月の補正で、もうしないということで、補正で減額をさせていただいております。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  すみません、一番最後で、ちょっと行ってしまって。 

要は、アニメ特撮の事業に関する部分は、エヴァンゲリオン側のほうに全部、重なっているの

で移しますということで、経費が全部向こうに行ったっていうより、落としましたというふうな
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表現をされておられたので、それにもかかわらず、今回アニメ特撮の関係で、こちらの経費を使

ってきていただいたというふうなことになるのですけれども、それでよろしいですか。そういう

考え方で。 

執行部  繰り返しになるかもしれませんけれども、まず６月に、宇部市のほうにお越しいただ

きました。今後、宇部市のアニメのまちづくり文化振興をどうしていくのかというところで、お

越しいただきました。 

その後、令和６年度の事業を進めていく中で、やはりまちじゅうエヴァンゲリオンと重なる部

分がございますので、年度途中で、事業を実施しないという方向性を決定しております。 

そういった中で、３月に、予算の執行はございませんでしたので、補正予算で減額をさせてい

ただいたということになっております。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  時系列は分かりましたので、ということは、要は３月という、令

和７年３月ということですね。はい、分かりました。 

ということは、そこまで予算を抱えていたということになるのですか。 

６月に来ていただいて判断して、もし除けるのであれば、９月、１２月と議会があったのです

が、それを引っ張っていったというのは何か、３月まで補正で落とすまで時間をかけたのは何か

理由があったのでしょうか。 

執行部  お答えいたします。 

当初、先ほど、観光のほうのまちじゅうエヴァンゲリオンというお話をさせていただいたので

すけれども、そちらの関係の会社にワークショップをお願いする予定にしておりましたが、なか

なか都合によりできませんでした。その判断を、令和６年の１０月にさせていただきました。 

その結果、１２月の補正の時期にも間に合いませんでしたので、申し訳ございませんが、令和

７年３月で減額の補正をさせていただいたところです。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  すみません。私の理解であれば、できなかったから、それをやら

なかったというふうな説明に聞こえたのですが、最初の説明は重なる部分があるので、これはや

めますというふうに説明いただいたと思うのですが、今の最後の説明は、１０月にいろいろな事

情があって、それができなかったので、というふうな表現をされたのですが、その辺が私個人的

には、ずれているような気がするのですけれども。 

執行部  お答えいたします。 

先ほどまちじゅうエヴァンゲリオンと重なる部分があるというお話をしたのですけれども、そ

ういった中で、まずは、重なる部分があるから、観光のほうの関連会社に、そういうワークショ

ップ等ができないかというお話をさせていただいたのですけれども、それがかなわないというと
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ころで、お越しいただいた方とも御相談しながら、宇部市での文化としてのアニメの推進という

のはやめようという方向になりましたので、３月で補正予算で減額をさせていただいたところに

なっております。 

以上でございます。 

委 員（射場 博義 君）  僕の捉え方が違うのかもしれませんけれども、決断をされたのは、

ストレートにいつなのですか。これをもうやめようとなったのは。 

執行部  まず、決断をさせていただいたのは、令和６年の１０月頃オータムレビューの時期だ

ったと記憶しております。 

以上です。 

委 員（射場 博義 君）  分かりました。 

いろいろ事情があって、いろいろなことで、時期というのがあるのだと思いますけれども、内

容はともかくその辺はちょっと分かりやすく、決断されたときに早い時期で形にしていただけれ

ばと思っています。 

という部分と、やはり文化振興に対して、投げるだけではなくて、市としての考え方というの

もきちんと、いろいろ反映していただければと。 

そういうふうな決算から予算のつけ方というのを考えていただければと思います。 

終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、射場委員の質疑は終わりました。 

これで、教育費に対する質疑は全て終わりました。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  次に、災害復旧費について、質疑を行います。 

質疑の通告はありません。 

これで、災害復旧費に対する質疑は終わりました。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  次に、公債費・諸支出金及び予備費について、質疑を行います。 

質疑の通告はありません。 

これで、公債費・諸支出金及び予備費に対する質疑は終わりました。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  以上で、一般会計歳出決算に対する質疑を終結します。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  以上で、本日の予定は終了しました。 

明後日、２４日（水曜日）は、午前１０時に委員会を再開し、まず、一般会計歳入決算に対す

る質疑を市税、市税を除くその他の収入の順で、次いで、特別会計決算に対する質疑を会計ごと
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に行います。 

なお、一般会計歳入決算及び特別会計決算に対する質疑の通告受付時間は、２４日（水曜日）

午前８時３０分から午前９時３０分までとなっています。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  本日は、これで散会します。 

─── 午後５時４８分散会 ─── 
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宇部市議会予算決算委員会後期全体会会議録 

 

 

１ 日  時  令和７年９月２４日（水） 

午前９時５６分から午後２時３４分まで 

２ 場  所  議場 

３ 事  件  （１）一般会計歳入決算に対する質疑 

        （２）特別会計決算に対する質疑 

        （３）企業会計決算及び企業会計決算に係る審査意見に対する質疑 

（４）一般会計決算、特別会計決算及び企業会計決算の留保事項に対する 

質疑 

        （５）一般会計決算、特別会計決算及び企業会計決算議案に対する討論、表決 

        ＜補正予算議案審査＞ 

        （６）分科会会長報告、会長報告に対する質疑 

        （７）補正予算議案に対する討論、表決 

４ 出席委員（２６名） 

委 員 長  猶   克 実 君   副委員長  岩 村   誠 君 

委  員  青 谷 和 彦 君   委  員  芥 川 貴久爾 君 

委  員  浅 田   徹 君   委  員  荒 川 憲 幸 君 

委  員  五十嵐 仁 美 君   委  員  射 場 博 義 君 

委  員  笠 井 泰 孝 君   委  員  唐 津 正 一 君 

委  員  河 崎   運 君   委  員  甲 谷 理 温 君 

委  員  木 原 大 介 君   委  員  鴻 池 博 之 君 

委  員  志 賀 光 法 君   委  員  重 枝 尚 治 君 

委  員  城 美   暁 君   委  員  真 宅 宣 昭 君 

委  員  時 田 洋 輔 君   委  員  新 村 秀 雄 君 

委  員  林   豊 廣 君   委  員  早 野   敦 君 

委  員  松 岡 伸 一 君   委  員  三 好 保 雄 君 

委  員  山 下 則 芳 君   委  員  吉 松   剛 君 

５ 欠席委員（１名）    委 員  西 村 享 平 君 

６ その他の出席者（１名） 議 長  山 下 節 子 君 

７ 説明のため出席した者 

    市    長  篠 﨑 圭 二 君    副 市 長  藤 崎 昌 治 君 
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    常勤監査委員  廣 中 昭 久 君    教 育 長  野 口 政 吾 君 

水道事業管理者  秋 田 浩 二 君    交通事業管理者  大 谷 唯 輝 君 

    総 務 部 長  大 畑 秀 幸 君    総合政策部長  古 林   学 君 

    観光スポーツ文化部長  青 山 佳 代 君    市民環境部長  床 本 晋 二 君 

健康福祉部長  中 村 淳 一 君    こども未来部長  濱 田 修 二 君 

産業経済部長  林   孝 之 君    都市政策部長  磯 中 克 文 君 

土木建設部長  宗 野 行 展 君    教 育 部 長  濱 原 貴 宏 君 

  会計管理者  中 村 香奈恵 君 

総務部 

財産管理課長  羽 根 伸 宏 君    財産管理課副課長  東 原 裕 美 君 

市民税課長  林   和 彦 君    市民税課副課長  岩 本 浩 志 君 

資産税課長  石 川   晃 君    資産税課副課長  白 川 智 子 君 

    総合政策部 

次    長  上 田 優 作 君    次    長  馬 場 葉 子 君 

財 政 課 長  入 江 慎 一 君    移住定住推進課長  久 保 恵美子 君 

移住定住推進課副課長  山 下   進 君 

    健康福祉部 

次    長  島 田 伸 弘 君    次    長  内 田 明 美 君 

介護保険課長  穂 積 紀 子 君    介護保険課副課長  山 本 直 樹 君 

保険年金課長  田 中 晶 子 君    保険年金課副課長  幸 明 幸 雄 君 

産業経済部 

次    長  村 岡 和 弘 君    卸売市場長  石 原 貴 裕 君 

卸売副市場長  近 藤 孝 男 君 

監査委員事務局 

  局    長  原 田 研 治 君    監 査 課 長  福 岡 俊 昭 君 

水道局 

副 局 長  中 村 浩 二 君    次    長  石 川 一 清 君 

次    長  濱 原 資 彦 君    財 務 課 長  礒 部   覚 君 

財務課副課長  久 保   孝 君    財務課財政係長  松 井 宏 修 君 

営 業 課 長  田 中 則 之 君    上水道整備課長  久 保   勉 君 

浄 水 課 長  山 本 晃 広 君 

交通局 

次    長  八 木   巧 君    交通事業課長  古 谷 信 弘 君 
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交通事業課副課長  黒 田   寛 君    交通事業課副課長  河 内 厚 司 君 

交通事業課総務財政係長  三 好 智 晴 君 

８ 事務局職員出席者 

局    長  谷   寛 子 君    次    長  岩 﨑   勝 君 

議事総務課長  重 村 一 郎 君    議事調査課副課長  橋 本 佳 子 君 

議事調査係長  木 村 美 紀 君    書    記  高 木 徹 也 君 

書    記  真 鍋 幸 恵 君 

───────────────────────────────────────────  

─── 午前９時５６分開議 ─── 

委員長（猶  克実 君）  おはようございます。ただいまから、委員会を再開します。 

なお、西村委員は、欠席の旨の届出がありました。  

次に、本委員会の傍聴についてですが、現在、申込みはありません。 

質疑に入る前に、委員の皆様に申し上げます。 

 要望事項がありましたら、委員会終了時までに、委員長あてに、文書で御提出くださるようお願い

いたします。 

なお、報告事項とするかどうかは、正副委員長に御一任願います。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  これより、一般会計歳入決算に対する質疑を行います。 

 質疑は、市税、市税を除くその他の収入の順に行います。 

委員、執行部の皆様には、引き続き、的確に質疑、答弁されますようお願いをいたします。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  それでは、まず、市税について、質疑を行います。 

 市税についての質疑の通告はありません。 

これで、市税に対する質疑は終わりました。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  次に、市税を除くその他の収入について、質疑を行います。 

通告がありますので、青谷委員の発言を許します。青谷委員。 

    〔委員 青谷 和彦 君 質問席へ移動〕 

委 員（青谷 和彦 君）  皆さん、おはようございます。令心会の青谷でございます。 

それでは早速でありますが、決算附属書の５７ページ、ふるさと応援寄附金についてお尋ねを

いたします。 

まず、決算額で言いますと２億５，６１６万６，０００円となっております。 

個人と企業団体とが両方含まれていると思いますが、それぞれの金額を教えてください。 
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執行部  お答えいたします。 

ふるさと応援寄附金は、トータルで２億５，６１６万６，６３７円でございます。 

その内訳としましては、個人からのふるさと納税寄附額が２億１８８万４，５００円、企業等

からの寄附額が５，４２８万２，１３７円となっております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

それでは、個人からの寄附額２億１８８万４，５００円についてお尋ねします。 

まず、実際入ってきた金額は今言われた２億１８８万４，５００円だと思うのですが、ふるさ

と納税ですので、様々な経費等があると思います。実質の収入額を教えてください。 

執行部  個人からのふるさと納税の実質収入額についてですが、ふるさと納税収入額が２億１

８８万４，５００円、そこからふるさと納税に係る経費、主には委託料、手数料、広告料になり

ますが、９，３０５万２，２３３円を減額しまして、さらに市民税の流出額３億９，８２２万１，

０４６円を減額します。市民税の流出額の７５％は交付税措置がございますので、２億９，８６

６万６，０００円がプラスされ、実質収入額は９２７万７，２２１円のプラスとなっております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

すみません、今ちょっと答弁が私の後の質問の答弁まで一緒に言われましたので、改めてもう

一度御確認をさせてください。 

今、個人からの収入２億１８８万４，５００円の中で、要するに市に入ってくる実質収入額、

返礼品や諸経費等々除いた金額を教えてください。 

執行部  失礼いたしました。お答えいたします。 

委託料、手数料、広告料の経費としましては９，３０５万２，２３３円でございますので、ふ

るさと納税収入額からこの経費を引いたところ、１億８８３万２，２６７円になります。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

ちなみにちょっと再質問になってしまうのかもしれませんけれども、今の経費の部分について、

返礼品の金額、それから仲介サイト等の諸経費を教えていただけますでしょうか。 

執行部  まず、ふるさと納税の手数料について、ふるさと納税ポータルサイトを利用しており、

手数料の金額が１，８１８万９，６７９円、ふるさと納税の委託料につきましては７，２５３万

９，５７１円、ふるさと納税の広告料につきましては１１３万３，８２０円となっております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  すみません、今ちょっと聞き逃したかもしれませんけれども、返

礼品の金額を改めてもう一度教えていただけますか。 
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執行部  お答えいたします。 

こちらは、委託料７，２５３万９，５７１円の中に含まれておりまして、返礼品の商品調達費

用だけを申し上げますと４，６８０万８，３３６円になります。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

計算はしていないのですが、２億１８８万４，５００円のうち５０数％しかないという理解で

よろしいですかね。 

次に、ふるさと納税は様々ないい面悪い面があると思うのですが、先ほど一度答弁いただきま

したけれども、もう一度改めて、令和６年度の単年度の実質収支を教えてください。 

執行部  実質収支額について、ふるさと納税収入額が２億１８８万４，５００円、そこから、

ふるさと納税に係る経費９，３０５万２，２３３円と市民税の流出額３億９，８２２万１，０４

６円を減額します。市民税の流出額の７５％は交付税の措置がございますので、２億９，８６６

万６，０００円をプラスいたしまして、実質収支額は９２７万７，２２１円となります。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

取りあえず、令和６年度はプラスだという御答弁でした。 

それでは、令和２年度から令和６年度までのそれぞれの収支の推移を教えてください。 

執行部  過去５年のふるさと納税収支をお答えさせていただきます。 

令和６年は、先ほど申しましたとおり９２７万７，２２１円のプラスです。令和５年は５６８

万７，０１９円のマイナス、令和４年は３４６万６，０００円のマイナス、令和３年は９９７万

６，０００円のプラス、令和２年は７１万８，０００円のマイナス。 

以上になります。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

今、令和２年度から令和６年度までの実質収支をお答えいただきました。 

いただいた資料を見ていますと、ふるさと納税での決算金額と収支については、あまり関係性

がないように思うのですが、実質収支がマイナスになった要因というのは、主にどういうところ

にあるのでしょうか。 

執行部  主な要因でございますが、ふるさと納税に対して、経費はふるさと納税額の５０％以

内と国から決められており、基準がございますので、ふるさと納税に係る経費としては毎年度５

０％以内と推移しております。 

それに対して、宇部市からふるさと納税をされた場合、市民税の流出により減額されますので、

その金額を加味した上で、収支を出しております。 

以上です。 
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委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

いただいた資料の中で言いますと、令和３年度の決算金額が１億１，８００万円、令和４年度

の決算金額が１億２，９００万円なのですが、令和４年度はふるさと寄附金が増えているにもか

かわらずマイナス収支になっているということは、ふるさと納税の金額よりも市民税の減収が大

きく影響しているという理解でよろしいでしょうか。 

執行部  お答えいたします。 

どうしてもふるさと納税の返礼品には魅力的な商品が出ておりますので、宇部市からの流出額

というのも年々増えている状況でございます。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

ということは、ふるさと納税の金額を増やしていこうという一方で、本質的なもので言えば、

市民税の流出を減らすことのほうが大きな要因につながるというような理解をさせていただいた

のですが、このあたり、宇部市民の方にふるさと納税をどうにかしないと、となかなか言いにく

いと思うのですけれども。そうは言いながら、その市民税の流出が財政に与える影響というのは

非常に大きいなということを理解できたのですが、そのあたり、なかなか御答弁難しいかもしれ

ませんけれども、宇部市としての考え方をお聞かせください。 

執行部  お答えいたします。 

市民税の流出はなかなか抑えることが難しいのですが、私どもが今、手がけておりますふるさ

と納税の返礼品につきまして、今年度、来年度も多くの新しい返礼品を登録すること、また、ポ

ータルサイトに掲載しております商品の画像や内容を強化しまして、さらなるふるさと納税の増

額を目指していきたいと思っております。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

なかなか市民税の流出を防ぐのは難しいので、それを上回るようなふるさと納税を頑張ってい

きたいと、表現がおかしいかもしれませんが、そこが増額するように努力をしたいということ。 

古林総合政策部長、すみません、ちょっとありますか。 

執行部  お答えいたします。 

今、委員がおっしゃるように、市民税は固定資産税と同額の１００億円ぐらいで、財政運営上

の非常に大切な財源でございます。 

ただ、このふるさと納税制度の浸透が進めば進むほど、どうしても、本来であるふるさと応援

という目的プラスアルファ、いろいろなあそこの商品を買っていこうという形で、市民の方々が、

ふるさと納税を利用して、返礼品を獲得する目的で、市民税の流出……。結局、ふるさと納税を

した場合２，０００円以外は控除され、これは減収になってまいりますから、制度上、浸透すれ
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ばするほど流出は避けられないところでございます。ふるさと納税をするなとはなかなか言えな

いところです。 

宇部市としては他の都市と違って、魅力ある返礼品の発掘が難しいところでございますが、企

業とも調整を図りながら、この獲得を進めているところです。 

今、委員がおっしゃったように、この制度上、それが浸透すればするほど、市民税の流出はこ

れからも続いていくと想定しております。 

それ以上に獲得を進めていかないと財政運営上、非常に厳しい状況が予測されます。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

宇部市内においては、魅力的な商品がまだまだ発掘しきれていない、すばらしい、いいものが

あると思いますので、ぜひその辺の発掘も進めていって、市民税の流出額を上回るようなふるさ

と納税の獲得に努めていただければと思います。 

以上で、終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、青谷委員の質疑は終わりました。 

以上で、市税を除くその他の収入に対する質疑は終わりました。 

これで、一般会計歳入決算に対する質疑を終結します。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  続いて、特別会計決算に対する質疑を行います。 

質疑は、会計ごとに行います。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  それでは、まず、介護保険事業特別会計について、質疑を行いま

す。 

時田委員から質疑の通告がありますので、発言を許します。時田委員。 

    〔委員 時田 洋輔 君 質問席へ移動〕 

委 員（時田 洋輔 君）  それでは、介護保険事業特別会計について大きく３点お伺いいた

します。 

この令和６年度の介護保険事業というのは第９期高齢者福祉計画の最初の年度です。令和８年

度いっぱいまでの３年間が第９期計画で、令和９年度からは第１０期計画が始まるわけですが、

令和７年度のこの時点でいうと、令和６年度は令和７年度の状況も見ながら、令和１０年度以降

の第１０期計画も見据えてというような段階になってきます。 

そういう意味でも最初の第９期計画の年度、そして状況を見ながら今後につながっていくとい

うところで、あと、令和６年度自体にそもそも適切な執行だったのか、そういう観点から幾つか

確認していきたいと思います。 
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それでは、まず成果説明書の１１４ページにサービスの一覧が出ていますが、この中の定期巡

回サービスについて確認いたします。 

というのは、第９期計画に載っていますけれども、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービ

スが全国平均の１０倍ぐらいになるのですかね。表からは見えないぐらい小さい全国平均と比べ

宇部市が多いということで、これが保険料にも影響している可能性もありますし、こんなにサー

ビス料が全国や県と比べて多いというのは、令和６年度、本当に適切・適正なサービスが行われ

ていたのか。令和５年度までもそうですけれども、まず、第１点で、このサービスの目的、また

内容について確認いたします。 

執行部  お答えします。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、在宅の利用者に対し、巡回訪問、随時訪問、訪問看

護のサービスを提供するものです。 

訪問回数にかかわらず、月額包括請求となることから、一般的には、１日に複数回、朝昼晩な

どの訪問が必要な利用者に向けたサービスとなります。 

医療介護の両面から、在宅での生活を後押しするサービスであることから、在宅の限界点を引

き上げることができるとして、地域包括ケアシステムの中核的サービスとして、平成２４年度に

地域密着型サービスとして位置付けられました。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  まずは、在宅の方に対するサービスということが確認できました。 

では、次に第２点で令和６年度のこの事業をされている事業所数について確認いたします。 

執行部  本市では、現在４事業所を指定しております。日常生活圏域ごとに各１か所、東部、

西部、中部、南部としております。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  現在というのは、令和６年度現在ですか、どの時点ですか。 

執行部  申し訳ありません。令和６年度です。 

委 員（時田 洋輔 君）  第３点ですが、まずは全体の利用者数及びその事業所ごとの利用

者数についてお伺いします。 

執行部  お答えいたします。 

成果説明書では、件数として年間６，４０４件となっていますけれども、件数イコール人数と

考えていただいて支障ないと思います。 

令和６年度は６，４０４件、これを月ごとで割り戻しますと、月が５３４件。その内訳としま

しては、中部圏域の事業所５０３件、東部圏域の事業所８件、南部圏域の事業所９件、西部圏域

の事業所１０件、その他、他市の住所地特例の方が４件となっております。 

以上です。 
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委 員（時田 洋輔 君）  そこで確認なのですが、現在の第９期計画では、令和６年度から

始まった事業所数を１事業所増やすという計画ですけれども、令和６年度が４事業所ということ

は増えていないのです。この理由について確認いたします。 

やはり在宅でサービスを受けて、住み慣れたところでということが介護保険の本来の目的だと

思うのです。ということは、需要はあるはずですし、そういうところに参入して、本当の介護保

険サービスをしたいという事業所もあると思う中、令和６年度に増えなかったのか、増やさなか

ったのか分かりませんけれども、その理由について確認いたします。 

執行部  お答えいたします。 

第９期計画では、令和６年度から令和９年度の間に１か所整備ということですので、初年度の

令和６年度では整備を見合わせております。 

その理由としましては、先ほどお答えしましたように圏域ごとで利用者数に大きく差異があり

ます。 

この実情について改めて、４事業所にヒアリングをしたり、ケアマネジャー等にニーズを確認

した上で、第９期の計画期間内で整備をすることを再検討している状況でございます。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  令和５年度までの第９期計画をつくるに当たっての調査で、まず

６０数人程度の需要があるだろうというふうに出ています。それを今さらまた需要がどうこうと

か確認するという意味が分かりませんが、なぜそうなっているのかというのをひもといていくた

めに、第４点で、先ほどの件数はある事業所に偏っていました。その事業所の令和６年度の有料

老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅――いわゆるサ高住、両集合住宅ですけれども、これ

の定数が約６００人ぐらいなのです。そのうち５３０人ぐらいということは、９割です。定数が

約６００人ですから、定数いっぱいになっていないのです。 

ということは、ほぼ１００％のそこに入っていらっしゃる方がサービスを利用しているという

のは、ちょっと異様な状況だと思うのですけれども、過剰サービスと思いませんか。令和６年度

適正にサービスされたと思われますか、確認します。 

執行部  お答えします。 

サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームは、介護保険サービス提供では在宅と位置付け

られております。 

在宅での介護保険サービスを調整するのは、ケアマネジャーです。ケアマネジャーが法に基づ

いてその利用者に合わせた必要な量のケアプランを作成しまして、その内容を利用者が同意をす

れば、契約に基づいてサービスを利用するという方法になっております。 

ですので、選択されているのは利用者の方となりますので、過剰ではないと認識しております。 

以上です。 
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委 員（時田 洋輔 君）  きちんと確認されましたか。 

事例をご紹介します。 

１つは、入所されるときに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを利用者が使いたく

ないとおっしゃったとき、事業所から定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを利用しない

と、ご飯の時間も「ご飯ですよ」とお知らせに行きませんとか、いろいろなサービスが利用でき

ませんよと言われたと言うのです。これは過剰なサービスを誘発しているように思います。 

また、通所デイサービスを利用したい利用者が、何か報酬が足りないから定期巡回・随時対応

型訪問介護看護サービスにしてくださいと事業所から言われたと。 

この業界では、そういう事例は宇部市内で皆さんよく知っています。耳に入っていないとは思

いません。 

それでも、過剰サービスではない、利用者が選択したと、きちんと利用者に確認しましたか。 

執行部  お答えいたします。 

市役所のほうには、苦情として、今委員がおっしゃったような御相談を受けていないのが実情

です。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  次の第５点につながるのですが、今、有料老人ホームの募集を持

っています。この中には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスで安心生活、御利用でき

ますとあります。過剰広告ではないですか。 

ケアマネジャーがきちんと必要なサービスかどうかを見極めるものなのに、初めから使えます

みたいにうたっています。それだったら定期巡回サービスの利用者が１００％になりますよね。

ウェブサイト上でも、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスがありますので安心ですとい

うふうにうたっています。ただし、個人個人の状況によって利用できない場合もありますとは一

切書いていないです。 

第５点で、報酬を支払って給付していくに当たって、適正な執行でしたか。 

執行部  お答えいたします。 

先ほどの繰返しになりますけれども、法に基づいた基準の限度額内での請求ですので、適正だ

というふうに認識しております。 

それから、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、県が届出を受けたり登録をした

りしております。その施設の募集に関して、もしちょっと適切でないということがありましたら、

県のほうで指導監査を要請することは可能だと考えております。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  まず、介護保険の実施者の宇部市が知らないというのは問題だと

思います。請求が上がってきて、全部報酬内だから報酬を支払うというのも、適正な執行かどう
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かなんてチェックしていないと、今、自らおっしゃったようなものですが。上がってきたのは全

部大丈夫だろうから支払いますという。 

山陽小野田市は集合住宅での定期巡回を基本認めていないです。本当に必要な方は別ですよ。 

宇部市はこれだけ認めて、計画にも出ている保険料がというところで、本当に適正化すべきだと

思います。 

市内でも１事業所増やす予定とおっしゃいましたが、在宅モデルでこの定期巡回をやりたいと

手を挙げられる予定があるから多分１となっているのですけれども、そこは進まなく、この異常

な適正ではない状況でというのは、本当にこの宇部市の介護保険制度がきちんと成り立っている

のかというおかしな状況だと思います。 

だから本当に在宅モデルでやりたいと手を挙げていらっしゃるなら、そこをきちんと事業とし

て認め、適正ではない部分にはきちんと適正にやってもらうように。 

介護保険を行っている主体は宇部市ですから、県でもない国でもないところできちんとやって

もらいたいと思いますが、確認いたします。 

執行部  お答えいたします。 

ケアマネジャーの作成したケアプランに基づいて介護保険サービスは提供しますけれども、そ

のケアプランが適正かどうかということにつきましては、令和６年度、市の職員だけではなく、

専門業者にも委託をしまして、ケアプラン点検を進めております。 

その中で、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームを多く受け持っているケアマネジャ

ーのプランも点検しております。 

引き続き、これを行って適正なサービスかどうか確認していきたいと思っております。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  では質問の２、決算附属書の２８９ページ、ケアプランチェック

委託料に入ります。 

今、チェックをされているとおっしゃいましたが、令和６年度からですので、令和６年度適正

にされたのか確認ということで、まず、どんな業務を委託したのか、受託者がどんなところなの

か確認します。 

執行部  お答えいたします。 

ケアプラン点検は、ケアプラン、介護計画がケアマネジメントのプロセスを踏まえ、自立支援

に資する適切なケアプランとなっているかを、居宅介護支援事業所のケアマネジャーと市及び委

託業者の３者で検証確認しながら、ケアマネジャーの気づきを促すとともに、本人にとって、よ

り最適な給付の実施を支援することを目的としております。 

このケアプラン点検はこれまで運営指導等で定期的に市職員が実施していましたが、専門的な

知見が必要と判断し、実績がある事業所を令和６年度公募型プロポーザルで選定いたしました。 
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受託者は株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター、本社は神戸市となります。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  では、令和６年度から始められて、１年間たったわけですけれど

も、その成果とか効果を確認いたします。 

執行部  お答えいたします。 

令和６年度は５事業所５０件、ケアマネジャー２１人のケアプランを点検いたしました。 

点検の結果、ケアマネジャーにアンケートを取りましたけれども、「役に立ちましたか」の問

いには「１００％が役に立った」、また、その他の感想では、「自立支援に資する適切なケアプ

ランとなっているか振り返りと新たな気づきができた」、「法令遵守、基本に立ち返ることの大

切さに改めて気づかされた」、「質の向上のためにはしっかりと指導していただくことで理解が

深まり、利用者に還元できるため、また受けたいと思った」との感想をいただいており、目的を

果たせたと受けとめています。 

委 員（時田 洋輔 君）  令和６年度の第１回地域密着型サービス運営委員会の会議録の中

で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の公募についてというところで、委員から質問が出てい

ます。 

「以前、入居前にこの定期巡回サービスを利用しないといけないという説明を受けたことがある。 

この説明に関して、ケアマネジャーが不適切な説明だと指摘できるような体制を整えていただき

たい」と。 

これに対して、事務局、きっと介護保険課なのでしょうけれども、「これはケアプラン点検に

関連する。」この話ですね、このケアプランチェックに関連すると。「基準上は、サービス付き

高齢者向け住宅や有料老人ホームに対して定期巡回サービスを提供することは問題ないが、現状

をしっかり聞き取り、必要な指導を行っていきたい。」と答えていらっしゃいます。 

このケアプランチェックが令和６年度、きちんと、どんなふうにチェックして、どんな結果が

得られたかを確認します。 

執行部  先ほどの５０件のうち２０件は、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームのケ

アマネジャーのプランをチェックいたしました。 

内容としては適切な内容でございました。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  適切な見方が違うのでしょうね。介護報酬の枠内でやっているか

どうかだけのチェックなのではないですか。それをケアプランチェックというなら何でもありで

すよね。その人に本当に必要なサービスかどうかのチェック権限はないのですか。 

もう１つ言いますけれども、以前令和３年度に厚生労働省が出された中で、集合住宅で個別性

の欠如のケアプランは異常ですと、みんなが定期巡回サービスを使っていると。そもそも集合住
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宅は「おはようございます」、「大丈夫ですか、今日は」、「ご飯ですよ」とかは、基本サービ

スだと思います。それを定期巡回サービスでやっているというのが、異常な個別の欠如、欠けた

サービスと思いますが、その辺のチェックは、令和６年度にしてないのか、した上でこれは適正

だと個別性があると判断されたということですか。 

新しいプランのチェックということなので、どんなふうにされたのか、役に立っているのか、

無駄ならやめたほうがいいのではないかと思うのですけれども、そのあたりどんなチェックされ

ますか。 

執行部  まずは、利用者の方のアセスメントです。 

在宅生活が難しくなったから施設に入るという感覚で有料老人ホームやサービス付き高齢者向

け住宅に入られていると思いますけれども、結局その２つの施設は在宅ですので、自宅でできな

くなった方が施設の在宅に引っ越す形になりますので、やはり介護保険サービスを使わないと自

立した生活ができないと認識しております。 

そのような状況の中で、うまく生活をするためには介護保険サービスを組み合わせるのですけ

れども、先ほど言われました厚生労働省が問題視しているのは、通所サービスと訪問介護の問題

ではないかと思います。 

定期巡回サービスをうまく使うことによって、訪問介護を１回幾らという単価で入るよりも、

月額報酬のほうが、実は給付費としては収まっているというケースもありますので、一概にはそ

の方の状況によって適切かどうかというのは変わってくるところです。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  分かりました。 

宇部市の考えは、集合住宅に集めて抱え込みをして、そこの事業所の全部定期巡回サービスで

すごく割がいいですよね、さっき定額とおっしゃったので。そういうやり方を認めるという、本

当に必要なサービスかなとは考えないということですね。はいとおっしゃいましたが。 

はいならいいのですけれども、そういう中で、もう１回戻りますけれども、きちんとだから必

要なサービスとおっしゃっているので、事業所募集はいつ始められますか。 

もう第９期計画の間で始めようと思っても募集をかけないといけないですけれども、もはや今

年度に募集すべきですけれども、いつされますか。 

執行部  令和６年度に実施しました、高齢者福祉計画の審議会でも、現在検討中としておりま

す。 

令和７年度改めて事業所へのアンケートを実施しておりまして、その結果を踏まえて、市で方

向性を決めて、審議会で諮りまして、できるだけ早めに公募すると決めた場合は、行っていきた

いと思っております。 

委 員（時田 洋輔 君）  異常な実態が明らかになって、保険料が高いのはしようがないで
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すよね、そういうところを認める、適正に欠けるのは。 

さっき言った通所とかそういうことだけの事例を書いているだけで、集合住宅ですからね。 

そもそも個別なのにケアプランが同じで画一的なものとなっている。そこにデイサービスとか

事例で書いているだけで、そういうのは一切書いていないです。 

そういうチェック制度に何かあるのでしょうね、まあいいです、そこは。 

質問３ですけれども、決算附属書２７３ページに、歳入として介護保険料が出てきています。

あと、未収額とか出ていますが。 

まず、歳入の部分で、令和５年度及び令和６年度の段階ごとの保険料で特徴的な段階だけでい

いので、令和５年度と令和６年度を比較して確認したいと思います。 

執行部  お答えいたします。 

国は標準段階を１３段階としておりますが、本市では、高所得者層の段階をさらに細分化し、

被保険者の負担能力に応じた１６段階に設定することで、低所得者層の保険料上昇を抑制してお

ります。 

その結果、基準額である第５段階の保険料は月額で令和６年度６，２００円となり、令和５年

度の５，９８０円と比較して、２２０円の増額となりました。 

一方で、第１号被保険者の約４割を占める非課税世帯の第１から３段階の保険料が、最低額の

第１段階は月額で令和６年度は１，７６７円で、令和５年度１，７９４円と比較して、２７円の

減額。第２段階は令和６年度３，００７円ですが、令和５年度は２，９９０円と比較して１７円

の増額、第３段階は、令和６年度４，２４７円で、令和５年度の４，１８６円と比べて６１円の

増額となりました。 

一方、高所得者層を細分化した最高額の第１６段階は、令和６年度は１万８，６００円で、令

和５年度の１万４，９５０円と比べて３，６５０円の増額となっております。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  第２点で、同じく令和５年度及び令和６年度の段階ごとの滞納者

数ですけれども、多い段階を幾つか御紹介ください。 

執行部  令和６年度現年分の滞納者は３８２人で、令和５年度の４８４人と比較して１００人

の減となっております。 

令和６年度滞納者のうち人数が多い段階としましては、第１段階が令和６年度１３７人で全体

の滞納者のうち３６％、令和５年度１６７人からは３０人の減となっております。 

また次に多いのが、第６段階と第７段階ですが、ともに５０人ずつで、全滞納者のうちの７％

ずつとなっております。 

これらの滞納者は、令和５年度は、第６段階が７４人でしたので、２４人の減、第７段階は５

８人でしたので、８人の減となっております。 
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以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  そのあたりの段階の方に滞納者が多いというのは何か理由が考え

られますか。 

執行部  介護保険は年額１８万円以上の年金がある方は基本的に特別徴収ですので、滞納とな

られる方は普通徴収の方が中心となります。 

年金が年額１８万円以下の低所得者や、６５歳になったばかりの最初の１年間は普通徴収にな

るのですけれども、その段階で、気づかずに滞納になる方が多いです。 

その特徴としては、低所得者層の段階や、またお仕事をされており年金を受け取られていない

方が多くなっております。 

委 員（時田 洋輔 君）  そういう低所得者とか、仕事を定年されて年金に切り替わって収

入が減りますよね。そういうところでやはり滞納の影響が出てきたと思います。 

最後に第１０期計画に向けて、本当は先ほどの定期巡回サービスを見直しながら必要なサービ

スでというところも、定期巡回サービスは見直さないでどんどん集合住宅でやってもらっていく

と方針を示されたので、保険料全体が山口県で一番高いと思いますけれども、どうやって基準額

を減らしていこう、安くしていこうと考えられるのかを最後に確認します。 

執行部  まずは、健康づくりや介護予防に努めまして、できるだけ自宅で介護や医療の利用を

せずに暮らしができるような施策を他部署と共同で連携しながら行っていきたいと考えておりま

す。 

委 員（時田 洋輔 君）  矛盾していますよね。 

集合住宅でどんどん集めて、高い報酬の定期巡回サービスをどんどん使っていきましょうとい

うことだそうですので、以上で終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、時田委員の質疑は終わりました。 

これで、介護保険事業特別会計に対する質疑は終わりました。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  次に、国民健康保険事業特別会計について、質疑を行います。 

 質疑の通告が２名ありますので、通告順により発言を許します。 

まず、順位第１番、青谷委員の発言を許します。 

    〔委員 青谷 和彦 君 質問席へ移動〕 

委 員（青谷 和彦 君）  令心会の青谷でございます。 

それでは早速、国民健康保険事業特別会計、款２８保健事業費、項１０保健事業費、目１０保

健事業費、決算附属書の３１０ページから３１１ページ、成果説明書の９ページです。 

糖尿病性腎症重症化予防プログラム５２万９，０００円について、お尋ねをします。 

まず、この決算内容について教えてください。 
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執行部  お答えいたします。 

糖尿病性腎症重症化予防プログラム５２万９，０００円の内訳でございますが、実施人数が保

健指導３人でございます。 

内訳としては、医療機関への指導委託料が約１３万円、かかられている病院の糖尿病の主治医

の方への生活指導同意書作成費が約３，３００円、その他は消耗品等の雑費となっております。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

それでは、当初予算の金額と予定された人数について教えてください。 

執行部  お答えいたします。 

当初予算額は２０人分計上しておりました。金額としては２７４万５，０００円でございます。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

１２人を予定されていましたけれども、３人にしか指導できなかったという要因について、宇

部市では把握をされていらっしゃるでしょうか。 

執行部  お答えいたします。 

すみません、当初予算２０人でございます。 

指導になかなか応じていただけなかった理由ということでございますが、電話勧奨しましたと

ころ、対象者が忙しいこと、糖尿病の初期段階で主治医の方から指導を受けていらっしゃるとい

うこと、参加の必要性を感じていただけないこと、現在数値が安定をしているということから、

なかなか参加していただけないものと考えております。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

ちなみに、声かけをされた方の人数は何人でしたでしょうか。 

執行部  お答えいたします。 

令和６年度の対象者数は１０４人でございます。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

今の糖尿病自体は多分予備軍を含めると、日本全国で１，４００万人とも言われています。 

１０４名の方をどういうふうにして選ばれたのでしょうか。 

執行部  お答えいたします。 

ただいま治療をされている方でいらっしゃいますので、数値のほうから算定をいたしておりま

す。 

以上でございます。 
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委 員（青谷 和彦 君）  すみません、もう一度、聞き取れなかったので。 

例えば、どこからの情報とかデータを取られて、１０４人という方を選ばれたのか、今一度お

願いします。 

執行部  大変失礼いたしました。お答えいたします。 

具体的に申し上げてよろしいでしょうか。 

現在の糖尿病治療をされている方になりますけれども、条件として７４歳以下の方、糖尿病の

治療薬が処方されている方、尿たんぱくがプラスマイナス以上の方、１型の糖尿病でない方、透

析を受けていない方、要介護１から５ではない方等を国民健康保険のデータベースから抽出して

おります。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

本来ならば、予算的に２０人というよりは全員の方ぐらいの予算を確保して、そういうプログ

ラムに参加をしていただき、保健指導していただきたいところなのですが、なかなか予算的なこ

ともあって厳しかったと。 

２０人に対して実際が３人というのは、やはり個人の個別の事情はあるとは思いますが、２０

人であれば１０人ぐらいの参加があるような啓発の仕方とか、広報の仕方とか、今考えられると、

何かもう少し工夫の余地があったのかなと思うのですが、そのあたり何かございますか。 

執行部  お答えいたします。 

令和６年度は、文書での勧奨に加えて、１０４人全員にお電話を差し上げました。 

それでも、なかなか参加がいただけなかったので、令和７年度は直接お宅を訪問し、直接的な

コミュニケーションをとることで、より参加勧奨を強化していきたいと考えております。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

今の声掛けは、市の担当者が直接声を掛けられたということですか。 

執行部  お答えいたします。 

市の保健師がお電話を差し上げております。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

それでは次に、医療機関への受診勧奨事業、決算金額で３２１万３，０００円となっています。

この内容について教えてください。 

執行部  お答えいたします。 

決算額３２１万３，０００円の内訳でございますが、主に委託料でございます。 

内訳としては、糖尿病未治療者への受診勧奨が４４人ですけれども、これにかかる費用が２０
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６万２，０００円、そして、中断者への受診勧奨が７４人、金額にして１１５万１，０００円と

なっております。 

金額としては、主に医師や保健師、看護師への人件費が主なものとなっております。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

この委託先はどちらにされたのでしょうか、教えてください。 

執行部  お答えいたします。 

ＮＰＯ法人山口ヘルスプロモーションネットワークでございます。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

どういう団体でしょうか。 

執行部  お答えいたします。 

代表は山口大学の医師の方が務められております。その他は保健師や看護師が所属されている

団体でございます。 

以上です。 

委 員（青谷 和彦 君）  今、ＮＰＯ団体に委託をされたということで、これは、競争とか

ではなくて、そこを指名して委託をされたのですか。 

執行部  お答えいたします。 

公募型プロポーザルで選定しております。 

以上でございます。 

委員長（猶  克実 君）  はっきりと、ゆっくりと発言してください。マスクがあるので。 

執行部  公募型プロポーザルにより選出しております。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  プロポーザルに参加した団体数は分かるでしょうか。 

委員長（猶  克実 君）  青谷委員も質問の語尾をはっきりとお願いします。 

執行部  お答えいたします。 

１者でございます。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

なかなかこういうことができる団体は限られていると思いますので、１者でも仕方がないと思

っています。 

先ほど御答弁の中で、未治療者への受診勧奨の方については４４人で、費用として約２０６万

円、治療中断者の方への受診勧奨は７４人、約１１５万円ということで、それぞれ１人当たりに
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なおすと、未治療者については約４万６，０００円、治療中断者については約１万５，０００円

の費用と、単純に割り算するとそのような金額になるのですが、どういう具体的なことをされた

のでしょうか。 

また、約４万６，０００円と約１万５，０００円で、金額が約３万円違うのですけれども、同

じような呼びかけをされるのに、金額の差異が出たのはなぜでしょうか。 

教えてください。 

執行部  お答えいたします。 

内容としましては、文書の送付や電話勧奨等もございますが、それ以外にも保健指導をしてお

ります。そういったところに金額がかかっておりますので、人件費としては妥当なものと考えて

おります。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

その差額の約３万円についても、保健指導があったり、様々な細かな内容が違うので、その差

額になったということと、単純にお知らせ業務ではなくて、専門的な医療のプロではないとでき

ないことがあるので、このぐらいの費用になったと。当初もそういう見積りをされたということ

でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。 

それと次に、さっきの最初の質問とあわせてなのですが、今回ここまで糖尿病の方にしっかり

と予算をつけて、寄り添っていこうという意図というのか、その事業を計画された理由について

教えてください。 

執行部  お答えいたします。 

１番は医療費の適正化が主でございます。糖尿病が重症化いたしまして、人工透析に移行いた

しますと、１人当たり年間５００万円の医療費がかかります。 

国保財政も大変厳しゅうございますから、保健指導に積極的に取り組んでまいっているところ

でございます。 

以上でございます。 

委 員（青谷 和彦 君）  ありがとうございます。 

やはり、ほかの病気に比べて、糖尿病はそういう特殊性があって進行すると医療費が莫大なも

のになるということで、あえて糖尿病を取り上げて、事業を計画されたということで確認はでき

ました。 

いろいろ予算的なこともあるのでしょうけれども、できるだけ多くの方にしっかりと寄り添え

るように、これからも頑張っていただきたいと思います。 

以上で、終わります。ありがとうございました。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、青谷委員の質疑は終わりました。 
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次に、順位第２番、五十嵐委員の発言を許可します。五十嵐委員。 

    〔委員 五十嵐 仁美 君 質問席へ移動〕 

委 員（五十嵐 仁美 君）  早速質疑に入りたいと思います。 

最初の質疑は今の青谷委員と全く同じところなのですけれども、成果説明書の９ページにあり

ます重点項目１の６の糖尿病重症化予防事業に関連して、成果説明書では１２６ページの特定健

康診査・特定保健指導事業経費、そして１２７ページの保健指導対策経費が関わっているものだ

ったと思います。 

今の青谷議員と重なる部分もありますので、それ以外のところを少し確認のために、質問させ

ていただきます。 

対象を若年者（３０歳代）に限定しているとあるのですけれども、これは糖尿病予防に関して

でしょうか。 

執行部  対象者は３０歳代には限ってはおりません。 

以上でございます。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  あと受診勧奨により、受診される方は何人かいらっしゃるので

しょうか。その割合はどの程度でしょうか。 

執行部  お答えいたします。 

今おっしゃっているのは糖尿病の未治療者と中断者の方のことでよろしいですか。 

はい、分かりました。 

糖尿病未治療者は４４人の対象者のうち、受診勧奨ができた方が３３人、そのうち医療機関に

受診や相談された方は２６人となりました。 

続いて、中断者のほうは７４人の対象者のうち、受診勧奨ができた方が３７人、そのうち医療

機関に受診や相談をされた方は３３人となりました。 

以上でございます。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  受診勧奨により再受診される方が意外と思ったよりも多いとい

うことが今分かったのですけれども、そういった意味では、やはりこの受診勧奨は金額的にもい

ろいろ高いという話も先ほどありましたけれども、それだけ成果が出ているというところでは本

当に予防に効果があるなというのを感じましたので、これからも重症化させない、そういうとこ

ろでは予防に力を注いでいただきたいと思います。 

こちらの質問は以上で終わります。 

続きまして、決算書３０ページ、審査意見書５５ページで、意見書によると、被保険者１人当

たりの保険料額が、令和４年・令和５年・令和６年と増えてきています。 

実際はどうなのか、賦課徴収額でお示しいただきたいと思います。 

執行部  賦課額でお答えをさせていただいてよろしいですか。 
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はい、ありがとうございます。 

１人当たりの保険料としまして、成果説明書に記載しております年度末の現年度分保険料の調

定額を、年度平均の被保険者数で割った金額でお答えいたします。 

まず、令和３年度分から申し上げます。 

令和３年度が約８万７，０００円、令和４年度が約８万８，０００円、令和３年度比プラス１，

０００円、率にして約０．９％の上昇となっております。 

令和５年度が約９万２，０００円、令和４年度比プラス４，０００円、率にして約４．６％の

上昇となっております。 

令和６年度が約９万７，０００円、令和５年度比でプラス５，０００円、率にして約５．５％

の上昇となっております。 

以上でございます。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  今の賦課額を見ても分かりますように、やはり年々増えてきて

いるというのが分かるのですけれども、この増えてきた理由は何でしょうか。 

執行部  お答えいたします。 

国民健康保険においては、国民健康保険事業特別会計で予測される保険給付費事業費納付金と

いった歳出の総額から、県支出金や一般会計繰入金等の歳入を差し引いたものを保険料の総額と

しております。 

また、保険料率につきましては、被保険者の前年所得や決算剰余金、支払準備基金の状況を踏

まえて、毎年度決定をしております。 

昨今１人当たりの医療費が年々増加し続けていることから、決算剰余金や支払準備基金を活用

しても、なお、保険料率を引き上げざるを得ない状況が続いており、令和４年度以降、３年連続

で保険料率の引上げを行っております。 

以上でございます。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  ただでさえ国民健康保険料は本当に市民の負担が大きいという

ふうに言われておりますけれども、この保険料を下げるためにどのような取組をしているのかお

尋ねします。 

執行部  お答えいたします。 

保険料の抑制につきましては、今後も収納率の向上に取り組みますとともに、特定健康診査の

受診率向上、特定保健指導の実施率向上と、先ほど御答弁いたしました糖尿病の重症化予防、ま

たジェネリック医薬品の使用促進などといった医療費の適正化に向けた取組を推進してまいりま

す。 

また、決算剰余金を過剰に支払準備基金に積み立てることなく、剰余金を翌年度の財源として

繰り越すことによって、保険料の上昇抑制に活用するなど被保険者にできるだけ負担の少ないも
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のとなるよう調整してまいります。 

以上でございます。 

委 員（五十嵐 仁美 君）  最初に、下げるための取組として収納率の向上があったのです

けれども、なかなかやはり高いというところで負担が大きいというところでやはり支払えない、

そういう方々も多いと思います。そのあたりではやはり保険料を下げるための手だて、いろいろ

今出ましたけれども、何かどれももう限界があるというか、なかなか、下げるのに至らない、至

っていないというのが現状ではないかと思います。 

しかし、やはり負担を少しでも下げて、市民が安心して健康に過ごせるようにするために、今

後さらに努力をお願いしたいと思います。 

以上で質問を終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、五十嵐委員の質疑は終わりました。 

これで、国民健康保険事業特別会計に対する質疑は終わりました。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  次に、後期高齢者医療特別会計について、質疑を行います。 

質疑の通告はありません。 

これで、後期高齢者医療特別会計に対する質疑は終了いたしました。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  次に、農業集落排水事業特別会計について、質疑を行います。 

質疑の通告はありません。 

これで、農業集落排水事業特別会計に対する質疑は終了いたしました。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  次に、中央卸売市場事業特別会計について、質疑を行います。 

時田委員から質疑の通告がありますので、発言を許します。時田委員。 

    〔委員 時田 洋輔 君 質問席へ移動〕 

委 員（時田 洋輔 君）  それでは、中央卸売市場事業特別会計の決算について質疑いたし

ます。 

まず、決算附属書３４３ページに事業収入が出ていますが、これらは市場の事業によって決定

してくる額ですので、最初に令和６年度の事業結果として取扱数量や取扱金額など取扱概況につ

いてお伺いいたします。 

執行部  お答えします。 

令和６年度の中央卸売市場の取扱概況ですが、取扱量は約２万４，４４０トン、取扱金額につ

きましては９３億５，０２０万円となっております。 

以上です。 
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委 員（時田 洋輔 君）  分かりました。 

令和５年度と比較して、何％ぐらいというのはいいですか。確認します。 

執行部  お答えします。 

令和５年度につきましては取扱量２万６，７７７トンで、令和６年度は令和５年度に比べてマ

イナス９％となっております。取扱金額につきましては、令和５年度は８７億４，０８０万円、

令和６年度は令和５年度に比べてプラス７％となっております。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  昨今の気候や物価高騰で量はちょっと減ったけれども、単価が上

がったのだろうなという感じの取引ということですね。 

分かりました。 

そういう中で、質問の２ですが、同じ３４３ページの施設使用料に収入未済額が１７０万円程

度記載されていますが、この収入未済額が令和５年度決算と比較して増額していますが、その理

由を確認します。 

執行部  お答えします。 

施設使用料の収入未済額ですが、令和５年度に比べて２２万８，２３６円ほど増えております。 

この収入未済額につきましては、全額、業務廃止をしました仲卸業者１者の令和２年度からの

市場使用料が未納となっているものです。 

当該業者からは、令和４年２月２２日付けで廃業届が提出されていますが、仲卸店舗内にフォ

ークリフトや什器類がそのまま残されており、宇部市中央卸売市場業務条例第６５条に定めます、

施設返還の条件が履行されていないことから、開設者としては廃業の取扱いをせずに使用料の請

求を継続しているものです。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  今のままだとマイナスのまま増えていくのですけれども、新たに

やはりきちんと撤去して、ほかの業者に貸すというような、収入を増やすというような考えはな

いのでしょうか。 

執行部  お答えします。 

業務廃止をした仲卸業者につきましては、今、債務整理の委任を弁護士が行っております。そ

のことから、施設内の什器類やフォークリフトなどいろいろなものを除けてくれということを再

三言っておりますが、恐らく、今後除けていただく可能性は限りなく低いと思います。 

それを除けるとなりますと、最終的に市が予算を使ってということになりますが、今、仲卸店

舗に空きがない状態にはありませんので、ここを空けて、ほかの方を入れるよりは、ほかの空き

店舗がございますので、そちらを使っていただいて、こちらについては、当面そのまま置いたま

まにしようと思っております。 
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以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  債務整理されているということですけれども、下手したらそのま

ま撤去されずに、破産か何かされて、置きっ放しとかという状況も生まれてくるのではないかな

と。 

今後、そういうことがないように。 

基本、原状復旧だと思うのです。原状復旧しないまま出ていってそのままというのも後で困り

ますし、リニューアルや再整備計画も今からある中、そういうところの整備というのも必要なの

ではないかなと思います。 

次に移ります。 

質問の３ですが、附属書３４５ページの真ん中あたり、歳出ですが、委託料の中の３個目で調

査測量設計委託料２，２００万円程度掲載されていますが、この委託料の内訳について確認しま

す。 

執行部  お答えします。 

調査測量設計委託料２，１９６万９，２００円の内訳につきましては、全額、中央卸売市場の

耐震診断・基本設計業務になりますが、内訳として仲卸売場等に係る委託料が１，０４６万９，

８００円、卸売場等に係る委託料が１，１４９万９，４００円となります。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  では、第２点で、令和６年度委託料で何が実施されたのかという

内容を確認します。 

執行部  中央卸売市場の耐震診断・基本設計業務について、建物の耐震の性能があるのかない

のか、また、ない場合には、耐震補強をどういうふうにすればいいかという提案を受ける形にな

っております。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  令和６年度で、実施した内容の結果は出たのですか。 

執行部  当然ながら、５０年以上前の古い建物でありますので、仲卸売場棟・卸売場棟ととも

に、耐震性能は有していないという結果になっております。 

この結果とともに、耐震改修の基本設計業務を実施しております。こちらについては現在精査

中です。 

今後は市場関係者とも調整を図りながら、市として方向性を定めていきたいと考えております。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  では次の質問の４で、今の下に掲載されています検査分析委託料

について、第１点目ですが、令和６年度当初予算にはありませんでしたが、何を委託したのかを

確認します。 
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執行部  お答えします。 

検査分析委託料１５１万７７３円につきましては、中央卸売市場のアスベスト調査の委託料に

なります。 

法律改正に伴って必要になったのですが、当初予算編成時にこの内容を把握していなかったこ

とから、当初予算計上しておりませんでした。 

その後、年度内の予算執行状況等を確認しながら、令和６年中に契約を行い、業務を実施した

ものになります。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  これは年度途中で補正予算を組んだわけではなく、どこからの流

用ですか。 

執行部  委託料の中には、先ほどの耐震診断設計とかいろいろな入札減もございましたので、

そちらを活用させていただいて、年度内のその他の予算執行状況等も確認しながら、何とか契約

をさせていただいたという形です。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  では第２点で、本当に必要性があったのかというのと、何かしら

の結果があるなら、確認したいと思います。 

執行部  必要性については、法律改正によりまして、令和４年４月１日以降に一定規模以上の

建築物や特定の工作物の解体改修工事を行う場合に、アスベスト調査の結果を都道府県等に報告

することが義務づけられております。そのことから検査を実施したものです。 

内容につきましては、市場施設にアスベストが含まれていることは確認されました。 

今後につきましては市場関係者とも調整を図りながら、今、再整備も視野に入れておりますの

で、それらと併せた対応を行っていきたいと考えております。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  では、最後ですが、同じところのちょっと上に修繕料があります。 

需用費の１番下の修繕料について、令和６年度は工事請負費が出てきていないのですが、主な

修繕を確認します。 

執行部  修繕料に係る主なものとしましては、一番多いのは雨漏りの補修です。 

こちらが１３件で約２００万円かかっております。 

あとは、外壁や天井等の補修、駐車場の地下の漏水工事やトイレの修繕工事などを行っており

ます。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  それで、今まで工事請負費で大がかりな工事をされていましたけ

れども、令和６年度は、そういうのがなく、全部修繕で対応できたということでしょうか。 
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どういう流れかを確認します。 

執行部  工事請負費につきましては、令和４年度に高圧ケーブルの更新約８５０万円、令和５

年度は分電盤の改修工事約８００万円という大きな工事が２年ほど続いておりましたが、令和６

年度につきましてはこういう大きな工事がなく、工事請負費はゼロ円とし、あとは、修繕料で対

応させていただいております。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  必要なものはきちんと対応できたということで認識しました。 

あとは予算には出てきていた包括施設管理業務等、この辺は予算での指摘で対応されたという

のは評価したいと思いますし、引き続いて適切な予算執行、運営を行っていただきたいというこ

とを要望いたしまして、質疑を終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、時田委員の質疑は終わりました。 

これで、中央卸売市場事業特別会計に対する質疑は終わりました。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  次に、地方卸売市場事業特別会計について、質疑を行います。 

時田委員から質疑の通告がありますので、発言を許します。時田委員。 

    〔委員 時田 洋輔 君 質問席へ移動〕 

委 員（時田 洋輔 君）  引き続きまして、地方卸売市場事業特別会計の決算について質疑

いたします。 

成果説明書の１５７ページに地方卸売市場の管理経費・運営経費等が出てきています。この管

理・運営がきちんとこの予算で執行されたのかなというところを、令和６年度について確認した

いと思います。 

そこで、第１点ですが、先ほど中央卸売市場事業会計と同じように、今回は出荷地別の取扱高

について、まず、アで、令和５年度と令和６年度の産地別数量について確認します。 

執行部  お答えします。 

まず、地方卸売市場の出荷地ごとの数量ですが、令和５年度につきまして、全体の取扱数量は

約３，０３３トンです。その内訳として、下関からの数量が約９９３トン、博多及びその他産地

からの取扱量が約４５８トン、北浦からの取扱量が約２１７トン、地物・養殖魚の取扱量が約１，

３６５トンとなっております。 

令和６年度につきましては全体の取扱量が約２，５１９トン、内訳として下関からが約７７１

トン、博多及びその他産地からの取扱量が約３０６トン、北浦からの取扱量が約１２２トン、地

物・養殖魚の取扱量が約１，３２１トンとなっております。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  では、引き続いて、令和５年度と令和６年度の同じように産地別
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の金額について確認します。 

執行部  お答えします。 

取扱金額ですが、令和５年度の全体の取扱額が約２９億８４９万円で、内訳として下関からの

取扱額が約９億８，７３３万円、博多及びその他産地からの取扱額が約３億１，５２８万円、北

浦からの取引額が約２億１，２６０万円、地物・養殖魚の取引額が約１３億９，３２８万円にな

っております。 

続きまして、令和６年度ですが、全体の取引額が約２７億５，０４１万円、内訳として下関か

らの取引額が約８億２，６１５万円、博多及びその他産地からの取引額が約３億４，８４６万円、

北浦からの取引額が約２億１，３２０万円、地物・養殖魚の取引額が約１３億６，２６１万円と

なっております。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  では、ウで、それぞれの対前年度比、令和６年度と令和５年度を

比較しての比率について、産地別の数量、産地別の取引金額について確認します。 

執行部  お答えします。 

令和５年度の全体取扱量では前年比マイナス１２．６％、取引額に関しては前年比マイナス６．

４％になります。下関からの取扱量については前年比マイナス１３．７％、取引額に関してはマ

イナス５．６％、博多及びその他産地からの取扱量はマイナス４．２％、取引額に関しては、プ

ラス０．１％になっております。北浦からの取扱量については、マイナス１５．５％、取引額に

関しては、マイナス３．１％、地物・養殖魚の取扱量については、マイナス１３．８％、取引額

に関しては、マイナス８．７％になっております。 

続きまして、令和６年度につきましては、全体取扱量ではマイナス１７．９％、取引額に関し

てはマイナス５．４％、内訳として、下関からの取扱量はマイナス２２．４％、取引額はマイナ

ス１６．３％、博多及びその他産地からの取扱量はマイナス３３．３％、取引額は前年比のプラ

ス１０．５％になっております。北浦の取扱量はマイナス４４．９％、取引額に関してはプラス

０．３％、地物・養殖魚につきましては取扱量がマイナス３．２％、取引額に関してはマイナス

２．２％になっております。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  令和６年度がそういう取引になった理由というのは、何か分析さ

れているのでしょうか。 

要するに令和７年度からは直営に戻って、使用料が今までは入ってこなかったのが、直に入っ

てくるわけなのですよね。 

再整備もありますし、今後の傾向もあったりして、理由というのをしっかり確実に分析してお

かないといけないと思いますけれども、令和６年度のその分析理由についてお伺いします。 
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執行部  理由につきましても様々な要因が絡んでいるとは思いますが、温暖化の影響で魚が取

れなくなっているということも漁師さんからお聞きしておりますし、高齢化などにより漁業者の

数も減少しております。また、魚離れなども原因の１つではないかと考えております。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  今の理由で、漁師さんとかといいますけれども、下関とか北浦と

かは基本、注文を受けてですよね。出荷地の出荷市場での漁師が影響してくるのですけれども、

そうではなくて荷物は集めてくるのでそんなに影響はない。 

例えば、ここで、博多からが３割減、北浦からが４５％減と、かなり大きい減なので、博多の

出荷がどうなのか調べました。福岡中央卸売市場は、そんな大幅に出荷量は変わっていないので

す。北浦のほうも変わっていないと思います、ちょっと調べていないですけれども。 

そういう中でなぜこんなに変わっているのかなと。ここからは、微妙な発言があるけれども、

そのまま進めていいですか。 

委員長（猶  克実 君）  微妙な発言とはどのような発言ですか。 

委 員（時田 洋輔 君）  ちょっといろいろな……。 

委員長（猶  克実 君）  個人名とか特別な名前が出ることは、許可できません。 

委 員（時田 洋輔 君）  出さないと分かりにくいかなというところもあるのですが、ちょ

っと暫時休憩して、どこまでどうという……。 

委員長（猶  克実 君）  暫時休憩します。 

─── 午前１１時２５分休憩 ─── 

─────────────────────────────────────────── 

─── 午前１１時３１分再開 ─── 

委員長（猶  克実 君）  時田委員の質疑を再開します。時田委員、続けてください。 

委 員（時田 洋輔 君）  すみません、時間を取ってしまいまして。 

再質疑でもう１回、ここだけ数字がガクっと変わっていて、博多の出荷を確認してみますと、

こんなには落ちたりしていないのです。博多と北浦のところで、単価でいうと１．６倍、１．７

倍。 

何かほかの特別な理由があるのかなと思うのですけれども、その辺は分析されていますか。 

このまま見ると、かなりまた減って、金額は上がっていきながらというのは、ちょっと不思議

な感じがするのですけれども。 

再度、博多と北浦の部分で、どのように考えて……。分析をしていないなら、していないでも

構わないのですけれども、確認いたします。 

執行部  卸売市場として、減った原因を特に分析しておりません。 

ただ、博多や北浦からの取扱いの部分は注文分になります。魚屋から出荷者に対して注文が上
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がったものについて購入してくるということになりますので、その辺の量が減っているというの

は間違いないと思います。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  いずれにしろ、この部分についてはしっかりと調べて分析して、

今後に生かしていく必要があると思います。急に数字が変わっているので、この１０年間、この

ような数字の出方もありませんでした。しっかり分析・調査したほうがいいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

質問の２ですが、次は、委託手数料です。 

これは出荷者と卸の関係もありますけれども、出てきますので確認したいと思います。 

まず、アですが、令和６年度の委託手数料の率について確認します。 

執行部  委託手数料ですが、現在は生鮮水産物及びその加工品につきまして、販売形態の違い

により、６％、７％、１０％となっております。 

また、冷凍鯨肉――クジラ肉です、につきましては４％、冷凍鯨肉以外の冷凍水産物及び加工

品は５．５％となっております。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  それらが、いつ決定されて、いつから実施されたのかが分かれば

確認いたします。 

執行部  率の決定日や実施日に関しましては開設者への届出書類が保存年限を過ぎております

ので、現在、正確な日付については確認できませんが、卸売業者に確認したところ、生鮮水産物

及びその加工品の６％と冷凍鯨肉の４％、冷凍鯨肉以外の５．５％については、遅くとも平成２

１年度には適用されております。 

また、生鮮水産物及びその加工品の７％も、平成２４年度度後半には適用されていたと思われ

ます。 

生鮮水産物及びその加工品の１０％につきましては、令和７年１月１４日に関係者に通知を行

いまして、令和７年２月１日から適用になっています。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  ６％と１０％というのを、宇部市もよく把握されてなくて実施さ

れていたというところは、やはり開設者としての責任が問われると思うのです。 

令和７年度からは直営といっても委託もしていますけれども、そういう面では本当にしっかり

と管理していく、再整備も始まるわけですし、そこはしっかりと反省していただいて管理してい

ただきたいと思います。 

ウの決定方法ですが、一般的な決定方法をどうやって決定するのか、一般的ではないならば、

この利率はどういうふうに決めましたとかという決定方法のデータが残っているものがあれば、
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確認したいと思います。 

執行部  委託手数料は、卸売業者と出荷者の間での手数料です。卸売業者の商取引上の取決め

になっておりますので、市としては率の決定には関与しておりませんので、決定のプロセス数に

ついては把握しておりません。 

以上です。 

委 員（時田 洋輔 君）  卸売市場法の趣旨も、農林水産省に確認しても、関与していませ

んというのは、やはり違いますよということです。 

出荷者と受けるほう側の卸売業者との話合いをスムーズに進めていくのは開設者の仕事ですと

いうことですが、今の御答弁だと、令和６年度に７％、１０％が入ったときも関知していないと

いうことで、やはり開設者としての責任を果たしてなかったというのが、今、令和６年度までの

ことで明らかになったと思うのです、今。 

市場内は急に１０％になって、いつの間にか決められてみたいな感じで、当時は混乱です。 

令和７年度は直営になっていますけれども、運営部分に委託もあるのですか。 

今後、そういうことが二度とないようにしっかりと開設者として責任を持って、管理ができて

いない、そういう数字すら分からないとなると、この予算の執行が本当に適切に執行されたのか、

任せっきりでどこにどう執行されたのか分からないという事態も発生しかねないと思いますので、

改めてその辺を指摘しまして質疑を終わります。 

すみません、時間をとらせてしまいまして。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、時田委員の質疑は終わりました。 

これで、地方卸売市場事業特別会計に対する質疑は終わりました。 

これで、特別会計決算に対する質疑を終結します。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  この際、お諮りします。 

本日の予定はここまでですが、これを変更し、引き続いて、次回に予定しています企業会計決

算の審査ほかを順次繰り上げて行いたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  御異議なしと認め、そのように進めてまいります。 

それでは、これより、企業会計決算に対する質疑の通告を受け付けるため、休憩に入ります。 

通告の受付は、この後、委員会の休憩と同時に開始し、通告は１２時１０分までとします。 

それでは、暫時休憩します。 

再開は、庁内放送でお知らせします。 

─── 午前１１時３９分休憩 ─── 
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─────────────────────────────────────────── 

─── 午後１時４５分再開 ─── 

委員長（猶  克実 君）  休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

これより、企業会計決算及び企業会計決算に係る審査意見に対する質疑を行います。 

質疑は、会計ごとに行います。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  それでは、まず、下水道事業会計について、質疑を行います。 

質疑の通告はありません。 

これで、下水道事業会計に対する質疑は終わりました。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  次に、水道事業会計について、質疑を行います。 

三好委員から質疑の通告がありますので、発言を許可します。三好委員。 

    〔委員 三好 保雄 君 質問席へ移動〕 

委 員（三好 保雄 君）  無所属、参政党の三好保雄です。お願いいたします。 

水道事業会計について質疑いたします。 

決算書の１７ページです。 

経営指標の推移というのを拝見いたしました。料金回収率が１００％を下回って、ずっとここ

３年ほど出ているのですけれども、経営基盤から考えると、令和６年度については適切だったか

どうか、お願いいたします。 

執行部  お答えします。 

料金回収率は、事業運営の費用が水道料金収入で賄えているかという指標です。令和４年度、

令和５年度につきましては、それぞれ９６．５５％、８７．６１％となっておりますが、これは、

令和４年度、令和５年度に水道料金の基本料金減免事業を実施したことによるものです。 

減免事業がなかったと仮定した場合の料金回収率はそれぞれ１０３．２６％、１００．３５％

となり、水道料金収入で費用を賄えていることになります。 

令和６年度につきましては、人口減少等により、水道料金収入が減少したことによって９９．

２９％となりました。 

ただし、水道事業自体は、施設整備納付金３，６２１万６，０００円、それから下水道使用料

取扱手数料が１億３，１９３万２，０００円、また一般会計の補助金１，２５６万９，０００円、

そのほか水道料金以外の収入で純利益を出せている状況です。 

以上です。 

委 員（三好 保雄 君）  ありがとうございました。 

公営企業会計決算審査意見書の１２ページになるのですけれども、「そのため、持続可能な事
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業運営に向け、宇部市水道事業総合計画を着実に推進するとともに、事務負担の軽減や将来の財

政負担軽減の観点から、民間活力導入や浄水場の適正規模への更新の検討をはじめ……」と書い

てあるのですが、民間活力というところを御説明いただけるとありがたいです。 

常勤監査委員（廣中 昭久 君）  お答えいたします。 

審査意見で要望をした意図、趣旨をというお尋ねで、民間活力の導入という部分に限定してお

答えをさせていただきます。 

これについては、当然ながら、事業運営の効率的・効果的な執行のためには、やはり民間活力

というものを活用することは、収益性が高いと考えております。 

その中で、現状でもそうですけれども、民間の方に企業の業務の一部を委託したり、それのみ

ならず、いわゆる民間の技術やノウハウを使うというのは今後特に重要になってくるのではない

かと考えております。 

例えば、近年の例で言いますと、水道メーターをスマートメーターに置き換えたり、漏水調査

に人工衛星のデータをＡＩと組み合わせて、漏水調査をより効率的に行うということも、全国各

地で実証的に行われている現状もございますので、そういったことが、本市でも導入が可能かど

うかというところも含めて、こういった活力の導入についての検討を要望させていただいたとい

うことでございます。 

以上です。 

委 員（三好 保雄 君）  ありがとうございました。 

市民の方からいきますと、民間活力ということを民営化になっていくのではないかという御心

配される方が多いのですが、そのあたりは最後、水道局の方にお答えいただけるとありがたいで

す。 

執行部  お答えいたします。 

今、常勤監査委員が言われたとおり、一部の民間活力の導入については、当然、民間でしかで

きないものというのはあろうかと思いますので、取り入れることはあると思いますが、民営化と

いうことについては、水道局といたしましては全く考えておりません。 

以上でございます。 

委 員（三好 保雄 君）  ありがとうございました。 

以上で、質疑を終わらせていただきます。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、三好委員の質疑は終わりました。 

これで、水道事業会計に対する質疑は終わりました。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  次に、交通事業会計について、質疑を行います。 

河崎委員から質疑の通告がありますので、発言を許可します。河崎委員。 
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    〔委員 河崎  運 君 質問席へ移動〕 

委 員（河崎  運 君）  それでは、早速質疑を始めます。 

交通事業会計について、令和６年度の決算書の４３ページと１９ページを両方開いていただけ

ればと思います。 

まず、令和６年度貸切自動車収入が２，０００万円ほど、令和５年度に比べて増えているかと

思います。これの理由についてお尋ねします。 

執行部  貸切自動車収入の約２，０００万円の増額理由についてお答えします。 

内訳といたしましては、学校や企業からの依頼に基づき、運行するいわゆる一般貸切が１，２

９３万円の増、また、宇部総合支援学校の生徒の送迎をする、固定貸切が７６０万円の増となっ

ております。 

以上です。 

委 員（河崎  運 君）  なぜ、それが増えたかについて、もう少し詳しく理由を教えても

らえますか。 

執行部  お答えします。 

こちらの金額の増につきましては、主な要因としまして、運転士の数が増えたことが要因と考

えております。 

令和５年度末の運転士の数が６５名、令和６年度末では６７名と、運転士が２名増えておりま

す。こうしたことから、交通局が運行する一般貸切のバスの台数を増やすことが可能になったこ

とで、今お伝えしたような金額の増につながったと考えております。 

以上です。 

委 員（河崎  運 君）  ２人増えただけで余裕が生まれ、貸切りに戻ることができ、この

貸切事業を展開されることで、今回経常利益が１，９００万円ほど生まれております。 

そういうことで、今後も乗務員の確保をしっかりしていただいて、事業継続に向けて、しっか

り取り組んでいただきたいなと思います。 

続きまして、２点目ですが、路線運賃について、今回５億円を超えるような営業赤字が生まれ

ております。計算の仕方によっては４億９，０００万円ぐらいで表示されておりますけれども、

営業部分だけ見ると５億円を超えているかなと思うわけなのです。 

こういう状況下にあって、路線運賃を値上げしていない理由についてお尋ねいたします。 

執行部  まず、この赤字の要因といたしましては、令和６年度は人事院勧告によって給与表の

改定や会計年度任用職員の勤勉手当の支給開始により人件費が約９，１００万円の増加となった

ことです。また、燃料費やタイヤ、部品代などの上昇もその後押しをしたものです。 

お尋ねになった運賃改定につきましては、一番直近で運賃を改定いたしましたのは、令和元年

１０月に消費税が８％から１０％に上がった際に、その消費税分ほど値上げをしております。 
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今後につきましては、持続的に路線バスを運営するため、利用者の方に適正な運賃額について

負担していただけるかどうかの検討を始めて参りたいと思っております。 

以上です。 

委 員（河崎  運 君）  この路線運賃を上げないということで、今、１００円バスや無料

バスによる利用者の増というのが事業の存続の鍵だとは思っておりますので、今後も運賃につい

ても検討を重ねていかれて、まずは住民福祉のための事業存続に向けて、検討を重ねていってい

ただきたいなと思っております。 

続きまして、３つ目ですが、４３ページの補助金収入、路線維持費補助金だと思うのですけれ

ども、この内訳について、あるいは国から交付される仕組みについて、お尋ねしたいと思います。 

また、営業外収益のほうに多いのか、特別利益のほうに多いのか、その辺の内訳についてもお

尋ねしたいと思います。 

執行部  お答えします。 

まず、補助金の内訳から御説明させていただきます。補助金の内訳については、決算書の２３

ページと２４ページを御参照いただきながらと思っております。 

こちらの営業外収益の中に、国・県補助金という科目がありまして、まず、県補助金の中にお

ける路線を維持するための路線維持費補助金が３，６５０万３，０００円、次に、国庫補助金の

路線維持費補助金４，３８２万４，０００円、次の２４ページになりますが、科目の目が雑収入

の他市支出金が、山陽小野田市、美祢市、山口市と、宇部市以外の市からの補助金になりますけ

れども、こちらが２９４万４，０００円となります。 

また、先ほどの２３ページに戻っていただいて、節が他会計補助金の路線維持費補助金が宇部

市からの補助金となっておりまして、２億２，５９５万円となっております。 

また、補助金の仕組みは、路線バスを運営した中で、収益を費用が超えた際、欠損が発生する

わけですが、この欠損を国・県・市それぞれが補塡するという仕組みになっております。 

以上です。 

委 員（河崎  運 君）  欠損を補塡していただくということで、市営バスを持っている宇

部市にとって、非常にありがたい制度かなとは思います。そうは言いながら、２億円を超す市か

らの補塡がされているということで、住民福祉に資するかどうかというところが問われるところ

だろうと思います。 

今後も、先ほどの運賃と併せて、受益者負担の観点と両方よく考えながら、事業の存続に向け

て検討いただきたいなと思います。 

最後４点目ですが、その他の事業収入についてお尋ねしたいと思います。 

令和２年度、令和３年度、令和４年に度については、その他事業の運送収入の欄に金額が入っ

ていたものが、この令和５年度、令和６年度については、その他事業収入の中の運送雑収入のほ
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うに１，８００万円とか１，９００万円あたりの金額が掲載されているわけなのですけれども、

何らか別の収入減があって費目が変わったのか、あるいは何らか、交通局の中での思いが少しだ

け変わっただけなのか、その辺をちょっと教えてください。 

執行部  お答えします。 

４３ページの事業別収支表におけるその他事業の運送収入と運送雑収入のところで、当初、運

送収入に入れておりましたのは、事業の内容が厚東川中学校のスクールバスの運行費収入なので、

当初は運送収入と認識して、委員がおっしゃるように、運送収入に計上しておりましたが、令和

５年度からは、この収入の本質が受託収入であり、生徒から直接運賃を収受するものではないこ

とから、令和５年度からは雑収入のほうが適切であると判断して変更したものになります。 

以上です。 

委 員（河崎  運 君）  分かりました。 

以上で、終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、河崎委員の質疑は終わりました。 

これで、交通事業会計に対する質疑は終わりました。 

これで、企業会計決算及び企業会計決算に係る審査意見に対する質疑を終結します。 

以上で、一般会計決算、特別会計決算及び企業会計決算に対する質疑は、全て終了しました。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  なお、質疑の過程において留保事項はありませんでした。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  次に、一般会計決算、特別会計決算及び企業会計決算議案に対す

る討論、表決を行いますが、市長、副市長の出席を求めるため、ここで暫時休憩します。 

再開は、午後２時１５分といたします。 

─── 午後２時５分休憩 ─── 

─────────────────────────────────────────── 

─── 午後２時１０分再開 ─── 

委員長（猶  克実 君）  休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

これより、一般会計決算、特別会計決算及び企業会計決算議案の討論、表決に入りますが、討

論は慣例により省略したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  御異議なしと認めます。 

よって、討論は省略することに決定しました。 

これより、採決します。 
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委員長（猶  克実 君）  まず、議案第６２号令和６年度宇部市一般会計歳入歳出決算認定

の件について、賛成の方の挙手を求めます。 

    〔賛成者挙手〕 

委員長（猶  克実 君）  賛成多数です。 

よって、議案第６２号は、認定されました。 

 次に、議案第６３号令和６年度宇部市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件について、

賛成の方の挙手を求めます。 

    〔賛成者挙手〕 

委員長（猶  克実 君）  賛成多数です。 

よって、議案第６３号は、認定されました。 

次に、議案第６４号令和６年度宇部市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件につい

て、賛成の方の挙手を求めます。 

    〔賛成者挙手〕 

委員長（猶  克実 君）  賛成多数です。 

よって、議案第６４号は、認定されました。 

次に、議案第６５号令和６年度宇部市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件について、

賛成の方の挙手を求めます。 

    〔賛成者挙手〕 

委員長（猶  克実 君）  賛成多数です。 

よって、議案第６５号は、認定されました。 

次に、議案第６６号令和６年度宇部市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定の件につい

て、賛成の方の挙手を求めます。 

    〔賛成者挙手〕 

委員長（猶  克実 君）  全会一致です。 

よって、議案第６６号は、認定されました。 

次に、議案第６７号令和６年度宇部市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定の件につい

て、賛成の方の挙手を求めます。 

    〔賛成者挙手〕 

委員長（猶  克実 君）  全会一致です。 

よって、議案第６７号は、認定されました。 

次に、議案第６８号令和６年度宇部市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定の件につい

て、賛成の方の挙手を求めます。 

    〔賛成者挙手〕 
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委員長（猶  克実 君）  賛成多数です。 

よって、議案第６８号は、認定されました。 

次に、議案第６９号令和６年度宇部市下水道事業会計決算認定の件について、賛成の方の挙手

を求めます。 

    〔賛成者挙手〕 

委員長（猶  克実 君）  全会一致です。 

よって、議案第６９号は、認定されました。 

次に、議案第７０号令和６年度宇部市水道事業会計決算認定の件について、賛成の方の挙手を

求めます。 

    〔賛成者挙手〕 

委員長（猶  克実 君）  全会一致です。 

よって、議案第７０号は、認定されました。 

次に、議案第７１号令和６年度宇部市交通事業会計決算認定の件について、賛成の方の挙手を

求めます。 

    〔賛成者挙手〕 

委員長（猶  克実 君）  全会一致です。 

よって、議案第７１号は、認定されました。 

以上で、本委員会に付託されました決算議案１０件の審査は終了しました。 

引き続き、補正予算議案の審査に入りますが、この際、議事の都合により、暫時休憩します。 

再開は午後２時３０分とします。 

─── 午後２時１４分休憩 ─── 

─────────────────────────────────────────── 

─── 午後２時２２分再開 ─── 

委員長（猶  克実 君）  休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

それでは、これより補正予算議案の審査に入ります。 

審査は、各分科会に送付した議案に対する質疑の概要について、分科会ごとに会長報告及び会

長報告に対する質疑を行った後、各補正予算議案に対する討論、表決を行います。 

なお、分科会会長報告は演壇で行い、会長報告に対する質疑は、自席から行うものとします。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  では、議案第７２号から第７６号までの５件を一括議題とします。 

まず、総務財政分科会の会長報告を求めます。 

時田総務財政分科会会長。 

    〔委員 時田 洋輔 君 登壇〕 



 - 38 - 

総務財政分科会会長（時田 洋輔 君）  去る９月１０日の予算決算委員会前期全体会におい

て、総務財政分科会に送付されました議案第７２号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第３

回）中、本分科会担当部分について、９月１２日に本分科会を開催し、慎重に審査を行いました

ので、その概要を御報告申し上げます。 

それでは、審査の過程でなされた主な質疑を申し上げますと、移住定住推進経費を増額する理

由についてただしたところ、当初予算ではＵＩＪターン奨励助成金が８件で４７０万円、移住支

援事業費補助金が６件で１，１２０万円と見込み、計上していたが、既に予算上限に達したため、

今後の申請をＵＩＪターン奨励助成金７件３００万円、移住支援事業費補助金１６件１，８３０

万円と見込み、増額するものとの答弁がありました。 

その他につきましては、本席から特に御報告申し上げる事項はありません。 

 以上、本分科会に送付されました案件に対する審査の概要を申し上げ、総務財政分科会の報告

を終わります。 

委員長（猶  克実 君） 以上で、総務財政分科会の会長報告は終わりました。 

これより、総務財政分科会の会長報告に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  ないようですので、総務財政分科会の会長報告に対する質疑を終

結します。 

次に、文教民生分科会の会長報告を求めます。 

城美文教民生分科会会長。 

    〔委員 城美  暁 君 登壇〕 

文教民生分科会会長（城美  暁 君）  去る９月１０日の予算決算委員会前期全体会におい

て、文教民生分科会に送付されました議案第７２号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第３

回）中、本分科会担当部分、議案第７３号令和７年度宇部市介護保険事業特別会計補正予算（第

１回）、議案第７４号令和７年度宇部市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１回）、議案第

７５号令和７年度宇部市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）について、９月１２日及び

２２日に本分科会を開催し、慎重に審査を行いましたので、その概要を御報告申し上げます。 

それでは、議案第７２号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第３回）中、本分科会担当部分

についてです。 

審査の過程でなされた主な質疑を申し上げますと、ふれあいセンター管理経費について、旧岬

ふれあいセンター解体に伴い、増額補正するとのことであるが、増額となった理由についてただ

したところ、当初、建物付きで売却する予定で令和６年度に一般競争入札を実施したが、入札不

調に終わったため、市で建物を解体し、土地を売却する方針となったことから、解体に伴う委託
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費を計上したものであるとの答弁がありました。また、解体工事の費目を工事請負費とせず、委

託料とする理由についてただしたところ、解体設計にあたる業務委託部分と解体工事を一括して

発注することを想定し委託料としているが、指摘を踏まえ、執行段階で改めて執行費目を精査し

たいとの答弁がありました。 

その他につきましては、本席から特に御報告申し上げる事項はありません。 

以上、本分科会に送付されました案件に対する審査の概要を申し上げ、文教民生分科会の報告

を終わります 

委員長（猶  克実 君）  以上で、文教民生分科会の会長報告は終わりました。 

これより、文教民生分科会の会長報告に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  ないようですので、文教民生分科会の会長報告に対する質疑を終

結します。 

次に、産業建設分科会の会長報告を求めます。 

志賀産業建設分科会会長。 

    〔委員 志賀 光法 君 登壇〕 

産業建設分科会会長（志賀 光法 君）  去る９月１０日の予算決算委員会前期全体会におい

て、産業建設分科会に送付されました議案第７２号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第３

回）中、本分科会担当部分、議案第７６号令和７年度宇部市交通事業会計補正予算（第１回）に

ついて、９月１２日に本分科会を開催し、慎重に審査を行いましたので、その概要を御報告申し

上げます。 

それでは、議案第７２号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第３回）中、本分科会担当部分

についてです。 

審査の過程でなされた主な質疑を申し上げますと、中心市街地まつり行事開催経費の増額した

理由についてただしたところ、これは第７４回宇部まつり大型パレード開催に伴う安全対策強化

費を宇部まつり実行委員会に追加で助成するため１０５万円増額するものである。これまでの通

常パレードの距離は松山町一丁目交差点付近から宇部市役所前交差点までであったが、このたび

開催される予定の東京ディズニーリゾートスペシャルパレードは、松山町一丁目交差点付近から

新町交差点付近までの約９００メートルとなっており、通常パレードの倍の距離になることから、

増額補正したとの答弁がありました。 

次に、ときわ公園管理経費の増額した理由についてただしたところ、これは、市内民間企業か

ら、ときわ公園活性化のためにいただいた寄附金を活用し、ときわ公園に桜の植樹を行うため、

ときわ公園施設改善工事費を２００万円増額するもので、ときわ公園周遊園路北側の薬草園西側
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に１１本桜を植樹する予定であるとの答弁がありました。 

その他につきましては、本席から特に御報告申し上げる事項はありません。 

以上、本分科会に送付されました案件に対する審査の概要を申し上げ、産業建設分科会の報告

を終わります。 

委員長（猶  克実 君）  以上で、産業建設分科会の会長報告は終わりました。 

これより、産業建設分科会の会長報告に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  ないようですので、産業建設分科会の会長報告に対する質疑を終

結します。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  これより、討論、表決に入ります。 

まず、議案第７２号令和７年度宇部市一般会計補正予算（第３回）を議題とします。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  ないようですので、討論を終結します。 

これより、採決します。 

議案第７２号について、賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

委員長（猶  克実 君）  全会一致です。 

よって、議案第７２号は、可決されました。 

次に、議案第７３号令和７年度宇部市介護保険事業特別会計補正予算（第１回）を議題としま

す。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  ないようですので、討論を終結します。 

これより、採決します。 

議案第７３号について、賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

委員長（猶  克実 君）  全会一致です。 

 よって、議案第７３号は、可決されました。 

次に、議案第７４号令和７年度宇部市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１回）を議題と

します。 
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 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  ないようですので、討論を終結します。 

これより、採決します。 

議案第７４号について、賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

委員長（猶  克実 君）  全会一致です。 

よって、議案第７４号は、可決されました。 

次に、議案第７５号令和７年度宇部市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）を議題とし

ます。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  ないようですので、討論を終結します。 

これより、採決します。 

議案第７５号について、賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

委員長（猶  克実 君）  全会一致です。 

よって、議案第７５号は、可決されました。 

次に、 議案第７６号令和７年度宇部市交通事業会計補正予算（第１回）を議題とします。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長（猶  克実 君）  ないようですので、討論を終結します。 

これより、採決します。 

議案第７６号について、賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

委員長（猶  克実 君）  全会一致です。 

よって、議案第７６号は、可決されました。 

以上で、本委員会に付託されました補正予算議案５件の審査は終了しました。 

これで、本委員会の日程は全部終了しました。 

本委員会の委員長報告については、正副委員長に御一任くださるようにお願いいたします。 

─────────────────────────────────────────── 

委員長（猶  克実 君）  以上で、予算決算委員会後期全体会を散会します。 

─── 午後２時３４分散会 ─── 
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